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令和４年裾野市議会２月定例会 

 予算決算委員会 総務分科会（予算審査） 

 令和４年３月１日（火）、２日（水） 
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               人事課     ・・・・・・ ２６ 
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          検査監  ・・・・・・・・・・・・・・ ４９ 

企画部  秘書課     ・・・・・・ ５１ 

               みらい政策課  ・・・・・・ ５４ 

               行政改革課   ・・・・・・ ６６ 

               戦略広報課   ・・・・・・ ７２ 

 

３月２日（水） 環境市民部 生活環境課  ・・・・・・ ８５ 

美化センター ・・・・・・・９９ 

      深良、富岡、須山支所 ・・１０９ 

      市民課    ・・・・・・１１８ 

危機管理課        ・・・・・・１２３ 

議会事務局        ・・・・・・１３５ 

        監査委員事務局      ・・・・・・１３７ 

          出納課          ・・・・・・１３９ 

 

  

自由討議  ・・・・・・・・・・・・・１４２ 
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裾野市議会予算決算委員会総務分科会 令和４年３月１日（火） 

 

                       ９時 00分 開会 

 

〇委員長（三富美代子） ただいまから、本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりであります。 

  これより予算決算委員会に付託され、総務分科会に割り振られました第１

号議案令和４年度裾野市一般会計予算のうちの関係部分、第５号議案 令和４

年度裾野市墓地事業特別会計予算の審査を行います。 

審査の方法は、各課単位で行い、それぞれ当局の説明を求めてから質疑に入

りたいと思います。 

質疑の後、意見をお伺いします。これにご異議ありませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） ご異議ありませんので、そのようにいたします。 

  ここで、各委員に申し上げます。質疑は一問一答方式で、要点を明確に、

簡潔な質疑をお願いいたします。 

  意見につきましても、要点を明確に、簡潔にお願いいたします。 

  また、発言の際には録音の関係上必ずマイクをご使用願います。 

 

総務部 

財政課 

〇委員長（三富美代子） 財政課長の説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。木村委員。 

〇委員（木村典由） よろしくお願いします。60 ページなのですけれども、基

金繰入金についてですが、主要基金の活用の考え方などありましたら、お聞

かせください。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 基金につきましては、基本的には財政調整基金につきましては、

行革の期間中ということもございまして、そういった部分も含めまして、基

金の残高というのをいかにして残していくかというところは検討していく部

分でございます。あとの特定目的基金につきましては、基本的に用途が限定

されておりますので、その用途に対して必要と思われる場合には活用をさせ

ていただきたいというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。それでは、元となる基金の残高見込みは

いかがでしょうか。 
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〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 すみません。ちょっと休憩を。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。財政課長。 

〇財政課長 基金の残高見込み等につきましては、説明書の１ページの下段の

ところに記載をしておりますけれども、基本的にはあくまでも必要な場合に

は取り崩すという形になります。むやみに残高を減らすような考え方はござ

いませんので、適正に管理をしていきたいと思います。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 都市施設建設基金繰入金が令和３年度の２億 3,000 万円

で、令和４年は１億円と半分以下になっておりますが、こちらの建設事業の

減少等が理由なのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 こちらにつきましては、区画整理、駅西の整備事業に充てさせて

いただいております。そもそもがそちらのほうの事業費を抑制している部分

もございますので、基金の取崩し額も減っているという形になります。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 先ほども出たのですけれども、財政調整基金の現在の残

高は分かりますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 財政調整基金の残高につきましては、説明書の１ページを御覧い

ただくと分かりますけれども、令和４年度の末の残高見込みとしましては、

30億 6,100万円程度となります。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） ありがとうございます。令和４年度は、財政調整基金の

取崩しは当初以上実施しない考えなのか、あるいは臨時対応で手をつけてい

くのか、お考えをお聞かせください。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 今後は、あくまでもそのときの状況により対応しなければならな

いので、今の段階でこれをどうするかという判断までは申し訳ございません

が、ちょっとできません。 

〇委員長（三富美代子） ほかにご質疑はありませんか。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） よろしくお願いします。基金の部分なのですけれども、

目的があって積み立てている、必要があるときに取り崩すということなので

すけれども、どのぐらいのタイミングでどのぐらい取り崩すみたいな計画、

予定であったり、そういったものというのは財政課のほうで把握というか、
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検討というかしていますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 財政調整基金につきましては、中期財政計画で示され、お示しを

させていただいているところをベースに検討していくことになるかと思いま

す。特定目的基金につきましては、あくまでもその基金を利用する事業、こ

れが今後どのように展開されていくかというところと併せて検討していく必

要があるというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。ということは、財政課とすると、ほかの

課で行っているどういうふうに事業を進めていくかについては、把握してい

るというふうな考え方でよろしいでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 今の段階で、全て今後何年間という形で見込みが立っているわけ

ではないですけれども、基本的にはそういったものを詰めながら、事業とし

てどういうものを優先的にやっていくかというところと含めて検討していく、

今後の課題として進めていく必要があると考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。お金が尽きてしまうということがあって

はならないということの中では、多分出納課と繰替運用の話とかの資金運用

会議というものを行っていると思うのですけれども、次年度の状況を鑑みま

して、財政課としてはその協議にどのような視点で臨んでいたのかというも

のをお伺いしたいと思います。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 繰替運用等につきましては、来年度以降も今年度並みの繰替運用

が発生するものというふうに想定しております。基本的には来年度は恐らく

財調の残高からいって何とかなるのではないかというような考え方ではおり

ますけれども、これがずっと続くかというところは難しいときが来るという

ふうに判断をしておりますので、そのときにはまた別の考え方をしていく必

要があるというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。 

  ちょっとまた別な話なのですが、事業は実施された後、事業費確定、ある

いは入札での差金が発生した場合、残金って余剰部分が発生すると思うので

すけれども、財政課としてそれはどのように扱っていくかという方針であっ

たり考え方をお聞かせください。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 
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〇財政課長 入札での差金ですとか、そういった部分につきましては、その都

度財政課のほうで配当保留という形で、それ以上一旦使えないような形で対

応しております。その後の変更契約ですとか、そういった部分が必要になっ

たときには協議をしていただいて、それを使うかどうかというような判断を

させていただいております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。保留されたものにつきましての契約変更

とかそういったものが終わった後の取扱いにつきましては、どのような形で

考え方お持ちでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 最終的に保留をされて、そのまま使われなかったものにつきまし

ては、そのまま収支のほうに入っていくものになります。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。 

  あと、各課で事業推進をする、していくわけなのですけれども、財政課と

して事業効果を高めるためにこういうふうにやってくださいねみたいな指示

等、そういったものというのは出したりするのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 基本的に事業のやり方まで踏み込んで話をするということは、あ

まりないというふうに考えておりますけれども、ただ予算の使い方が適正か

どうかというようなことにつきましては話をさせていただいております。 

〇委員長（三富美代子） よろしいですか。ほかにご質疑はありませんか。岡

本委員。 

〇委員（岡本和枝） 60ページで、財政調整基金の令和４年度の残高 30億 6,000

万示されているのですけれども、この額というのは標準財政規模の何％くら

いになる額なのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 恐らく標準財政規模が 120 億前後になると思いますので、そのう

ちの 30億ですので、25％ぐらいになるかと思います。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、一般的に 10％ぐらいが適正ではないかって言われ

ている中ではそれなりに安定した額になっているというふうに捉えてよろし

いでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 今現在の基金の残高としては、他市町と比べてもあるというふう

には考えておりますけれども、今までもお話をさせていただいていますとお



6 

 

り、財政非常事態宣言を出しているという状況もありますけれども、必ずし

も楽観できる状況ではないというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 変わりまして、13 ページの固定資産税のところで、分か

っていることなのかもしれませんが、先ほど来家屋と償却資産の減額特例措

置が適用されないというお話がされたのですけれども、これはどういう理由

なのでしょうか。ちょっとよく分からないのですが。 

            （「すみません……」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 先ほどの質問は取り消します。 

〇委員長（三富美代子） ほかにはよろしいですか。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） すみません。あと１点だけお願いします。お金の使い方

の問題、考え方なのですが、どの財源というかお金から優先して事業に充当

していくかについて伺いたいのですけれども、ちょっと暫時休憩お願いしま

す。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。財政課長。 

〇財政課長 何を優先するかというところというよりも、何が活用できるかと

いうところはいろいろと調べてやっていきたいと思っております。なので、

当然ながら国・県の補助金は有効活用させていただきますし、それ以外の部

分につきましても使えるものにつきましては優先的に、優先的にといいます

か、積極的に活用させていただいて、一般財源のほうは減らせるものは極力

減らしていきたいというような考え方になるかと思います。 

〇委員長（三富美代子） ほかにご質疑はよろしいですか。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） お願いいたします。令和４年度、財政非常事態宣言後の

第２期行財政構造改革のスタートの年になっております。事業の統合、減額、

休止、廃止等によって、前年比から事業費として６億円の削減ができており

ます。この第２期については、第１期のときと違って削減額というのは表示

されずに、事業の見直しの指定に基づいて事業を精査されたと思います。 

  この令和４年度の予算編成においては、この第２期で収支の均衡バランス

を保つという中で初年度の予算編成、計画どおりに予算編成ができたという

ふうに評価はされていますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 これから先の行革の第２期期間においては、あくまでも中期財政

計画でお示しをしながら、一般財源の規模というのを管理していきたいとい
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うふうに考えております。そういった意味で、中期財政計画以上に一般財政

健全化のほう抑制できておりますので、計画どおりには来年度予算について

はいっているという認識でございます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 中期財政計画に沿って考えると、前倒しして財政再建に

向けた一歩が踏み出せたという評価でよろしいですか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 そういうふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 第１期の行財政構造改革のときには、職員の意識が非常

に課題であったということが報告としてありました。第２期に向かって非常

事態宣言も出された中で、職員の意識というのはどのように変化があったの

でしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 以前からどうかというところは、いろいろ考え方あるかと思うの

ですけれども、今回の予算の要求の段階におきましても、かなり自分たちで

事務費も含めてかなり抑制して、本当に必要なところだけで要求してきてい

るという感じには見えます。なので、職員もかなりその辺は意識をしている

というふうには考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 職員の意識が変わってきたという点は了解いたしました。 

  それは、やはり財政非常事態宣言を出したということが大きかったという

ふうに思われますか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 もちろんそれだけではないかと思いますけれども、そこの部分と

いうのは影響が大きいかと思います。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 分かりました。 

  予算附属説明書のほうでお伺いさせていただきます。４ページの性質別の

歳出の部分です。中期財政計画では扶助費の伸び率を５か年平均 2.9％という

ふうに見込んでおりますが、令和４年度の扶助費の増減額が 5.3％ということ

になっています。この増減については、想定内というふうに見込んでいらっ

しゃいますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 扶助費に対しましては、どうしても意図的に抑制ができるところ

ではないので、ある程度の見込みの差が出てしまうのはやむを得ないという
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ふうには考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 読めないところも非常にあるかと思いますけれども、伸

び率としては大きかったというふうに評価されますか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 評価というとちょっと難しいのですけれども、他市町と比べても

恐らく同じような動きをしているのかなというふうには考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） それは了解いたしました。 

  同じく性質別の物件費の部分です。裾野市は、物件費の構成比率が高いと

いうふうに言われておりますけれども、行革も含めまして、構成比率の改善

について各課とどのような協議をされてきましたでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 基本的にはいろんな部分の抑制ですとか、そういった部分は常々

お願いしているところでございます。 

  裾野市が物件費が高いというところの１つの要因としまして、昔の臨時職

員の人件費の部分とかというところがあったかと思いますけれども、そうい

ったところが３年度から変わった状況がありますので、それで比較してどう

かというのは今ちょっと実際に検討しているところでございますので、もう

少しお時間をいただければと思います。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 賃金の部分が割合として高いのは承知をしていますけれ

ども、賃金以外、例えば、賃金以外の部分でも各課と何か協議をされたこと

というのはありますか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 物件費としてというよりも、行革の事業見直しの中で削減できる

ところはどこかというような考え方で進めておりますので、そういった部分

がだんだんまとまってくると、物件費のところにも数字として表れてくるの

かなというふうには思っております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） その件は了解いたしました。 

  先ほど説明の中でも財政力指数が下がる見込みであるということでしたけ

れども、数値としては幾つぐらいを想定されていますか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 恐らく、これあくまでも見込みなので何とも言えないのですけれ

ども、恐らく 96ぐらいにはなるかと思います。96…… 
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            （「0.96」の声あり） 

〇財政課長 ごめんなさい。0.96前後ぐらいかなというふうには思います。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 了解しました。 

  予算書のほうに移ります。60 ページです。基金繰入金の関係です。財調の

取崩し額が中期財政計画と比べまして、削減が確かできていると思います。

7,000 万ぐらいかな、削減できていますけれども、これは行革の成果なのか、

削減できた要因というのをお願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 基本的に予算要求の前にかなりのところで事業として絞っており

ますので、それの精査が予算要求でしっかりした要求額の精査ができるので、

それが想定以上に多かったというのが１つあるかと思います。 

  あとは、予算査定の中で事業としては認めるのだけれども、その事業の規

模が適正かどうかという判断をしておりますので、そういった部分での削減

も進んでいるというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 分かりました。今事業の規模というお話もありまして、

63 ページの都市施設建設基金繰入金の関係です。例年駅西周辺整備事業へ基

金の充当をしていましたけれども、中期財政計画を見てもこれから先毎年１

億充当していくということでした。事業費を抑制をしているという点につい

ては、資金計画があって事業の進捗があるのか、事業の抑制があって資金を

つけていくのか、それはどちら側の考え方になりますか 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 基本的にはやらなければならない事業を、平準化といいますか、

年度ごとに比べたときに年間どこまで抑制できるのかというのは検討してま

いりました。その中で、要は準備できる予算としての枠というのもある程度

ありますので、それとのバランスですか、そういったもので事業規模を決め

ているという感じにはなるかと思います。 

〇委員長（三富美代子） 総務部長。 

〇総務部長 併せまして、少し私からも。予算の附属説明書１ページを見てい

ただくと分かりますけれども、都市施設建設基金につきましても、令和４年

度末で６億 2,000 万円ぐらいになります。この基金、今駅西も使っていまし

たけれども、将来的に事業の性格から、基金の性格にしますと、例えば美化

センターとかそういうものにも充当する部分ございまして、こういうふうな

基金の残高とか見ながら財政運営していかないと、なかなか事業全体の、や

らなければならない事業なのですけれども、今までのペースで行けるかどう
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かということについては、財源としての課題がありますので、そういうこと

を判断しながら事業費について抑制なり平準化をお願いしているところでご

ざいます。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 了解しました。 

  最後にもう一点、83 ページです。臨時財政対策債の関係ですけれども、今

回は８億 1,180 万円の起債をしていますが、これは発行可能額の上限いっぱ

い発行されるということでよろしいのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 そのように考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 中期財政計画にもありましたけれども、不交付団体が続

くという見込みでその辺りは大丈夫なのでしょうか。ごめんなさい。交付団

体が続くということで。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 交付団体が続くという見込みには変わっておりません。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） この起債は、据置期間というのがありますか。 

            （「起債……」の声あり） 

〇委員（賀茂博美） 償還するまでの据置きというのが。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。財政課長。 

〇財政課長 ちょっとすみません。休憩お願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。財政課長。 

〇財政課長 臨財債につきましては、財政融資が利用できますので、３年間の

据置きで、その後の 17年間での償還という形になります。 

〇委員長（三富美代子） ほかに質疑はありますか。勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） お願いします。予算附属説明書の１ページのところの記

載の関係、記載というか、記述、基本的な考え方、予算編成の基本的な考え

方の中で、３行目から「歳入確保を図りながら」ってあるのですけれども、

具体的に何かこれ指示をしたり、各課へ指示をしたり、財政課として何か取

り組んだことありますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 こちらにつきましては、各種補助金ですとか、交付金、こういっ

たものは積極的に調べて使えるものはどんどん活用してくださいというよう
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な指示は出しております。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） その効果は現れたという判断をしているでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 今の段階では、まだそういった部分の効果が現れているかどうか

というのはちょっと判断はできかねます。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 令和４年度予算を組んでいく中で、歳入確保を図ってい

るというはずですから、その中で何かありますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 説明の中でも１か所させていただいておりますけれども、防衛の

９条の交付金、こちらのほうを４年度からソフト事業のほうに充てさせてい

ただくということができましたので、そういった部分の効果は出ていると思

います。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 了解です。 

  それともう一つ、事業見直しでかなり削減をしているはずなのです、令和

４年度予算で。とは言いながらも、将来性を見据えた見極めをしたりしてい

るということにここ記述があるものですから、それに対してのその具体的な

何か事業、将来性を見据えてここだけは確保したというのが財政課としてあ

れば、幾つか教えてもらえればありがたいですが。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 財政課としてというよりも、事業見直しの行革本部の中でもそう

いった議論はしてまいりました。なので、基盤整備の部分ですとか、教育の

部分ですとか、あくまでも優先度がどうかというような議論は常にさせてい

ただいた中で、事業の選択はさせていただいております。なので、どの事業

がというよりも考え方としてそういった方向性を持っているというふうに考

えております。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 具体的にこの説明書の中に幾つか事業がありますよね、

主な事業ということで。こういうものが将来性を見据えたりしている事業に

該当する、しているという判断でよろしいのですか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 こちらのほうで挙げさせていただいている各種事業、こういった

ものはそういった部分だというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 
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〇委員（勝又利裕） もう一点、繰替運用の話がちょっと、財政課でいいとは

思うのですけれども、基金は基金として積んで利子を得るということになっ

ているのだけれども、その基金を繰り替えて運用しているわけですから、運

用した後に基金の利子、基金を運用したと仮定した利子分を補填して基金へ

戻すということが一般的だと思うのですけれども、同じ財布の中だからその

利子はどうのこうのって話になるのでしょうけれども、その辺の考え方を教

えてください。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 基金のものによるというか、基金の種類によっては繰替運用のと

きにそういった利子相当というのを規定しているものもございます。ただ、

財政調整基金についてはその辺がございませんので、今の繰替運用というの

をさせていただいているというのが現状でございます。今後につきましては、

基金の残高自体がなくなっていくというところもございまして、状況によっ

ては考えなければいけないところはあるかと思います。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 了解しました。特定目的基金に関しては、その利子分を

またバックするという考えは、当然あるとは思うのですけれども、それでよ

ろしいですか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 そういう考え方はあります。 

〇委員長（三富美代子） よろしいですか。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） すみません。１点だけお願いします。18 ページで国有提

供施設所在市町村助成金交付金なのですけれども、交付実績からということ

で、来年度 400 万が減っているのですが、ここ例年 500 万程度で推移してい

るのですけれども、たしかこれ演習場の工作物とか、調整池などを対象とし

ていると私、理解しているのですけれども、この対象の工作物が減ったとい

うことで理解していいのですか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 こちらにつきましては、毎年固定資産台帳なんかの確認をさせて

いただいております。それは来年度になってからになるので、今の段階でち

ょっと分からないところはあるのですけれども、基本的にはこのぐらいの金

額というふうに判断したところでございます。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それは、工作物が減ったとかいうことではなくて、税制

の改正とかそれに伴って判断ということですか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 
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〇財政課長 あくまでも過去の実績から平均等を割り出しておりますので、そ

ういった中で実際の金額というのは、先ほど申し上げたとおり来年度の確認

の中で分かりますので、その辺での見込みというふうになります。 

〇委員長（三富美代子） 総務部長。 

〇総務部長 物が減っているかって、壊してなくなってしまうのではなくて、

ある物でも時間がたつとやっぱり評価が下がってくるというものもございま

して、その見直しなんかもございまして、常に同じ金額、ひとつも同じ金額

になるわけではなくて、時間がたてば価格が下がってきたりするものですか

ら、また追加があったりして見ていくものですから、今の見込みで実績とか

を見てやっているということになります。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 今の評価が下がるとかそういった意味で理解しました。

ありがとうございました。以上です。 

〇委員長（三富美代子） ほかにはよろしいですか。岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） １点お願いします。337ページの予備費に関して。昨年も

聞いたと思うのですけれども、予備費の説明のところで予算外の支出ってあ

ります。でも、この予算外の支出と表示することで、議会の議決を経なくて

も予備費を使っていいよというような意識になってしまうのではないかなと

思うのですが、その辺のところはどうでしょうか。去年も言ったのですが、

予算外ではなくて、予定外というような表示のほうがふさわしいのではない

かなと思うのですけれども、その点いかがなのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 昨年も同じ回答をさせていただいておりますけれども、あくまで

も自治法での記述に合わせているという形になります。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、記述はそうとして、意識としてどうなのでしょう

か。昨年度でしたか、予備費の使い方でやっぱり議会の中でも賛否が分かれ

るようなことに対して予備費を使ってしまったということがあるのですけれ

ども、その辺のところの考え方はどうでしょうか。そういう議会にかけたら

賛否がどうなるかわからないようなものについては予備費は使わないとか、

そういうものの意識みたいなものはあるのでしょうか。その辺は、何かそう

いう基準みたいなものはありますか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 そもそも予備費を使う基準というのを、がちがちに固めることは

できないというふうに考えております。なので、その辺は運用のところを今

後しっかり管理していくというような形でしか対応ができないのかなという
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ふうには思っております。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 確かに災害とか本当に予期しないことが起きる中で、そ

の予備費をうまく使っていくというのとても大事なことだと思いますので、

ぜひその点含めた基準みたいなものもぜひつくって、確立をしていただきた

いと思います。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 99 ページです。令和４年度からファシリティマネジメン

トの業務が財政課のほうに移ってきますけれども、そのファシリが財政課に

移ったことの効果とか、やっていく方向性とかという部分で何かありました

らお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 やっていく方向性が変わるということはないと思います。今まで

のやってきたことをベースに今後の取組を進めていくという形にはなるかと

思います。その中でこの辺も財務諸表等の分析、そういったものも今後ファ

シリティマネジメントに効果的につなげていく必要があるとは考えておりま

す。そういった部分の研究といいますか、そういったものも含めて財政課と

して取り組むことは効果が上がる部分はあるのかなというふうには思ってお

ります。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） ファシリティマネジメントというのは計画に沿って、財

政に来たことでスピードアップできるとかという効果はありますか。 

〇委員長（三富美代子） 財政課長。 

〇財政課長 どこがやってもスピードアップはしていかなければいけないとは

思いますけれども、そういうふうにできるようにしっかりと対応はしていき

たいと思います。 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案の関係部分に関する質疑を終わり

ます。  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。

賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で財政課の質疑を終わります。 
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税務課 

〇委員長（三富美代子） 説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。木村委員。 

〇委員（木村典由） お願いします。12ページ、法人市民税なのですけれども、

令和４年に１億 7,667 万 5,000 円の増額になっております。予算附属説明書

の３ページには企業業績の堅調を見込むとありますが、ここでいう企業とい

うのは主に大企業のことをいっているのか、中小企業をいっているのか教え

てください。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 主にはやっぱりどうしても大企業になってくるのですが、市内の

事業所全体の事業所の法人市民税の業績のほうが、業績がいいから法人市民

税も伸びが出ているというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。 

  同じ附属説明書の３ページなのですけれども、法人市民税のところに企業

業績の堅調を見込むため、先ほどこれコロナのという言葉があったのですけ

れども、地方消費税交付金のところには社会情勢見込みによる増というふう

になっているのですけれども、これもやはりどちらコロナウイルスの収束に

伴い経済の向上を見込んでということでよろしいでしょうか。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。税務課長。 

〇税務課長 地方消費税交付金の見込みにつきましては、財政課のほうでやっ

ておりますので、差し控えさせていただきます。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。その企業の堅調ということなのですけれ

ども、昨今ロシアがウクライナに軍事侵攻しまして、株価が急落、世界経済

に激震が走っております。原油とか作物が高騰しており、現在この状況から

税務額に影響があるというお考えはありますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 きっと出てくると思うのですが、この予算算定の段階ではそうい

う状況もなかったので、この予算の中にはそこは盛り込んでおりません。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。 

  続いて、118ページの管理納税費なのですけれども、委託のところなのです

けれども、令和３年度から 250 万 8,000 円の増額、約 1.7 倍になっておりま
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す。コンビニやスマートフォン決済で済まされることができるのは市民サー

ビスのためにはとてもいいことだと思っていますが、今後このような決済が

世の中に定着していくと思うのですけれども、こちらの委託料は増額してい

くと思われます。それについてはどのようにお考えでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 今おっしゃられるコンビニとかスマートフォンとかクレジットカ

ード、クレジットカードはちょっと違うのですけれども、手数料が決まって

いるのです。件数が伸びていけば、委託についてはこのままの定額になって

いますので、金額の増額はないです。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） これは、今の金額の増額がないということは件数が多く

なっても一律ということになるのですか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 コンビニ収納委託のほうは、暫時休憩お願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。税務課長。 

〇税務課長 件数がすごく伸びれば金額も増えていくことも考えられるのです

が、件数が１件当たり十何円とか 20円とかそんな世界ですので、とても増額

にはならないというふうに見込んでおります。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。 

  14 ページ、市のたばこ税なのですけれども、今たばこ自体徐々に値上がり

をしております。その中で喫煙をやめる方も多くなってきているのだと思う

のですけれども、予算としては大体横ばいになっているように思われるので

すけれども、今後市としてはたばこ税の見通しについてはどういうふうに思

われているでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 木村委員おっしゃるように、売上げ本数は減っております。ただ、

３年度の実績で見ていましても、歳入となる税額自体は減っていないのです。

税率のほうのやっぱり修正が国のほうがやっていますので、ですので同額と

いうふうに見込んでおります。 

〇委員長（三富美代子） よろしいですか。ほかにご質疑は。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） お願いします。119ページです。先ほど木村委員のほうが

質疑しておりましたスマホの決済委託ということで、額はあまり変わらない

よというお話だったのですが、昨年度のもの当初予算を、本年度ですね、当

初予算見ると３万 9,000円で、次年度は 25万ということでやっぱり増えてお
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りますが、ちょっとそこのところの、増えないよって話だったものですから、

ちょっと詳細をお聞かせいただけるとありがたいです。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。税務課長。 

〇税務課長 ちょっと訂正のほうさせていただきたいと思います。今、杉山委

員のほうからおっしゃられたように金額のほうは伸びておりますので、これ

件数当たり幾らというふうな数字ですので、今回ある程度伸びを、利用率の

伸びを見込んで今回の予算とさせていただきました。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。ありがとうございます。 

  次、お願いします。滞納整理機構のページなので、119ページ、同じページ

ですね。先ほどの税の概要というか、あの中では市民税につきましてはちょ

っと減っているよと、法人税のほうに関しまして、個人のほう、個人市民税

に関しては減っている、法人市民税に関しては回復基調にある、コロナの回

復基調にあって増えていくよということでした。一方で、滞納整理機構のほ

うに出していますお金を徴収するというふうな業務につきましては、多分時

期的なずれというものが生じてくるのかななんてこと思っているのですけれ

ども、その辺については次年度どんな形で推移するというか、なっていくの

かって予想につきまして、ありましたらお願いします。 

            （「委員長、暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。税務課長。 

〇税務課長 この地方税滞納整理機構に委託、委託というか依頼して滞納処分

をしてもらっているのが今まで 10 件だったのです。ちょっと前から 20 件に

増やして、その代わり負担金は増えているのですが、こちらのほうではちょ

っとなかなかその処理できない、しにくいような事案について対応していた

だいております。特別に、では４年度何かということはないのですけれども、

引き続き３年度と同様な形で依頼のほうをしていきたいと思っております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。依頼のほうしていくということで、コロ

ナの回復基調にあるということとの関連性というか、そこに影響を及ぼされ

るみたいなものはありますでしょうか。考えていますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 特別に大きく影響しているのかというと、私どもの徴収対策係で

もやっている滞納処分について、そんなに影響はないのかなというふうに考
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えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。ありがとうございます。 

  また、別の話です。ふるさと納税の規模が拡大する中で、ふるさと納税控

除分について、当市に影響を与えているかと思うのですけれども、次年度に

つきましてはどのような予想というか想定をされていますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 控除額は増えていくのではないかと思われますが、具体的に、で

はどのぐらいというふうなのは見込めていません。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 見込めていないということで分かりました。そのような

中でそのような増えていくよと想定の中で、税務課としてほかの他課のほう

も含めてなのですけれども、何かそれについての対策というか、対策といっ

ても難しいですよね。何か指示というか、何かそういった相談みたいなもの

ってあるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 税務課としては、どちらかというとその税の控除額を粛々と計算

しなければならない部署になりますので、例えば広報とか何とかというふう

なことは考えていないです。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） また、税の、課税する側の立場でいらっしゃると思うの

ですけれども、課税サイドから見た、どのあたりの税のところに期待をして

いるかというか、どこのところが伸びていってほしいであったり、そういう

ふうなものについてはどんな感じで考えていらっしゃいますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 固定資産税については、やはり名前のとおり固定された税額とな

っております。ですので、あまりその大きな増減というのはないのでしょう

が、やはり一番変動制があるのが、もう一個の大きい税目であります個人市

民税ですので、そこについては少しずつでも伸びていってくれればいいなと

いうふうには考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。 

  また、企業の立地ということに関しましては、トヨタのウーブン・シティ

が入ってくるかと思うのですけれども、今後どの形、どの種目というか、固

定資産税の建物なのか土地なのか設備なのか様々あると思うのですけれども、
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どんなところに期待をしているかとかというのは、課としてありますでしょ

うか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 まだ本当に不透明なところが多過ぎて、どういうふうな固定資産

価値のものができてくるのかというのも分からないのですが、ざっと考えて

いる中では償却資産、これとあと家屋、ここら辺は明らかに伸びるのではな

いかなというふうに思っております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） まだ不透明なところということで、具体的な数字なんて

いうのまだ全然全くゼロベースですよね。イメージだけで。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 はい、そうです。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 121ページお願いします。先ほど不動産、評価替えという

ことで話あったのですけれども、この航空写真の委託、1,400万円ということ

なのですが、さっき県のほうから 950万円ぐらい入って、長泉と清水町で 160

万円の負担金と。その長泉と清水町と負担の決め方というのはどんな感じで

決まっておりますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 市内の面積、面積割になっています。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） ということは、約 1,400 万円から助成金を引いて、その

残った中を面積で案分しているということでよろしいでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 はい、そうです。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それでは、お願いします。12 ページの固定資産税のとこ

ろなのですけれども、そろそろ北部のミライエートですか、あちらの固定資

産税の効果が生まれると思うのですが、それは今回のこの予算にどのように

反映されているのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 明確には申し上げないのですが、一千何百万ぐらいの増額を見込

んでおります。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その件は分かりました。 

  あと、その上のところで滞納繰越分が 2,812 万 9,000 円ですか、令和３年
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度に比べて数字の伸びがあるのですけれども、これもう少し詳しく説明して

ください。ごめんなさい。12ページの滞納繰越分です。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。税務課長。 

〇税務課長 この滞納繰越の金額につきましては、全税目なのですけれども、

一応今までの５年平均を算定して計上しております。ですので、去年と今年

でどれだけ違うかというふうな数字はまだ出ないので、５年平均でさせてい

ただいているのが結果的に増額となっております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 滞納整理に関してなのですけれども…… 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員、もう少しマイクを。 

〇委員（内藤法子） 滞納整理に関してなのですけれども、滞納整理機構に職

員を派遣しているのですけれども、税収が減っている中で滞納整理ってとて

も大切だと思うのですけれども、これ今後の見通しというか、今まで以上に

これに取り組もうとかいうような話はなかったですか、この予算の中には。 

         （「委員長、暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。税務課長。 

〇税務課長 特別に何か新しいことができるかというのは、あまりないのです

けれども、一応４年度予定しているのが、県の財務事務所、おととしもやっ

たのですけれども、財務事務所の職員にまた短期派遣していただいて、また

徴収対策に対するアドバイスなんかももらおうかなというようなことを４年

度は考えています。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 今その部分はどこか予算にちゃんと反映されているって

考えていいのですか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 予算はかからないので。本当に例えば旅費なんかが発生したら、

それはこちらのほうでやるのですけれども、基本的には県の予算で全部こち

らに来ていただけるという話になっておりますので。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） とてもいいことだと思うので進めてください。 

  あと、119ページの委託料のところで、今後スマートフォンとかそういった

ものを利用した納税が増えていくと思うのです。この関係の、デジタル推進

と関係するとするのですけれども、たくさんの人が利用できるように推進す

るというのは連携を取って何か話をしていることありますか。 
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〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 デジタルトランスフォーメーションとかちょっとそこら辺とかま

で全然連携は取れていないのですが、市民への周知としては納税通知でそう

いうスマホ決済とかもできますよというふうな案内は昨年度からやるように

なりましたので、ご案内差し上げているところです。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 税務課だけの話ではないと思うのですけれども、これか

らやっぱりそういうものをどんどん利用してほしいので、使えるというか、

市民の人が使えるようにという施策も連携して考えていかないといけないと

思うのですけれども、その点についてはどうですか。課を超えて話をすると

か。 

〇委員長（三富美代子） 総務部長。 

〇総務部長 これ昨年ですけれども、スマホ決済を入れるときには庁内で横に

話をしまして、税以外の科目でもできるものについては対応しておりますの

で、もちろんそういうことにつきましては積極的に話をしております。また、

今現在２社でしかできないのですけれども、これ使っているシステムの関係

ございますので、何かところで決済種目が増えるようであれば対応していく

ということになると思いますけれども、基本的にはこれ市税だけではなくて、

ほかのものもやっておりますので、横展開というのは意識して進めておりま

す。以上です。 

         （「分かりました。終わります」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） ほかに。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） お願いいたします。市民税のところで、先ほど委員から

も質疑ありましたふるさと納税の控除額というのは、この中には含まれてい

ない試算になっていますか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。税務課長。 

〇税務課長 すみません。ふるさと納税の控除額は、例年と横ばいなのですけ

れども、控除されるものとして一応算定しております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 了解しました。ちょっと暫時休憩してください。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 滞納整理機構の件です。ページだと 119 ページですね。
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先ほど 20件の依頼をするということでしたけれども、税額としてもどの項目

を滞納整理機構に送るというのはもう決定していますか。 

       （「委員長、暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。税務課長。 

〇税務課長 今最終の対象者について絞っているところです。まだ、だから決

定はしていないです。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 20件、大体どのぐらいの金額のものになりますか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 基本的にやはりメインは大口の滞納者を送る前提でいますので、

相当な金額になります。単純に 100万掛ける 20とか、そういうふうな形には

なってきます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 滞納整理機構に職員を派遣を、これたしか２年だったと

思うのですけれども、それも今回２回目になるかと思います。職員が今１年

たっていますけれども、その滞納整理のノウハウのようなものを市のほうに

定期的に何か報告のような形でもらって、４年度また滞納整理を税務課がす

るノウハウに役立てるような考えってありますか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 どこに派遣されている職員もやっているのですが、月に１回自分

がやっている業務についての報告に来るのです。その際に今のところ正式な

勉強会みたいな形ではやっていないのですが、大体半日ぐらいいてくれるの

で、自分が１か月やってきたことをまずは私とか専門監に報告してもらって、

あとその残りの時間を一緒にいる職員に、雑談的な部分もあることはあるの

ですけれども、一応そのノウハウなんかの報告もしてくれています。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） ぜひ積極的にいろんな情報をいただきながら、役立てて

いただきたいと思います。 

  それらも含めてですけれども、第５次総合計画の成果指標として目標値、

税の徴収率、97.8％というのを掲げています。裾野市は、比較的徴収率が高

いほうになりますけれども、この目標を達成するために、確実に達成するた

めに取り組んでいくことってありますか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 一番やはり大事なのは、対応する職員のスキルなのかなと思って

います。そこは、先ほどの滞納整理機構に派遣されている職員なんかも含め
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て、一人一人のスキルを上げていってもらって、滞納処分のほうの実施をし

てもらいたいなというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） まさにそのとおりだと思いますけれども、職員のスキル

アップに関しては、何か取組をされる予定ですか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 ３年度はちょっとコロナの関係で全然なかったのですけれども、

県や滞納整理機構なんかで研修をやってくれます。そういうのには積極的に

参加させて、一人一人の知識とかそういうものを向上できればなというふう

には考えております。 

〇委員長（三富美代子） ほかにありますか。岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 個人市民税のところですけれども、この金額の減の理由

が特別徴収義務者数の減少ということでしたけれども、これは事業所に働く

人が減ったというような原因なのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 はい、そうです。特別徴収で働いて、市県民税納めていただいて

いる方が減っております。その方々が普通徴収に変わっているという部分が

ありまして、やはりちょっと減額になっているというふうに見込んでおりま

す。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 普通徴収に変わっているということは、退職してとかっ

てそういう意味合いですか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 はい。職が替わって、普通徴収に変わられているという方がかな

りいらっしゃるのかなというふうに推定しております。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでも全体に減額というのは、やっぱり今の現状での

裾野の人口の推定からすると、この状態は減額が続いていくというふうなこ

とが言えるということですか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 ここから先がどういうふうに普通徴収と特別徴収の該当者が変わ

っていくのか分からないのですけれども、取りあえずこの４年度の算定の段

階では明らかに特別徴収義務者が減るということは、ある程度の収入のあっ

た方が転職をされるというふうなことになると思います。そうなってくると、

どうしても特別徴収のときの収入というのは確保できない方のが多いのかな

というふうに思う中で、理由として、特別徴収が減って普通徴収が増えるの
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かなというふうな理由とさせていただいております。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 一番のこの大きな原因というのはどのように、こういう

数字で、数字の減として表れた一番大きな原因としてはどういう状況だから

というふうに捉えられているのですか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 多分ご想像になられていると思うのですが、あまり個別具体な話

になってするのはうまくないと思いますので、あえてこういうふうな形の表

現にさせていただいております。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 固定資産税に関してです。間違えて行政課のところで言

ってしまったもので、何か皆さん質問されなかったのですが、家屋と償却資

産の減額特例措置が適用されないという、この適用されないという意味はど

ういうことなのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 コロナの関係の減免なのですけれども、それが３年度で終わった

のです。ですので、４年度はありませんので、その分が増額になるのかなと

いうふうに見込んでおります。 

〇委員（岡本和枝） そういうことですか。分かりました。何かペナルティー

でもかけられたかと。 

〇委員長（三富美代子） よろしいですか。勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 予算附属説明書の３ページのところですけれども、都市

計画税の部分ですけれども、ミライエート御宿土地区画整理事業の宅地、市

街化編入、宅地化にされているけれども、それは見込んでいるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 はい、見込んでおります。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 了解です。 

  もう一点、償却資産が１億 4,000 万ばかり、当初予算ベースでいくと増え

ているのだけれども、この主な原因というのはいかがでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 税務課長。 

〇税務課長 毎年 11社のいわゆる大手というふうに考えている企業に、償却資

産の申告の見込みをいただいております。その中でその報告をいただいた中

で算定して、増額というふうな見込みとなっております。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 了解です。 
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〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で税務課の質疑を終わります。 

 

  



26 

 

人事課 

〇委員長（三富美代子） 人事課長の説明は終わりました。 

  次に、質疑に入ります。質疑はありませんか。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） お願いします。最後に説明のありましたページ、338ペー

ジをお願いします。以前から課題になっています時間外勤務の手当なのです

けれども、昨年度は選挙があるよということで説明があって増えているとい

うことでした。本年度も同じく３本の選挙があるよということなのですけれ

ども、その中でも今回大きく減という形で示されております。具体的にどん

な形で減に結びついているのか、そこのところをお願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 時間外につきましては、目標値としまして計上しております。 

  暫時休憩お願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 目標値を計上しているということだったのですけれども、

その目標値はどのようにして算出されているか、その算出の仕方をお願いい

たします。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 前年度、本年度の実績見込みに基づいて積算しております。以上

です。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 実績見込みに基づいてどのような形の計算をすると、そ

のような数値が出るのか、課として目指す数値であるのか、各担当課からこ

こまで行けるというもので出てきているのか、その辺の詳細をお願いいたし

ます。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。人事課長。 

〇人事課長 減額分につきましては、選挙の手当の数字となっております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 選挙の手当ということでは理解いたしました。 

  一方で、次年度も３つ選挙があります。本年度と同じなのですけれども、

それでも選挙の分でそのように減になるということで解釈でよろしいでしょ

うか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 
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〇人事課長 そのとおりでございます。暫時休憩お願いします 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。部長。 

〇総務部長 選挙につきましては、数は３個と２個なのですけれども、県会議

員選挙につきましては、選挙実施が令和５年度になりますので、時間外とす

るとほとんど影響がないものと考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） では、須山の支所の管理費の寄附金というところでお伺

いしたいのですけれども、そもそもその寄附金はどのような形で、寄附をい

ただいているものなのかの根拠のところをお願いします。位置づけのところ。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 須山支所には職員が配置してございます。そちらの職員の人件費

に充当するという形で、寄附をいただいているということです。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） ということは、富岡支所も支所があるので、富岡の地区

から寄附をいただいているという解釈をできるのですけれども、そういうイ

メージでいいのですか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 富岡のほうからの寄附はございません。暫時休憩願います。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。人事課長。 

〇人事課長 須山につきましては、地区振興の仕事を行っている関係上、振興

会から寄附をいただいているということです。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 支所に限らないのですけれども、市内の各課のところに

おきまして、同様に地域の事務を担っているところというものにつきまして

は、把握をしていますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。人事課長。 

〇人事課長 地区等の業務に関わることを市役所の各部署でやっているかにつ

きましては、全ては把握ではございませんけれども、各種団体の事務をやっ

ているという部署があることは承知しております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 各種団体の事務につきましては、市の本来業務というと
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ころに含まれるものなのか、あるいはちょっとサービス的というか、困って

いるので助けているという位置づけになるのか、そこのところにつきまして、

それをベースに今後様々費用負担の面とか検討するというふうな考えは、調

査も含めてですけれども、ありますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 成り立ちはそれぞれ違うかと思います。私も全て掌握していませ

んけれども、市役所の業務として必要としてその団体を持っているケースも

あれば、そうではないケースもあろうかと思います。それについて人事課の

ほうで調査、把握等をするという予定はございません。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 別のところです。定数管理の部分になるのですけれども、

市長の施政方針の中だと思うのですが、定員の基準という表現をしていたの

ですけれども、市長が踏み込んでいくよというふうなお話がございました。

一方で、外部委託ということでアウトソーシングすることによりまして、本

来必要であった部分が余剰人員というふうに発生するかと思うのですけれど

も、次年度どのような形でその辺の検討、考え方、進めていくのかというも

のをお伺いしたいです。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 １個は、組織の改編はそれに当たるのかなというふうに思います、

定員の部分では。ただ、具体的に現時点で市長のほうから具体的な命が出て

いるわけではございませんので、回答はここまでになりますけれども、そう

いう状況でございます。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。 

  あとは、人事制度改革の部分になるのですけれども、市民を守り市益をも

たらす組織づくり、義務的経費の削減、もしくは優秀な人材を生かす、成長

を促す人事制度改革ということで、市長のほうでうたわれておりますけれど

も、人事課としては、その辺につきまして具体的に進めていく考え方等はあ

りますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 既に取り組んでいる部分で言いますと、人事評価制度があろうか

と思います。１個ではこの制度を推進することによって、人事考課というか、

制度が充実するものと考えておりますから、そういうものでは引き続き継続

していきたいというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。人事評価制度以外のところについては、
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今後検討しながら取り組んでいくよって解釈でよろしいですか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 具体に市長のほうから、指示があれば対応するというふうになる

と思いますけれども、現在のところ施政方針に対するところに対してのは具

体的なところは、今のところはまだないという状況でございます。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。 

  あと、行財政構造改革の取組の中にちょっと記載があったのですけれども、

管理職手当の削減について取り組んでいくよみたいなことが書かれています

けれども、それは具体的にどんな形で進めていくものかお聞かせください。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 Ｒ４年の当初ですけれども、５％削減という形で実施をしていき

ます。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） その後のほかのところへの進め方、波及というか、ほか

のところで取り組むよみたいなものにつきましての検討というか、予定はそ

ういったものはあるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 具体的な指示は、現在のところございませんけれども、施政方針、

先ほど議員さんおっしゃるとおり、その他のものにもということ言及してお

りますので、それについては今後指示あるのかなというようなところではな

いかと思いますが、ちょっと具体的にないので、今できる回答はそのような

状況ですと。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 基本的に考え方で伺いたいのですが、指示がないと動け

ないものなのか、指示がなくてもどんどんやるべきなものなのか、その辺の

ことの捉え方につきまして、考え方をお聞かせください。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 １個は、第２期構造改革の計画がございます。そちらに載ってい

るものについては、言動しなければいけないのだろうというふうには考えて

おります。ただし、それは検討の方向性がございますので、具体にその辺が

どうなるのかなということで、やり方だったり内容であったりございますか

ら、その辺が指示ということです。あくまでも構造改革というのは第２次構

造計画に基づいて行うものというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。ありがとうございました。 
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〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それでは、今引き続き、杉山委員が聞いたところで引き

続き伺います。 

  市長の施政方針にそれぞれ出ました各種手当てを見直すということで、既

にこの 338 ページの給与明細の中の職員手当の内訳で出ているのですけれど

も、もう既にこの中に反映があるよというのはどれに当たりますか。今管理

職手当が５％、それはこの中で反映しているということですよね。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 ちょっと暫時休憩お願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。人事課長。 

〇人事課長 この４月から取り組む取組としては、例えば通勤手当、管理職手

当がございますけれども、予算上で言いますと管理職手当につきましては見

込んでございます。通勤手当については計上されていない状況です。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 財政非常事態宣言が出たときに、市民の指摘でしたけれ

ども、総務省のネット上の発表では、裾野市の職員の給料が高いと、県内で

一番高いというご指摘あったのですけれども、そういう声を聞いて、この予

算を反映するときになんか検討したこととかあるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 総人件費の抑制という部分でございましては、第２期の計画策定

しましたので、外部評価委員会の意見も踏まえて、それに基づいて行ってい

るということになります。それに基づいた今回の予算編成ということですの

で、金額につきましては引き続き継続のものもございますけれども、Ｒ４年

度についてはこういう計上でさせてもらったということです。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 説明は分かりますけれども、市民感覚として財政非常事

態宣言をした市が、県内で一番高いというのはいかがなものかという気持ち

はよく理解できるのです。そうしたときにこういう声聞いて、県内でどれく

らいのレベルがあればいいとお考えでいらっしゃるのか、お聞きしたいです。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。人事課長。 

〇人事課長 給与の適正化につきましては、どこかというのは非常に難しいと

ころはございますけれども、県内の平均等ということで比準するのであれば、
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そこが１つの見方、見え方ということはあるかなと思います。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） これまでは、やっぱり財政力指数とかも加味して給料も

決まってきていたと思うのですけれども、財政力指数が高いときは市民の人

もこれだけの財政力指数をやってくれている職員に対してはって寛容だった

のですけれども、今のご答弁のようにやっぱり平均値というのは意識しない

といけないということで、意識して進めていただけるというふうに理解して

もよろしいでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。人事課長。 

〇人事課長 給与の適正化については、非常に難しい部分ございますけれども、

近隣の市というのは比較検討するには対象となることではあるとは考えてお

ります。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） やっぱり給与というのは働く喜び…… 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員、もう少しマイクを。 

〇委員（内藤法子） 給与というのは働く喜びとかいろんなものにつながって、

なかなか難しいのは理解できます。やっぱり職員も納得して、それから市民

も納得するという、何か説明できる形で頑張っていただきたいと思います。

これは意見です。 

  それでは、続きます。95 ページなのですけれども、まず、職員の研修費を

ここのところずっと削ってきているのですけれども、さらにまた半分に削っ

たということで、内部講師とか派遣をしないとかということで削っているの

ですけれども、職員のスキルアップでこの研修ってとても大切だと思うので

す。費用がかからない方法を提示していただきましたが、さらにこういう工

夫で職員を人材育成するのだということがありましたら、教えてください。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 職員研修につきましては、職員の能力開発であったり、職員のモ

チベーションであったり、人材育成であったり、個人のみならず組織として

も大変必要なことだというふうに認識しております。本来的にはこれほど下

げたくはなかっ……暫時休憩お願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。人事課長。 

〇人事課長 内部講師の充実であったり、職員のＯＪＴを、あとは派遣の執行
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率を上げる工夫をしながら充実を図っていきたいというふうに考えておりま

す。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 先ほど内部講師とかで実務の研修とかを重ねていくとい

う説明がありました。実務のスキルをアップする中で、裾野市は改善の提案

がすごく少ないと私は思っています。この実務のスキルアップする中で、こ

の改善提案がたくさんできて、業務が改良していくという、そこまでを見据

えて何か工夫はされていますか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 改善という視点かどうかあれですけれども、自主研修グループと

いう制度がございます。そこが職員が自発的にやる内容ですけれども、そこ

でいいアイデアですとか、そういうのが出てくればいいなとは思っています

けれども、そういうものにも助成しております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） いろんなことを考えて進めてほしいと思います。最近は

オンラインの研修、私たちも活用しています。そういったことにも広げてい

ただきたいと思います。あと、続けて…… 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。別件ですね。 

〇委員（内藤法子） 別件です。職員の健康診断なのですけれども、これメン

タルヘルスと今は心の問題がとても私は大切で、課題となっていると思いま

す。例年同じ程度で、メンタルヘルス委託は少し減ったのですか、金額が。

この部分を長期休暇の方も職員もいると私は伺っております。この令和４年

度に向けて、こういう方々が増やさない、そして回復するということを見込

んでこの予算で大丈夫なのかどうか、確認したいと思います。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 今回この予算計上されているものは、法定的に必要なものを計上

させていただいているということになります。メンタルヘルスの対応につき

まして、引き続きこれらの相談を活用しながら実施していきたいというふう

には考えております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 財政が厳しいということで、法定的なことを最低限だと

私は思うのですけれども、これ職員が健康で、心も体もですけれども、働け

るために何か横展開して各庁議とかいろんなところで進めている何か方策は

ありますか。フォローができているとか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 暫時休憩お願いします。 
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〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。人事課長。 

〇人事課長 メンタルヘルスにつきましては、まず身近な職場が重要かと思い

ますので、人事評価制度の活用ですとか、また人事課の周知等を踏まえまし

て、対策をしていきたいというふうに考えております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 最後に、ちょっとその需用費の一般消耗品費が、これ作

業服というふうに先ほど説明がありました。この作業服を買い替えるローテ

ーションというのは何か決まっているのですか。何年ごととか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 物によってはございます。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 定まったローテーションで購入しているということです

けれども、例えば予算の範囲の中で我慢せざるを得ないとか、そういうこと

は発生していないかどうか、確認させてください。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 現状におきましては、最小限の対応となっておりまして、破損等

で使えなくなったものを中心に買換えをしているという状況です。また、あ

と新規に必要なものと破損がひどいものについて、交換しているという状況

です。 

〇委員長（三富美代子） ほかにありますでしょうか。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） お願いいたします。市長が替わられまして、市長が市役

所の改革であったり、職員の意識改革というのを掲げております。昨年人事

育成基本方針や推進計画が改定されましたけれども、その内容に市長が替わ

られたことで影響はありますか。 

         （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。人事課長。 

〇人事課長 基本方針は大きな方針、流れを示したものかというふうに考えて

おります。一方、市長が替わりまして、もしそこに方向性が修正必要なもの

があれば、そういうようなお話があるのかなと思いますけれども、具体に４

年度に修正をするかということだと、今の時点ではその計画はございません。

以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 現段階では市長から、人材育成に対する指示は特にない

ということですか。 
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〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 そのとおりです。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） この人材育成方針に掲げている３つの方策の柱の部分に

ついて、少し確認をさせていただきます。先ほどの職員研修の件、内製化と

いうことでお話、内部講師ということでお話がありましたけれども、専門研

修の中に掲げているデジタルデータ利活用推進研修、これも来年度は何か実

施していく予定がありますか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 具体に、そこはまだ決めていることはございません。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） ＳＤＣＣとか、スマート自治体を目指す中では、デジタ

ル関係の研修というのはこれから必須になるのではないかなと思っているの

ですが、内部で実施をしていくことは可能ですか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 実施は可能かと思います。ただし、餅は餅屋ではないですけれど

も、主管課があろうかと思います。そちらのほうと調整しながら行うことが

いいのかなというふうに思います。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 338ページ、給与費明細のところです。先ほど時間外につ

いての質疑がございましたけれども、昨年の予算審査のときにこの時間外を

減らしていくための方策としたら、事務量をまず削減していくことと、所属

長のマネジメントという部分が非常に大事だというお話しされておりました。

令和４年度、各課に対して人事課からどのような指示を出していく予定でし

ょうか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 時間外縮減については、特効薬が、バッてあるものでもないかと

ございます。引き続き同じ繰り返しですけれども、事務の効率化であったり、

マネジメントということを言い続けるしかないのかなというふうには思って

いますので、そういうことを取り組んでいきたいとは思っています。以上で

す。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 特に所属長に対するマネジメント研修のようなものとい

うのは、実施していく予定ですか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 先ほど研修の中で触れましたけれども、管理職向けの研修という
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ことを予定しておりますので、そこで少しマネジメントも触れていきたいか

なとは考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 第５次総合計画の実施計画の中で、課題として挙げられ

ている件について確認します。公務員の定年延長が令和５年度から始まると

いうことですので、令和４年度中にはその採用計画を立てていかなければい

けないという課題があるというふうに記載がありました。そのものについて

の取組は、何か実施していく予定はありますか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 令和４年度につきましては、制度設計がありますので、また議会

のほうにもいろいろお願いすることはあろうかと思います。いずれにしても、

条例を含めてそういうものもありますし、５年度の採用計画に向けて４年度

中に早い段階で検討していかなければならないというふうに思います。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） ぜひよろしくお願いいたします。 

  最後に、第５次総合計画の指標目標、市役所職員の方が市民の信頼度とい

うことで、めざそう値 70％というのを掲げています。これを達成するために

来年度どのような取組をされますか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 職員のレベルアップといいますか、そういう意味でやっぱり基本

は人材育成の部分が大きいのかなと思っております。ですので、職員の成長

につきましては、そちらのほうが政策的にそこに注力するのかなと思ってお

ります。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 職員のスキルアップが、市民からの信頼度につながると

いう理解でよろしいですか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 広義な意味ではそのとおりかと思います。暫時休憩お願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。ほかにご質疑はありますか。岡本

委員。 

〇委員（岡本和枝） 95 ページです。人事管理事務費の中で、昨年度非常勤職

員の公務災害補償負担金 100 万円載っていますけれども、昨年度たしか一般

の地方公務員との補償の違いが労災がないという、労災補償がないようなお

話があったと思うのですけれども、その違いというのはそういうことなので

しょうか。 
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〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 昨年の説明がもしそのように聞こえたら、ちょっと正しくないよ

うなところあります。常勤職員も会計年度任用職員も仕事上負傷を負った場

合には公務災害だったり労災の適用にはなるということです。ただし、入っ

ている保険といいますか、によって種別が違うと言ったらいいですか、そう

いうような形になろうかと思います。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） この非常勤職員、この場合の非常勤職員というのは会計

年度職員は含まれない、本当の非常勤の市民の方たちがよくいろんな仕事を

受けながら非常勤として仕事をするって、そういう形の非常勤の方が対象と

いうことですか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 そういう方も入っているし、会計年度任用職員も一部入っている

ものもございます。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、それに対して労災というか、そういう補償を充実

したものにするための策というようなものというのは、市のほうで考えられ

るのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 これは、あくまでも不幸にもそういう災害になった場合に補償し

てくれる団体への負担金になっております。ですから、暫時休憩お願いしま

す。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。人事課長。 

〇人事課長 この負担金以上に何か補償をというご質問の内容であるのに対し

ては、その考えは今のところございません。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） そういう事故あるなしにかかわらず、やっぱりしっかり

補償していくということでは、ぜひ条例化と、何かそういう方向をぜひ目指

していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） これは、負担金の当初予算の審査なので、ちょっと

言い方をまた変更していただいて。 

〇委員（岡本和枝） それでは、この負担金に基づいて、やっぱり救われない、

補償されない部分に対して、他の手だてを考える、これから他の手だてを考

えるというお考えはありませんか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 
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〇人事課長 非常勤、常勤にかかわらず、これ以外の補償について何かを手当

てするという考えについては、今のところそういう考えはございません。以

上です。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） これは、質問というよりちょっと意見に近くなってしま

うのですが、職員の給与に関して市民が高いから減らせとかという意見ばか

りではなくて、やっぱり公務員として必要な給与、それが一般的に見て高か

ろうが低かろうがそれは関係なく、とにかくしっかり仕事してほしいという

意見も確実にありますので、先ほど課長のおっしゃったような方向性で頑張

っていただきたいなというふうに思います。 

〇委員長（三富美代子） 意見でよろしいですか。 

〇委員（岡本和枝） はい、意見です。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） すみません。採用試験の方法ですけれども、従来からや

っている方法があるのですけれども、令和４年度について何か変更する予定

はあるのかないのか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 現時点では大きな変更はないです。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 研修費が大分減っていて、先ほども委員から出ていたの

ですけれども、手当も減らす、研修も減らす、どうしても内向きになってし

まうものですから、何か外向きの目を、姿勢を与えてやらなければいけない

というところで、研修は研修で頑張っていただきたいのですけれども、県と

の人事交流という制度があると思うのですけれども、そういう職員を同じ費

用で外へ出してやらせていく、仕事をさせてくるとか、そういうのを令和４

年度は増やすとか、そういう予定はありますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 人事課長。 

〇人事課長 来年度につきましても、県との交流は実施する予定ではおります。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） どうしても内向きになってしまうものですから、なるべ

く外向きの目線を持たせてやる、職員のモチベーションを維持させる部分で、

いろいろ人事サイドとして考えがあると思いますので、ぜひその辺はやって

いただきたい。もう一点いいですか。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 338ページの一般職の人数が、先ほどちょっと説明があり

ましたけれども、前年度の当初予算ベースでいくと７人少ないのですけれど
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も、なっていますよね。これは予算を組んだ後に普通退職がいろいろあった

って話だけれども、実人数だと令和３年度ベースのスタート時点と、令和４

年度スタート時点と 326とほぼ変わらないのでしょうか。 

            （「暫時休憩お願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。人事課長。 

〇人事課長 本年度の予算の 326 につきましては、これ予算編成時においての

実人数積算していますので、この後に予期せぬ退職等がなければそのままの

人数でというふうにはなろうかと思います。 

            （「委員長、休憩してください」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。ほかにご質疑は。よろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより、第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に

関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で人事課の質疑を終わります。 

 

 

人事課（答弁訂正） 

〇委員長（三富美代子） 初めに、人事課長より発言の訂正の申出がありまし

たので、これを許します。人事課長。 

〇人事課長 先ほどの説明で訂正がございますので、させていただきたいと思

います。 

  １点ですけれども、職員研修費のところの説明におきまして、私令和３年

度の研修につきましてはと説明しましたが、令和４年度という形ですので、

お願いします。 

  もう一点が、職員構成比のところで、前年度の予算額に対しての減額の金

額を 40 万と説明しましたけれども、予算書記載どおり 70 万円という形にな

りますので、訂正のほどよろしくお願いいたします。すみませんでした。 

  以上です。 

〇委員長（三富美代子） 以上２点の訂正の件、ご了承願います。よろしいで
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しょうか。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 
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行政課 

〇委員長（三富美代子） 質疑に入ります。質疑はありませんか。木村委員。 

〇委員（木村典由） お願いします。102ページの車両管理費についてなのです

けれども、令和４年の予算で令和３年度から若干減っていますが、これは車

両の台数の減少によるものなのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 台数の減少も含めまして、維持管理費削減いたしまして、削減し

たものでございます。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。令和３年度の廃車及び購入台数を教えて

いただけますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 確認。令和３年度ですか。暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。木村委員。 

〇委員（木村典由） 令和４年度の廃車及び購入台数の予定を教えてください。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 廃車予定台数は、４台を廃車予定でございます。新車の更新は、

現在停止をしておりますので、購入予定はゼロ台でございます。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 現在市が所有している車の今日現在の台数、教えてくだ

さい。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 市の所有する全ての台数でいきますと、今年度 124 台に現在なっ

て、123台ですね、失礼いたしました。昨年度の末が 124台で、本年度中に１

台減少しましたので、123台でございます。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） その中に、リースで所有している車というのはあります

でしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。行政課長。 

〇行政課長 現在手元にリースの台数の詳細がございませんので、調べまして

ご報告させていただきます。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。今後リースにしていく計画というのはあ

りますでしょうか。 
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〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 更新に当たって、リースにするかどうかは、検討していくことで

考えております。今後次世代車等の更新が必要になった場合について、一気

に更新をかける場合についてはリース等も有効な場合があるかと考えており

ますので、それらを含めて今後考えてまいりたいと思っております。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 令和２年度から、集中管理の台数を拡大を考えていると

いうことでしたけれども、現在集中管理ができている車は何台でしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 現在集中管理をしているのは 30台になります。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 今後集中管理の拡大の予定というのはあるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 稼働状況を見まして、集中管理拡大等は検討してまいりたいと考

えております。 

〇委員長（三富美代子） ほかによろしいでしょうか。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） お願いします。集中管理、公用車の関係ですけれども、

30台、昨年 10台分は削減が可能だよということで、本年度で２台売却の予定

ということで説明がありました。先ほどの答弁の中でＲ３で１台しか減らし

ていないよということなのですけれども、それは間違いないでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 本年度現在までに１台台数を削減しておるところですが、もう一

台まだ削減ができていない状況です。年度ずれまして、来年度その分につい

ては削減して、来年度は合計４台を削減するということで考えてございます。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。 

  58、59ページのところです。18款１項の、18款２項ですね、有価証券の売

払収入ということで、今回新たに科目設置が行われているのですが、有価証

券を売却するようなことが計画されているということでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 これにつきましては、例年科目設置を行っておりますが、具体な

ものは特段予定は現在のところございません。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） あと、市有財産の売却ということで、河川敷のところの

売払いということで説明があったかと思います。それ以外の市有財産の売却

予定、例えば公文名のところもそうなのですが、予定につきましてどんな形
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で進めていくかの方向性、考え方をお聞かせください。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 ほかの遊休の土地につきましては、ファシリティマネジメントの

ＰＴのほうで検討いたしまして、処分できるものにつきましては、積極的に

処分を図っていきたいというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 積極的にということで分かりました。ＰＴのほうでやっ

ていくということなのですけれども、そのＰＴと行政課の関わりにつきまし

ては、どのような感じで関わり合いを進めていくおつもりでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 ＰＴのほうに私のほうが参加しておりますので、その中で意見を

述べさせてもらって、進めているという状況でございます。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 次です。選挙のほうを担当されている課かと思いますけ

れども、デジタルトランスフォーメーション、ＤＸのほう、選挙につきまし

て何か取り組んでいくみたいな、そういったものにつきましてはお考えあり

ますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 現在のところ具体的に取り組むものはございませんが、今後につ

きましては、不在者投票につきましては電子申請等ができるように検討して

まいりたいというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） ほかにご質疑は。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） では、お願いします。杉山議員が質問した 58ページの不

動産売払収入 1,000 万円上げていますけれども、何かこの中で具体的に可能

性のありそうなところってあるのですか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 こちらにつきましては、基本的には道路敷とか、河川敷、これに

ついての売却を見込んだものでございます。それ以外につきましては、今後

また研究を、内部で調整してまいりたいと考えております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 先ほど道路敷と河川敷って、それは伺ったのですけれど

も、その中で具体的な候補地があるのかどうかというのを、この 1,000 万が

実現する具体性があるのかって伺いました。具体的などこか。詳細はいいの

ですけれども、具体的にあるかどうか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 具体的なものにつきましては、積算してございませんで、これに
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つきましては概算で計上させていただいているところでございます。 

            （「休憩願います」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。ほかには。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 91 ページのところで、委託料のところでしたっけ、平和

教育と本物を触れ合う教育を一緒にしたというご報告でした。コロナ禍で広

島派遣は難しいというのは分かるのですけれども、平和教育と本物を触れ合

う教育というのは全く私は、ちょっと似て非なる別物だと思っているのです。

平和教育はやっぱり平和に特化したもので、本物に触れ合う教育はそれぞれ

の分野でプロとして活躍している人とか、そういう人に出会えるのを今まで

やってきたなって見ているのですけれども、この今まで狙いとした平和教育

の特化した部分が薄れるのではないかって危惧しているので、それは議論に

何かなりませんでしたでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 総務部長。 

〇総務部長 こちらにつきましては、事業見直しの中で本物に触れ合う学習に

ついても見直し対象でございました。その中で今までのパターンでいきます

と、10 人ぐらいで 100 万円使う話がありましたけれども、そうではなくて、

やり方を変えてもっと効果あるものという話の中で、学校のほうで考えてい

ただきまして、本物と触れ合う学習ということで、そちらのほうで中学校の

ほうで指定校がそういう教育もやっていくということでの予算の移替えにな

ります。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 現場からの声を採用してということでしたら、分かりま

した。 

  それでは、選挙に関してなのですけれども、裾野市の投票率がもっともっ

と伸びる方向に何か、令和４年度選挙の年度が続きますけれども、続いた中

で、何か予算を効果的に使って伸びる方法というのは何か検討されています

か。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 特段新たな取組というのは今のところ考えてございませんが、こ

ういった中でも投票率が低いのは若年層でございますので、若年層のほうに

低い理由が、まず１点は大学生等が住民票を移転していないということがご

ざいますので、その辺の周知徹底、それから高校生とかについては、裾野高

校と連携いたしまして、啓発活動を行ってまいりたいというふうに考えてお

ります。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 
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〇委員（内藤法子） 分かりました。若年層の投票率、本当に低いのですけれ

ども、何か工夫して投票率上げる努力をしていただきたいなと思っています。 

〇委員長（三富美代子） 別の質問でいいですか。 

〇委員（内藤法子） 一旦ちょっとここで終わります。 

〇委員長（三富美代子） ほかに質疑はありませんか。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） お願いいたします。歳入の 67ページです。少し、すみま

せん。細かいことになるのですけれども、電気等使用料ということで多目的

ホールの自動販売機、それから花麒麟の電気使用料ということでしたが、そ

れぞれの詳細の内訳をお願いしてもよろしいですか。 

            （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。行政課長。 

〇行政課長 詳細につきましては、手元に資料ございません。申し訳ございま

せん。改めて報告をさせていただきます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 花麒麟の場所については、負担いただいているのはこの

電気代だけになりますか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 こちらにつきましては、電気料だけいただいている状況でござい

ます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 財政は非常に厳しい中で、あるものを有効に活用すると

いう方法があると思います。花麒麟、週末土日は営業されていないというこ

とで、歳入確保する方法として、花麒麟さんと一緒に何か貸出しをするよう

な何か歳入確保のための方策というのは、何か予算計上していく中で検討し

たことというのはございますか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 花麒麟を使って、歳入の向上について特段検討したことはござい

ません。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） あるものは積極的に使って、歳入確保につながっていく

というのは考えていく必要があるのかなと思いますけれども、今後検討して

いく余地はありますか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 花麒麟のほうとの調整もございますので、研究してまいりたいと

思っております。 
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〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） その件は分かりました。 

  それから、市有財産の売却、先ほど委員からも質疑がありましたけれども、

実施計画の課題の中にも市有財産の有効活用を図って、未活用の土地の売却

なども考えていきたいけれども、課題として公募売却には工夫が必要である

ということが記載しています。令和４年度中公募していくに当たって、何か

検討されていくことはありますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 総務部長。 

〇総務部長 先日３件の土地を売りました。主立ったものは今そのぐらいでし

て、特段大きな候補地は今のところ、なんとか成功したものですから、まと

まった大きな売れる土地って今のところ持っていないもので、またその辺も

しあるようでしたら、ＰＴは出るかもしれませんけれども、今のところなん

とか今年度売れたものですから、来年度大きなものについての予定はござい

ません。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 先ほども委員からありましたけれども、公文名の土地等

は売却については来年度考えていかない予定ですか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 ほかの遊休地につきましても、具体的にまだ販売方法等決まって

ございませんが、積極的に売却を進めてまいりたいというふうには考えてお

ります。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） その件分かりました。 

  同じく実施計画の中からお聞きいたします。入札業務を担っている行政課

ですけれども、一般入札の拡大の方法を検討していくというふうな記載があ

りますが、具体的にどのようなことを検討されていく予定でしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 随意契約等していたものについて、委託業務等でございますが、

こういったものについても入札を検討してまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 入札条件の再検討のようなものは、されていく予定あり

ますか。暫時休憩してください。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。行政課主幹。 

〇行政課主幹 現在業務委託等は、指名競争入札が主になっておりますが、こ
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れらを一般競争入札に拡大していくことによって、今お話にあったような差

金なんていうのも発生する可能性はあろうかと思います。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） その件は分かりました。ありがとうございます。 

  もう一点、歳出の部分です。89 ページになります。一般管理費の中の一般

消耗品について、約 537 万ほど減額になっています。庁内備品なのだと思い

ますけれども、何か来年度工夫をされたということがあっての減額なのでし

ょうか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 こちらにつきましては、一般の図書の追録を本年度途中から停止

をいたしました。この金額かなり大きくて約 500 万円ほど削減することがで

きました。以上でございます。 

            （「暫時休憩してください」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） すみません。67 ページなのですけれども、自販機の設置

料のところで、地下の３台分ってさっきおっしゃいました。令和３年度の予

算のときも委員から意見が出ていたのですけれども、この歳入確保というこ

とで各支所への展開はどうかという意見があっていたのですが、令和４年度

もここだけで各支所への展開というのは考えなかったのですか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課主幹。 

〇行政課主幹 こちらに掲載しておりますのは、市役所の地下のほうに設置し

ております自動販売機のものになります。各施設ともそれぞれで自動販売機

の設置のほうは入札等しておりますので、それぞれの歳入になっております。

以上です。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そうしますと、本庁が率先して設置しているのですけれ

ども、そういう条件とかよりよい条件とかやっぱりあると思うのです。そう

いう情報交換とかはできているのですか、各支所。それぞれが別々に契約す

るともっといい契約の仕方があったとかあるかもしれなくて、そういう情報

交換はできていますか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課主幹。 

〇行政課主幹 担当課のほうで質疑等があれば、こちらのほうで話に応じてお

ります。特段初めてではないものについては、前のと同じようにやったりも

しますが、入札者が参加者がいなかった場合などについては、次の実施方法

などについて協議をしたりしております。以上です。 
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〇委員長（三富美代子） それではよろしいようですか。岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、１点だけ。91 ページ、一般管理費の中の委託料の

中で、個人情報取扱い業務、台帳整備委託とありますけれども、この委託内

容はどのようなものなのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 法改正によりまして、法に準じた台帳を整備する必要がございま

すので、これにつきまして専門となる業者の支援をいただくものになってお

ります。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、単なる技術的に台帳の整備ということで、何か法

改正の中で市民に何か影響があるような項目を含んでいるという問題はない

ですか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 法改正によりまして、一部それに準じた台帳が必要になっており

ますので、取扱いが特段大きく変わるということではなくて、台帳整備とか

することについての支援委託になってございます。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） すみません。１点。期日前投票所を増やすとかって、そ

ういう計画は考えているでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 現在のところ期日前投票所の増設は考えてございません。現状あ

るものについて、十分周知をして活用してまいりたいと考えております。課

題となるのがやはりシステム等でつなぐ必要があるということもございます

し、コスト面等で、あと人の配置等もございますので、現状のものについて

継続をしてまいりたいというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） そうすると、ある程度十分に検討済みということで解釈

でよろしいですか。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長。 

〇行政課長 はい。これについては内部で検討して、現状のものについて十分

活用していこうというふうに考えているところでございます。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） ありがとうございます。 

〇委員長（三富美代子） 以上で質疑を終わります。 

〇行政課長 申し訳ございません。１点訂正をお願いしたいです。 

〇委員長（三富美代子） 訂正がありますので、これを許します。行政課長。 
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〇行政課長 私の説明の中で、集中管理の車両 30台という形で説明をさせてい

ただきましたが、年度当初は 30台でございましたが、年度途中に１台廃車を

いたしましたので、現状 29台ということになってございます。訂正をお願い

いたします。 

〇委員長（三富美代子） 委員の皆さん、よろしいでしょうか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） それでは、以上で質疑を終わります。 

  以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で行政課の質疑を終わります。 

 

 

行政課（答弁漏れ） 

〇委員長（三富美代子） 初めに、行政課長より答弁漏れについて発言の申出

がありましたので、これを許します。 

  行政課長。 

〇行政課長 行政課から答弁漏れの２件についてご説明いたします。 

  まず、リースによる公用車の台数でございます。現在リースにより使用し

ている車両は９台ございます。うち１台は本庁に配置し、７台については水

道事業会計及び下水道事業会計の管理でございます。そのほか１台について

は、美化センターの業務車両ということになってございます。 

  次に、歳入、22款４項２目１節のうち雑入のうち、電気料使用料の 91万円

の内訳でございますが、カフェの花麒麟が 70 万円、地下の自動販売機が 10

万円、法務局が４万円、静岡銀行のＡＴＭが４万円、その他３万円の電気料

等を見込んでおる状況でございます。 

  以上です。 

〇委員長（三富美代子） 行政課長の説明は終わりました。 

  委員の皆さん、よろしいでしょうか。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で答弁漏れについてを終わります。 

  暫時休憩いたします。 
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検査監 

〇委員長（三富美代子） 検査監の説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） お願いします。旅費に関しては、昨年と同額の計上があ

りました。これ下にあるそれぞれ負担金を出している協会での研修等だと思

いますけれども、まずは今年度のちょっと確認させてください。今年度コロ

ナで研修のほうは参加できましたか。 

〇委員長（三富美代子） 検査監。 

〇検査監 県下 23市と東部ブロック会議とも、新型コロナウイルスの感染拡大

防止のために書面開催のみとなりまして、実際には行事としては会議のみと

なっております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 令和４年度に対しても同じ旅費が計上されているわけで

すけれども、コロナが続く可能性も考えると、検査監としての技術の向上、

スキルアップについては研修が必要だと思います。何か違う方策で研修を積

もうというようなことは想定されていますか。 

〇委員長（三富美代子） 検査監。 

〇検査監 現時点で、まだそこまで意見交換とか、議論のほうはなされており

ません。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 今のちょっと関連するのですけれども、検査員、検査監

は検査監でいるのですけれども、検査員が何人かいると思うのです。その辺

の検査に関する検査監の育成ではなくて、検査員の育成をどういうふうに令

和４年度考えているかなというところをちょっと教えてください。 

〇委員長（三富美代子） 検査監。 

〇検査監 実際に検査員が２名おりますけれども、当然こういう実践を踏まえ

て経験値を上げるということは重要と思っておりまして、その中で実際に検

査員として幾つかの案件を打診して研修を行ってもらう予定ではおります。

ただ、今年度に限ってはちょっと災害等もありまして、検査の実習というの

ですか、その辺を行えなかったのが実情です。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 実際に工事検査をやってもらっているとは思うのですけ

れども、その件数を増やしていくとか、そういうことも考えていったらいか

がでしょうかというところですけれども、いかがですか。 

〇委員長（三富美代子） 検査監。 

〇検査監 実際に必ず実践を積まないと駄目だということは承知しております
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ので、件数は徐々にであっても経験値増やしていきたいと思っております。 

〇委員長（三富美代子） 以上で質疑を終わります。 

  以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより、第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に

関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で検査監の所管の質疑を終わります。 

  以上で総務部関係の議案の質疑を終わります。 
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企画部 

秘書課 

〇委員長（三富美代子） 秘書課長の説明は終わりました。質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。木村委員。 

〇委員（木村典由） よろしくお願いします。令和３年度の予算審査の中で、

市長車の運転委託を令和３年度取りやめるという討論がありましたが、令和

４年度については予算もついていないように思いますけれども、どう考えて

おりますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 秘書課長。 

〇秘書課長 引き続き、運転委託は行わない予定でございます。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） その理由として、コロナ禍で市長の公務の減少というよ

うな内容だったと思うのですけれども、このコロナが例えば今年早い段階で

収束していって、市長の公務が多くなった場合でも運転手の委託は見送ると

いうことでよろしいでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 秘書課長。 

〇秘書課長 議員さん、おっしゃるとおりでございます。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） では、ないということ、今年度に関しましてはもうない

ということでよろしいですね。 

〇委員長（三富美代子） 秘書課長。 

〇秘書課長 そのように考えております。 

〇委員長（三富美代子） ほかに質疑はありませんか。岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 18 節の負補交があります。199 万 5,000 円、昨年と同額

ですけれども、市長会のように市長が替わっても当然参加をするという会議

とかいろいろあると思うのですけれども、市長が替わったときにいろいろな

会議にそのまま引き続き参加するのか、それとも参加をしないとか、何かそ

のようなことというのは発生するのですか。 

〇委員長（三富美代子） 秘書課長。 

〇秘書課長 こちらのほうの負担金等につきましては、市長として、副市長も

ありますけれども、市長として出席しなければいけないようなものについて

の負担金でございます。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） この中で、前にも私は問題にしたのですが、教育再生首

長会議の負担金というのがありますけれども、これは全て全国の市長が参加

ということではなく、任意の参加みたいになっていると思うのですけれども、
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内容的なところでも特定の教科書を推し進めようみたいな意図がある会議な

のですけれども、そういうところに対して、新しい市長の意向を取って参加

する、参加はしないみたいな、そういうことというのはされるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 秘書課長。 

〇秘書課長 確認をしておりません。 

            （「確認を、何ですか」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 実際にこの会議に静岡県下で参加をしているのは、裾野

市とあと静岡市と浜松市の３市です。ですので、やっぱり市長が替わったこ

とによって、政策的な考え方とかいろいろ違いもあることですし、その辺検

討を、そのまま踏襲するというのではなくて、ぜひその辺の確認をしていた

だいたほうがいいのかなというふうに思うのですけれども、いかがでしょう

か。 

〇委員長（三富美代子） 秘書課長。 

〇秘書課長 そのように考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） お願いいたします。旅費の部分です。県内旅費は昨年か

ら 50 万アップ、県外については 20 万減額ということでなっておりますけれ

ども、この算出の根拠を教えていただけますか。 

〇委員長（三富美代子） 秘書課長。 

〇秘書課長 こちらにつきましては、市長の公約の中に副市長が２人という形

で出ております。そちらのほうと、あとはいろんなところに移動したいと、

市長のほうのお考えがありまして、副市長２人制度、それとあと職員もつか

なければならないものですから、いろんなところに出て歩くということで、

いろんなところへ打合せ等、いろんなところに出て歩くということで計上し

てございます。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 県内を基本多く見ているのですけれども、何かそこは理

由があるのですか。 

〇委員長（三富美代子） 秘書課長。 

〇秘書課長 市長から特に指示は受けておりません。ただ、こちらのほうでそ

ういう形ではないかということで、取りあえず県内の旅費として副市長２人、

精力的に活動したいということなものですから、金額を乗せてございます。

以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 
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〇委員（賀茂博美） 予算として計上するに当たっては、どういった計算をし

た上でこの金額になっていらっしゃるのですか。暫時休憩してください。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。秘書課長。 

〇秘書課長 県内の旅費としましては、特別職３名、県庁、もしくは各市町、

また企業等への訪問を精力的に活動したいという意向であります。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 市長のトップセールスを積極的に行うということもおっ

しゃっています。それに合わせた予算計上だということでよろしいですか。 

〇委員長（三富美代子） 秘書課長。 

〇秘書課長 そのとおりでございます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 逆に、市民の意見を市長が聞くような機会というのは何

か考えていらっしゃいますか。 

〇委員長（三富美代子） 秘書課長。 

〇秘書課長 現在も市民の方は、情報提供いろいろあります。市長とはいつで

も会えるような状態をつくっております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） それでは、よろしいですね。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより、第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に

関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で秘書課の質疑を終わります。 
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みらい政策課 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長の説明は終わりました。質疑に入り

ます。質疑はありませんか。木村委員。 

〇委員（木村典由） お願いします。105ページです。市民意識調査について伺

います。令和４年度の対象人数と対象年齢及び男女比、教えてください。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 対象は 1,000人で、例年と変わりありません。 

  それから、抽出でこれから男女比等々やりますが、おおむね例年どおりを

予定しておりますけれども、今確定数字は出ておりません。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。令和元年と２年、回収率が約 56％前後と

なっているようですが、令和３年度の回収率はどうだったでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 すみません。暫時休憩願います。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 令和３年度裾野市市民意識調査報告書でまとめております

が、発送数が 1,000 票、有効回答数が 565 票、回収率としては 56.5％となっ

ております。ご参考までに、昨年度は 56.8％でございました。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 毎年その上下があまりない中で、この数字というのは適

正なのか、それとももうちょっと上げていきたいのか、いかがでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 統計学といいますか、これもいろいろ諸説あるのですが、

的には数は足りているということで認識をしておりますが、担当課としては

この数字に甘んじることなく、上げていく努力は必要であると考えておりま

す。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。この調査で生かされている実績というか、

があれば教えてください。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 こちらは市民意識調査が出来上がったときに、隣におりま

す企画部長のほうから、満足度と重要度、この２点から市民の現状をしっか
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りと踏まえまして、例えば実施計画等等の予算計上をするように、たしかに

行財政構造改革の中ではあるのですが、こういったところもしっかり踏まえ

てするようにと。具体的にそれがどこに生かされているかというのはちょっ

とあれなのですけれども。そのような動きはしておると。 

〇委員長（三富美代子） 企画部長。 

〇企画部長 今そんな話ございましたけれども、考え方によって２種類実はあ

って、１つは全体的な総合政策の流れを把握するという考え方が１つと、も

う一つ市民意識調査については個別の各事業、各課からこういったこと聞い

てほしいという、そういったものを募集をして聞くということがございます。

大きなくくりの中の総合政策の話の中ではなかなかすぐに見えるものがない

のですけれども、逆に小さい課でやっている部分については、例えば健康診

断の関係であったり、そういったところはこの政策がいいのか悪いのかとい

うのは把握ができるということがありますので、そういったところではいい

状況になるのかなというふうに、こちらでは考えています。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。それでは、令和４年度に向けての調査テ

ーマの柱となるようなものがあれば、決まっていれば教えてください。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 市民意識調査につきましては、所管課は確かにみらい政策

課でございますが、かける前に庁内に柱となるようなテーマを募集をかけて

おります。募集をかけて、うちのほうで選ぶということになっておりますの

で。また、年度替わりまして、新しくなりましたら、その作業を進めてまい

りたいと、このように考えております。 

〇委員長（三富美代子） ほかにご質疑はありませんか。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） お願いいたします。地域公共交通計画なのですけれども、

どのようなスケジュールで作成をしていくかお願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 ３月の 18日に裾野市地域公共交通活性化協議会、協議会の

ほう、本年度最後の協議会を開催する予定でございます。そのときに地域公

共交通計画の概要と、ちょっとどこまで具体的なもので出せるか分かりませ

んが、おおむねのスケジュールは出したいなと考えております。ちなみに、

現時点で申し上げますと、パブリックコメント等の、すみません。暫時休憩

願います。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 新しい計画に基づいて、バス路線を申請する必要がござい
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ますので、おおむねＲ５年の１月末を目途に完成をさせたいと、このように

考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 市内循環路線バスということで、さっき 322 万 4,000 円

あったと思うのですが、国の補助金自身も、先ほど今ご説明ありましたけれ

ども、今度また新しい公共交通計画の中で申請していくと。それも実は期限

が何年というような縛りがあるのですけれども、では、そうなった場合、市

内の循環路線の、市内の循環路線のほうにつきましては何かしら考えていか

なければならないということになろうかと思うのですが、そちらにつきまし

てはどのようなスケジュールで考えていくか、そこの部分あればお願いしま

す。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 現在の地域公共交通網形成計画においても、施策として幾

つかのほうは出ているのですが、改正上位法につきましては何が改正された

かと申しますと、地域で使える力を総動員して公共交通ネットワークをつく

りなさいと、このような考えになっておりますので、それに基づいた内容で

まさにつくる地域公共交通計画、この中で…… 

〇委員長（三富美代子） 簡潔にお願いいたします。 

〇みらい政策課長 記載のほうしていきたいと、このように考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 考え方につきましては、分かりました。 

  次年度におきまして、そちらも早めに多分取り組んでいかないと大変なの

かななんて思うのですけれども、次年度を、その地域も含めた総動員の部分

につきまして、どのような取組をされていく予定か、お伺いします。 

〇委員長（三富美代子） 企画部長。 

〇企画部長 地域公共交通活性化協議会、やはりこの会議でいろんなものを議

論してつくっていく必要ございますので、まずはこの会議を主軸に進めてい

きたいと考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。また決まりましたら、どんどん進めてい

っていただきたいと思います。別の件です。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 地域活性化の企業人派遣事業ということで、先ほど予算

はここに数字として載っているのですけれども、最短で６か月、最長３年と

いうことでありました。今回の予算は６か月なのか、１年なのか、どのぐら

いの期間で予算ということで計上されていますでしょうか。 
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〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 現時点においては、１年で考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） １年ということで理解いたしました。１年でその方自身

がいろいろと考えながら取り組んでいくということになると思うのですけれ

ども、先ほどゼロカーボンアクションということに、ゼロカーボンアクショ

ン 30という話も出ておりました。もう具体的な進め方というか、イメージと

いうのは、公表は分からないですけれども、しっかり固まっているようなイ

メージでよろしいのでしょうか。交渉中ではあると思うのですけれども。 

〇委員（内藤法子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 どちらかといいますと、具体的にがちっと固まっているわ

けではございません。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） ということは、次年度様々調整をしながら進めていくこ

とと思うのですけれども、実際に具体の事業がスタートするタイミングにつ

きましては、どのぐらいのタイミングからスタートしていくことになるので

しょうか。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 来られた方にはまず裾野市を理解していただこうと考えて

おりますので、これは全く何かに決まったものではないのですけれども、お

おむね３か月から半年は必要かなと、期間として必要かなと考えております。 

〇委員長（三富美代子） ほかにご質疑は。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） お願いします。105ページお願いします。公共交通期間の

利用者補助事業負担金で 650 万、これ利用券だと思うのですけれども、これ

積算をどのようにして積算したのか教えてください。 

         （「委員長、暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 予算の計上の仕方なのですけれども、Ｒ３年４月１日現在

の、暫時休憩願います。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 令和３年４月１日の 70歳以上の人口を１万 468人をベース

に一定の割合を掛けまして、算出をさせていただいております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） その割合は、どういう数字ですか。 
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〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 今まで使っていた実績がおおむね対象の 10％でしたので、

ただ 10％は非常に怖いものですから、３割を見込んでおります。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） この３割という数字ですけれども、本来だったら使って

ほしいではないですか。だから、そもそも３割と抑えるのではなくて、もっ

と使ってほしいという意識の下に予算立てできなかったのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 はい。その辺の判断が非常に難しいところでございますが、

あまり過大な予算も掛けれないということで、当然増えていただく分には必

要な補正はしていきたいと考えております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） これまでの利用券の欠点なのですけれども、枚数制限が

ありました。よその自治体、沼津とか長泉ですと、例えば 3,000円なら 3,000

円、１度に使えるというやり方もやっているのです。そういうことをすると、

利便性の向上、市民サービスとすると、私は決して悪いことではないと思う

のです。そうすると、３割ではなくてもっと市民に還元する、この辺は考え

なかったのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 やはり同様の内容のご質問もいただいたようなこともある

のですが、最終的にはバスを使っていただきたいと、恒久的に使っていただ

きたいということから、枚数制限のほうを設定させていただいております。 

〇委員長（三富美代子） ちょっと暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 分かりました。 

  それでは、ほかに行きます。57 ページで、権限移譲の交付金なのですけれ

ども、権限移譲の交付金が 100 万ぐらい減っています。これ何が具体的に、

令和２年の実績に基づいてということをおっしゃいました。どういうものが

減ったのか教えてください。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 委員長、暫時休憩願います。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 大きく落ちているのが窓口の件数、窓口業務の件数、コロ

ナ禍ということで、人が来られたということで、その影響を受けて、窓口の

件数が令和２年度落ちている、その実績が落ちているものですから、件数が
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落ちていると。 

〇委員長（三富美代子） よろしいですか。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） お願いいたします。先ほどの地域活性化企業人派遣事業

の件です。105ページ、カーボンニュートラルがメインに取り組んでいただく

予定だということなのですけれども、今回は、今のみらい政策課、それから

戦略推進課に替わるわけですけれども、そちらが所管をする理由というのは

何かありますか。暫時休憩してください。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 カーボンニュートラルに資する事業をメインで考えており

ますが、そのほかの事業のことも考えまして、みらい政策課のほうを所管と

させていただいております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） そして、今回の事業額 560 万ですけれども、先ほどの説

明だと交付税措置だというお話でしたが、実際人が来ていただいて、人件費

に充てる中ではこの 560 万をオーバーするということも考えられるというこ

とですか。 

            （「委員長、暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 市のほうでは 560万を上限でお願いをしております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 同じく市民意識調査委託の件です。昨年の予算審査のと

きにも少しお話しさせていただいたのですが、紙ベースでの郵送でのやり取

りということを来年度も計画しているということでよろしいですか。 

     （「ごめんなさい。委員長、暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 はい。やはり年代によりまして、いろいろご事情もござい

ますので、紙ベースはちょっとまだ外せないかなと考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） デジタル化が進む中で、新たな手法での市民の皆さんの

意識調査を行うというのは、何か考えていく予定はありますか。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 中身については大変申し訳ありませんが、まだ今言える段

階ではないものですから、新年度に入りまして詰めていきたいと考えており
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ます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 関連してなのですけれども、ＳＤＣＣの担当は、次年度

は戦略推進課が行うということでよろしいですか。確認させていただきます。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 はい。ＳＤＣＣという言葉を今後も使うか使わないかとい

うのまた大きなあれがあるのですけれども、デジタルを活用して市民の生活

を利便性を高めるのはみらい政策課で行ってまいります。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 何かＳＤＣＣ関連で、具体的に取組は予定をしているも

のはありますか、来年度。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 具体的な取組につながるための卵の実証みたいなことは行

っておりますので、ここから先どのように発展させていくかと、まさにこの

ようなときかなと思っております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 第５次総合計画の指標として、先端技術を活用した実証

実験を今後 2025 年までに 10 件行うというのを指標にしています。その目標

達成に向けて、来年度何か成果が出そうだということでよろしいですか。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 はい。成果ができるよう全力を尽くして頑張ってまいりま

す。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 来年度新たに戦略推進課が新設されるわけですけれども、

みらい政策課がメインで、いろんな事業がくっついてくるようなイメージだ

と思うのですけれども、非常に多岐にわたる業務を次年度戦略推進課が担う

ように思えます。何を一番メインに政策として取り組んでいくかという位置

づけで進めていかれるのですか。 

〇委員長（三富美代子） 企画部長。 

〇企画部長 機構改革の中で、今こういったお示しをしているところではござ

いますけれども、まだどれをメインにしていくかというところの話ではなく、

まずは体制しっかりしつつ、市長さん新しくなりましたので、体制を新しく

しつつ、市長さんのおっしゃる内容、目標に対する事業をやっていくという、

そういったことでございますので、どれが大事かということは一概に考えて

はおりません。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 
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〇委員（賀茂博美） 組織としてどういったことを進めたいという狙いがある

のかなということで確認をさせていただきました。 

  あと、その中では情報に関しては、今回は情報発信課のほうに移るという

ことですけれども、ここも何か目的があって分けられたかどうか分かりまし

たら、お願いします。 

〇委員長（三富美代子） 企画部長。 

〇企画部長 機構改革の内容につきましては、人事課が所管でやっていますの

で、細かいところの話は聞いていないところがございます。ただ、情報もみ

らい政策課で持っているわけではなくて、行革のほうで持っていますので、

今やっているのはＳＤＣＣはやっていますけれども、そういった意味合いで

は情報の部分もいろいろとありますので、どういったところでやるかという

のはちょっと、すみません。把握はしていない部分が実はあります。以上で

す。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 分かりました。来年の業務が進む中でいろいろと確認さ

せていただきたいなと思います。 

  引き続きなのですけれども、昨年御宿土地区画整理事業に対する補助金が

計上されていて、完成予定ということになります。この土地区画整理事業に

関しては内陸フロンティアの関係もあり、市との協働の中での開発が進んだ

という経緯がありますが、今後いわゆるカーボンニュートラル宣言をされた

ということも含め、このミライエートが大型防災スマートタウンのような形

で整備されている中では、この御宿土地区画整理事業と市との関わりという

のが、来年度は何か持っていくものというのはあるのですか。もうここで補

助金を出して終わりという形になるのですか。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 もの的な考え方でいきますと、公共施設の帰属は市で受け

るものですから、そういったところで引き続き関係性は保っていけるのかな

と、このように考えております。 

〇委員長（三富美代子） ほかに。岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 私も引き続き、昨年度ＳＤＣＣ推進事業として載ったこ

れに関連してお尋ねします。この事業の推進のために推進本部だとか、あと

ＳＤＣＣコンソーシアムの会員募集とかという、そういう今までの実績はあ

るのですけれども、これらはどのように今後はされるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 これからまさにどのような展開をしていくかというのを今

まさに考えておりまして、そのままの名前で継続でいくのか、変えていくの
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かというのを近いうちにまた打ち出しをしたいなと、このように考えており

ます。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） ＳＤＣＣ、多分その名前をなくしたとしても、総合計画

はじめデジタル化とか、スマートシティを追及するための土台というものは

もう既にあるのかなと思うのですので、ぜひそこのところはよろしくお願い

したいと思います。 

  それとあと、それに関連して、専門監の配置が来年度されますけれども、

そのファシリティマネジメントをはじめ総括的にＳＤＣＣというか、そちら

をひっくるめて総括的に対応される部署になるのでしょうか。その辺はどう

でしょうか。 

           （「暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。岡本委員。先ほどの質疑は取消し

でいいですか。 

〇委員（岡本和枝） では、それは取り消します。 

〇委員長（三富美代子） 別件がありますか。 

〇委員（岡本和枝） それに関連して。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） ファシリティマネジメントとか、その辺は財政でしたっ

け、なんかにその関連が載っていたのですけれども、ファシリティマネジメ

ントを総括的に推進するとか、そのような体制はどこに担保されているので

しょうか。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 今の質問を取り消します。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） すみません。御殿場線利活用の関係ですけれども、従来

から要望活動しているのでしょうけれども、北部地域の環境もいろいろあっ

たりして、本数を増やすとかなんとかって、裾野市が主体で主導して動くよ

うな考え方というのはあるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 新しい住宅団地もできまして、岩波駅まで、私、歩いて 15

分ですので、そういったところも加味して、訴えていきたいと、このように

考えております。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 
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〇委員（勝又利裕） よろしくお願いします。 

  もう一点、広域行政の関係ですけれども、第２期行財政構造改革のＡ３判

の表に一部脱退を考えていくという話があるのですけれども、広域行政の考

え方をここから先の話どういうふうに考えているのか、お聞かせください。 

〇委員長（三富美代子） 企画部長。 

〇企画部長 当然今事業体というか、市役所１つ単独でなかなか解決すること

が難しいという状況が非常にあるものですから、広域行政は非常に大事だと

思っています。今回行革の中で広域行政１つだけですけれども、大きなくく

りの広域行政が実はありまして、その中の脱退の部分をこちらのほうで実は

指示をしたのですが、防災の関係が実はあって、それがなかなか脱退できな

いというような今状況がございます。ただ、全体的な話の中でその防災の協

定等々あるのですけれども、それだけ生かして違うことできないかというの

は当然検討はしていかなければいけないというところがありますので、そこ

はまだ継続してちょっとやっていこうかなというふうには思っています。た

だ、広域は当然、防災の関係で言えば富士山噴火であったりという、そうい

うところもありますので、非常に大事だというふうにこちらでは捉えていま

す。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 広域の視点をやっぱり職員も持っていかなければいけな

いと思っているもので、内向き、内向きばかりではなく、外向きの目をどう

しても養っていかなければいけないと思っていますので、ぜひそういう考え

方でやっていただきたい。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 昨年度地下水の採取者の協議会の補助金がありまして、

今回 1,000 円という形になっているのですけれども、要綱をつくってしっか

り出しているものを今回どのような理由でこういう減額というか、見直しを

されたのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 はい。団体の補助のほう行ってまいりましたが、すみませ

ん。詳細の金額はちょっと今つかんでおりませんが、内部留保、団体のほう

である一定金額のお金のほう持っているものですから、やはりそれ持ってい

る以上は先にそれを使っていただくという観点から、来年度は削減をしたも

のでございます。 

〇委員長（三富美代子） よろしいですね。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） すみません。デジタル裾野研究会についても、次年度の

戦略推進課が担当になりますか。 
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〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 はい、そのとおりでございます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） このデジタル裾野研究会、2019年から活動がされていて、

非常に行政内部のいろんな課題を様々な皆さんの視点で解決を、どうしてい

けばいいのかということで非常に有効だというふうに思っているのですが、

次年度も何か活動の計画というのがありますか。 

〇委員長（三富美代子） 企画部長。 

〇企画部長 次年度も協定の関係もございます。東大の関本研究所と今協定結

んでいますけれども、そういった協定の見直しの話もございますし、進展は

これからもまたしていくというふうにこちらでは考えています。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 分かりました。非常に横連携が取れる組織かなというこ

とで有効に活用していただきたいなというふうに思います。 

  それと、ごめんなさい。もう一つ、先ほどの第５次総合計画の目標の中で、

同じく規制の特例措置というのを 2025年までに 10件掲げていますけれども、

これについて次年度何か取り組むことはありますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 具体的に何かということを申し上げることはできませんが、

取り組んでまいりたいと、このように考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 第５次総合計画つくったときは、みらい政策課の担当と

して目標値を掲げていました。これは、次の戦略推進課が掲げる目標になる

のか、それとももっと広い範囲で庁内全域でやっていくのか、どういった位

置づけに今度変わるのでしょうか。変わるというか、捉え方です。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 やはり主管は、みらい政策課の新しい課であります戦略推

進課のほうで所管をしていくと、このような形で考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 新しい戦略推進課、こちらがかじを切りながら、全庁に

その効果を波及させていくというようなイメージで取り組まれていくことに

なりますか。 

〇委員長（三富美代子） みらい政策課長。 

〇みらい政策課長 はい、そのとおりでございます。 

            （「ぜひお願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を
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終わります。 

  これより、第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に

関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上でみらい政策課の質疑を終わります。 
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行政改革課 

〇委員長（三富美代子） 行政改革課長の説明は終わりました。質疑に入りま

す。質疑はありませんか。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） よろしくお願いします。行政改革のところです。担当課

として全体調整を行いながら取り組んでいくものであろうかと思うのですけ

れども、実務を行う各課に対してどのような働きかけというか指示、チェッ

ク、各担当課、各課との役割分担について伺います。 

〇委員長（三富美代子） 行政改革課長。 

〇行政改革課長 行革の担当としましては、まず行革の計画に幾つかの取組を

記載しております。それについて、各担当課がどのように進捗を図っていく

か、それを見ていく、それからそれを取りまとめていくのが担当になります。 

  それから、行革推進本部、これの進捗を図っていくと、これについて次年

度取り組もうと考えております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 計画に幾つかの取組を記載ということなのですが、その

取組については各課から上がってきたものという認識なのか、それとも例と

して示されているものなのか、どのような位置づけのものでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 行革推進課長。 

〇行政改革課長 行革の計画につきましては…… 

〇委員長（三富美代子） すみません。ちょっと訂正いたします。行政改革課

長。 

〇行政改革課長 計画につきまして、作成段階で各課からのアイデアを行革推

進本部の中で入れているものも当然ございます。基本的な取組としましては、

行革のプロジェクトチームで案を練って、行革推進本部の中で最終的に議論

をして、調整をしてつくったものでございまして、担当課の考えも当然入っ

ているというふうに考えております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。ということは、各担当課のほうでは自分

事としてしっかり進めるような体制がしっかり構築されており、行政改革課

のほうで、次、違います、名前変わりますけれども、のほうで全体の進捗の

管理を行っていくということでよろしいのですよね。 

〇委員長（三富美代子） 行政改革課長。 

〇行政改革課長 ５年の期間、最終目標、一般会計の収支均衡に向けて進捗を

図っていくというふうに考えております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。 
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  次です。112 ページです。先ほど、112、113 の一番下のところです。基幹

業務サーバー仮想化ということで、説明の中で仮想サーバーの中で処理を実

施するというふうな説明がありました。そうなってくると、使用料みたいの

がかかるようなイメージがあるのですが、そういったものは今後発生してく

るものというふうなものなのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 行政改革課長。 

〇行政改革課長 委託料のほうで保守、それから賃借料のほうでリース料とし

て発生します。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。リース料として発生するということで、

それというのは重量制みたいなものではなくて、固定額でという解釈でよろ

しいでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 行政改革課長。 

〇行政改革課長 暫時休憩願います。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。行政改革課長。 

〇行政改革課長 固定でかかります。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） それを行うことによって、先ほどちょっと簡単に説明あ

ったと思うのですけれども、どのような効果が現れるものであるかのところ

をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 行政改革課長。 

〇行政改革課長 セキュリティーの向上というのが、一番の大きな効果である

と考えております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。 

  今度デジタルトランスフォーメーションのほうなのですけれども、取り組

んでいくということで、機構改革のこの図のほうにも載って、入っているの

ですけれども、進めることでどのような効果が出るか、そこをどんなもの期

待して進めていくおつもりか、お考えをお願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） 行政改革課長。 

〇行政改革課長 ちょっと長くなるかもしれないのですが、国のほうが自治体

ＤＸの推進というものをうたっております。それから、各自治体におきまし

ても、当市も同じなのですが、市民ニーズの高まり、複雑化等から勘案する

と、やはりＤＸに取り組むことによって、市民サービスの向上と業務の効率

化が図れるものと考えております。 
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  こうしたことから、令和４年度に向けても引き続き取り組んでまいりたい

というふうに考えております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 中身について分かりました。具体的な取組内容というか、

時期であったり、進め方の部分で、先ほど研修の話みたいのも出ていました

けれども、時期、内容等分かること、計画されているものがあればお願いい

たします。 

〇委員長（三富美代子） 行政改革課長。 

〇行政改革課長 国が進める６つの取組の中で、既にマイナンバーについては

もう取組のほうは進んでいると。それから、セキュリティー対策につきまし

ても、３層の分離ですとか、基幹業務の対策強化等は取り組んでおります。 

  次年度に向けての取組なのですが、オンライン申請、こちらしずおか電子

申請サービスの終了に伴い、新たなシステム、ＬｏＧｏフォームを入れるの

ですが、ＬｏＧｏフォームにつきましては、より汎用性が高いというふうに

考えております。そうした中で、これまでのサービスに加えて、新たな申請

サービスというものが期待されていると、検討していきたいというふうに考

えております。 

  続いて、オンラインシステムの標準化、これにつきましては、令和３年、

昨年なのですが、うちの基幹業務を扱うＴＫＣより国の方針を受けて今後の

スケジュール的なものがある程度示されてきましたので、それに向かってこ

ちらも動いていきたいというふうに考えております。 

  最後に、ＡＩ、それからＲＰＡの推進、それからテレワークの推進、これ

につきましては、業務改善等の成果見込みにより検討していきたいというふ

うに考えております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。ありがとうございます。大体分かりまし

た。 

〇委員長（三富美代子） ほかにご質疑はありますか。岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 107ページに関して、ファシリティマネジメントに関して、

指定管理者についてのモニタリング等を、委員会ではなくて施設課ごとにや

るということだったでしょう。これはちょっと詳しくお話をお願いしたいと

思いますけれども。 

〇委員長（三富美代子） 行政改革課長。 

〇行政改革課長 施設管理課というのは、実際指定管理者より施設の情報、モ

ニタリングの報告を受けております。それから、やり取りのほうも行ってい

ると、そうした現実問題、それからごめんなさい。各委員との選定等につい
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ても担当課のほうの意向を受けて現在行っております。そうしたことから、

現実の取組として施設担当課のほうで各選定評価委員会を開いたほうがよろ

しいのではないかというふうに考えて、令和４年度から移行するものでござ

います。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 外部の視点という点での問題点はないのでしょうか。 

         （「委員長、暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。行政改革課長。 

〇行政改革課長 評価委員の中には外部の方も委嘱しておりますので、その中

で外部の視点が入るものと考えております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） これは、組織の内製化というか、そのような視点もあっ

たということですか。 

〇委員長（三富美代子） 行政改革課長。 

〇行政改革課長 業務の効率化、実務化の面から、移管するものでございます。

以上です。 

〇委員長（三富美代子） ほかにご質疑はありますか。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 99 ページのところです。ファシリティマネジメントの業

務を行革が担っていた部分が財政課に移すことになります。この１年、計画

等をつくるのに行政改革課が関わってきましたけれども、財政と一緒になる

ことのメリットというのは何か思うところってありますか。 

〇委員長（三富美代子） 行政改革課長。 

〇行政改革課長 財政課のほうは、資金のほうを扱っております。こうしたこ

とから、ＦＭの基金についても創設させていただいたとおり、今後の視点は

財政面と施設の管理をどう両立させていくかという観点から、財政課に移る

ものと理解しております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） セットのほうのがより効果的であるということでよろし

いですか。 

         （「委員長、暫時休憩願います」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。行政改革課長。 

〇行政改革課長 実際台帳管理等の一元化が図れるものと考えております。以

上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 
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〇委員（賀茂博美） 分かりました。 

  107ページの、先ほど委員からも質疑もありました指定管理のモニタリング

の件ですけれども、報償費として計上されていたものがそれぞれの各課に振

り分けられたということでよろしいですか。 

〇委員長（三富美代子） 行政改革課長。 

〇行政改革課長 令和４年度なのですが、生涯学習課での選定関係、それから

ヘルシーパークの選定関係ありますので、健康推進課、この２課のほうに報

償費のほうは振り分けられております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） その件分かりました。 

  そして、今回計上されているのは、行政改革推進委員会のみということで

した。第２期の行財政構造改革の進捗等含めて、この委員会はどのように活

用されていきますか。 

〇委員長（三富美代子） 行政改革課長。 

〇行政改革課長 この第２期行革期間中につきましては、毎年度の予算、それ

から決算のレビュー、それから実施計画等、そういったまたレビュー、そう

いったものに対してのご意見をいただければというふうに考えております。 

  それから、中間年、それから最終年等でまた意見をいただきたいなという

ふうに考えておりますが、あくまでも予算上はマックスの回数で予算のほう

を計上させていただいておりますので、実際書面等で行う可能性もあります

ので、ご理解いただきたいと思います。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 回数としては、何回予定されていますか。 

〇委員長（三富美代子） 行政改革課長。 

〇行政改革課長 一応５回分計上しております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 第２期の行財政構造改革が始まったばかりということで、

外部の視点という中ではこの行革推進委員会の設置というのは必須かなと思

っていますが、次年度に限らずこの第２期の目標を達成するまでは、この行

革推進委員会は継続して設置するという考えでよろしいですか。 

〇委員長（三富美代子） 行政改革課長。 

〇行政改革課長 何らかの形で委員の方に予算、それから決算の動きのほうを

見ていただいたほうがよろしいのではないかというふうに考えております。

以上です。 

          （「ぜひお願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で行政改革課の質疑を終わります。 
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  以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に関

する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で行政改革課の質疑を終わります。 
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戦略広報課 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長の説明は終わりました。質疑に入りま

す。質疑はありませんか。木村委員。 

〇委員（木村典由） お願いします。60 ページになります。広報広聴活動費寄

附金 80万円ということですが、令和３年度は 100万円の予算でしたが、昨年

ガバメントクラウドファンディングで 82万 3,000円の結果を踏まえての上の

計上でしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 前年度の実績もございますけれども、政策のほうのお金のほ

うも全体的に下がっております。そのような中で、広告費等も見込んだ中で

設定させていただいております。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。令和４年度のこのクラウドファンディン

グを活用しての発行という認識でよろしいでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 そのとおりです。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） ちなみに、去年行われたクラウドファンディングですけ

れども、57 人の方が支援くださったようにインターネットのページ上では見

たのですけれども、金額の内訳なんかは把握していますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 暫時休憩お願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 一番最低の金額だと 5,000円という方がいらっしゃいました。

大体あとは１万円から１万 4,000円、その程度が多かったと思います。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。ありがとうございます。 

  では、そのときに、去年、クラウドファンディングでは返礼品の数が８点

でしたが、もし今年、令和４年度やるとしましたら、返礼品の数を増やして

いくという予定はあるでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 いずれにしましても、寄附をしやすい環境を整えるって必要

あるかと思いますので、ルールとかそういうのにのっとった中で努力はして

いきたいと思います。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 
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〇委員（木村典由） 続いて、144ページになります。無線放送施設設置費です

が、令和４年度の予算が減少しております。令和４年度の予算が減少してい

るのですけれども、令和４年度も引き続き国から計画台数を減少するという

ような要請があったのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 こちら行革の中で財政計画等もございますので、国から減額

の要請というよりは、こちらのほうからほぼ前年度並みということで要求の

ほうさせていただいております。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 先ほどは、予算の中で 200 台の予算が来ているという話

でしたけれども、今年も 200 台は更新していくという見込みでよろしいでし

ょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 一応現状で 200 台は最低やると。もし差金等出た場合には、

その取扱いについて国等と調整しながら対応してまいりたいと思います。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） これデジタル化にしていくという話なのですけれども、

現在どの程度進んでいるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 現在無線機のほうが約１万 3,000 台、市のほうで貸出しをし

ております。このうち現在終了しているのが 1,600 台ほどです。昨年度から

始めまして、一応終わっております。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 145ページに外部アンテナの取付け委託料というところで、

令和３年度と同じ金額になっていますけれども、令和３年度はどれぐらいの

数取付けを行ったかというのは分かりますか。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。木村委員。 

〇委員（木村典由） すみません。外部アンテナの件で、今年度取付けは、昨

年度、令和３年度と同じぐらいの実績になるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 こちらのほうは、若干大目に見ております。昨年がおよそ 40

台分ぐらいを見込んでいたかと思うのですが、今年度については、令和４年

度については一応 50件程度かなというふうな形で見込んでおります。 

〇委員長（三富美代子） ほかに。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） お願いいたします。97 ページです。委託料のところで、
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市民憲章看板の基礎撤去委託ってあるのですけれども、これは一体何ですか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 こちら、日本橋の常盤橋というところに、多分産業部のほう

と一緒になってＰＲして、ＰＲ看板のほう設置しておりますけれども、これ

が設置の許可期間というのですか、そちらのほうが来年切れるものですから、

撤去費のほうを見込ませていただいております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。ということは、そのシティプロモーショ

ン、看板撤去という下のやつも同じですか。これは違いますか。２個下。Ｐ

Ｒ看板です。 

〇委員長（三富美代子） よろしいですか。暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 発言のほうの修正をお願いいたします。市民憲章看板基礎撤

去委託につきましては、中央公園のところに設置しておりました市民憲章看

板の老朽化に伴いまして、基礎部分だけ残っておりますので、こちらのほう

の撤去をさせていただくものです。 

  シティプロモーションＰＲ看板の撤去委託につきましては、東京日本橋の

ほうに設置されているＰＲ看板のほうが設置期間が終了になりますので、こ

ちらのほう撤去させていただくものです。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。 

  次のところです。行革の関係の資料の中でゆるキャラのすそのんの活用事

業の廃止ということで、先ほど説明もありましたけれども、一方では総合計

画の中ではゆるキャラの活用ということがうたわれており、そのためには多

分維持のための費用というものが必要なのですが、民間に移行ということで

お話がありました。民間に移行というのはもう決まっているというふうな前

提でよろしいのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 企画部長。 

〇企画部長 行政改革の中の一環として、優先順位を決める中ではゆるキャラ

のほうがかなり優先順位的に低いということで、そういった形になってござ

いますけれども、民間さんのほうにお願いをするということで状況がなって

いますが、まだ交渉していない状況です。 

  以上です。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） ということは、当てはあるのだけれども、交渉はしてい

ないというふうな解釈でよろしいということですか。 
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〇委員長（三富美代子） 企画部長。 

〇企画部長 当てはあります。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。交渉をしっかりやっていただきたいと思

うのですけれども、これ民間に管理が移行することによる影響というのはど

の形で考えていらっしゃいますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 移管をするに当たってもやはり市のほうである程度やっぱり

管理しなければいけない部分というのも当然ありますから、例えば権利関係

であるとか、そういうこともございますので。ただ、実際今先週行ったファ

ンミーティングなんかでも大分民間の方々のお力を借りてやれている部分と

いうのもありますから、そういうところも含めて検討してまいりたいという

ふうに思っております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） おおむね分かりました。 

  今度 227 ページお願いします。ふるさと納税のところなのですけれども、

毎年新規開拓というか、新しい商品開発ということで取り組まれているかと

思うのですが、次年度はどのような形でそういったもの取り組んでいくか、

お考えがあればお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 こちらにつきましては、産業部への移管ということもござい

ますけれども、またある程度やっぱり何でもいいというわけにもいかないも

のですから、ルールの中でやることになりますので、企業さんのほうなんか

の協力を個別訪問みたいな形でお願いをしていきたいなというふうには思っ

ております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。その中で、実際に課題、商品開発をして

いただくに当たっての課題というものは捉えている、あるいは持っているっ

てありますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 こちら、皆さんご存じのとおりやはり何でもいいというわけ

にはいきませんので、ルールの中で行うという形になりますから、そういう

中で金額等も含めて提供、協力していただける業者さんとの合意形成という

のですか、そこが一番大事かなというふうには考えております。 

〇委員長（三富美代子） 企画部長。 

〇企画部長 補足でございます。課題という話でございます。やはりいろんな
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答弁でも答えさせていただいていますけれども、１次産業的な部分がなかな

かないというのが一番やはり課題の部分があります。ですので、そこばかり

視点を見るのではなくて、違う目線から見て商品開発をしていかないといけ

ないと思っていますし、企業さん側にはじっくりと何回も何回も訪問してご

理解いただくということが大事かなというふうに思っています。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。次年度事業者さんのところへと訪問する

目安というか、今のお話ありましたけれども、そういうふうなものというの

はイメージとして計画はあるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 企画部長。 

〇企画部長 所管が変わってしまいますので、なかなか行きますということを

言いづらいのですけれども、こちらのほうから所管課が変わってもこういう

格好でやってほしいということは話をします。こういったところに行ってく

れということは話をさせていただきたいと思っています。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 対象先があるということは分かりました。 

  次です。あと、戦略広報課が今度情報発信をする際の情報発信課というこ

とになるのだと思うのですけれども、情報発信の仕方、例えば見え方とか、

捉える方からはどう見えるですとか、そういうふうなところに注意しながら

発信とか…… 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 情報発信の仕方として、戦略的な考え方に基づいての情

報発信と、新しく考えて行うものはありますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 現在も情報発信については、いろいろ戦略的に我々も考えて

取り組んでおります。引き続きそれをやっていきたいと思います。 

〇委員長（三富美代子） ほかにご質疑は。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） お願いします。それでは、117ページにお願いします。委

託料の、12 節委託料の市民活動センター運営委託なのですが、この市民活動

センターって毎年予算が小さくなっているのです。先ほどＮＰＯか民間委託

を検討するということですが、令和４年度に何か動きがあるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 令和４年度につきましては、こちら昨年と同額のほう計上し

ておりますので、体制としては一応同じような形で進めていくつもりでござ

います。 
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〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） なかなか人件費も出ないようなところで頑張っているの

ですけれども、その現場との話は何かヒアリングとか、予算を立てるときに

現場の担当者と話合いはしましたでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 現場のほうは、予算に限ってということではないですけれど

も、訪問とか話のほうはしております。また、四半期に１回活動の報告のほ

ういただくような形で、いただいております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 分かりました。 

  その下で男女共同推進事業費なのですが、これ計画の改定と印刷と、何か

計画をつくる、そして改定する、何かその繰り返しみたいで、男女共同参画

の推進ってもっと中身のある事業ってないのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 計画のほうにつきましては、コロナ等の影響もございまして、

ちょっと改定作業のほうが遅くなってしまっているのは、ところはあるので

すけれども、今意見を、いろいろ意見を伺いながら計画の改定のほうを進め

ているところです。目立ったものはあれなのですけれども、また啓発的な事

業、例えば広報紙で取り上げるとか、そういうようなことは考えていきたい

なというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 昨年の予算からも見ても、ずっと見てもとにかく計画だ

けつくればいいにしか映っていないのです。なので、啓発とかリサーチとか、

例えば実際に管理職の女性登用とか、いろんなやるべきことがあると思うの

ですが、そういう議論は内部ではなかったのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 先ほどちょっと部長のほうからもお話があったかと思います

けれども、やはり事業見直しというか、行政改革の優先度の中で、少しやっ

ぱり広報業務とかそういうのから比べると、後のほうにはなってしまってお

るのですけれども、お金をかけないでやれることもあるかと思いますので、

そういうようなことに取り組んでいきたいというふうに思っております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 裾野市の職員の、これは人事なのか、管理職の登用とか、

男女共同参画で遅れていると思います、考えてください。 

  それと、ちょっとページ分かりませんけれども、先ほどの広報無線なので

すけれども、200台ずつ毎年やっているのですが、これ 200台から増やせると
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いうことはないでしょうか。毎年 200台ずつ、予算の範囲だと。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 行政改革の今改革の一番、推進の取りあえず期間、この間は

ちょっと 200 台で進めていって、またその後の財政状況を見ながらなるべく

早く更新できるようには進めていきたいなというふうに思っております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） これ 10分の 7.5なので、国のお金が十分使えるからやり

やすいと思うのですけれども、優先、どこ、例えば地区別にやっているので

すか、どういう形で進めているのですか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 基本的には今導入古いところから順番にというのが原則では

ありますけれども、ただ中にはちょっとアナログだとなかなか聞きにくいと

いうような、デジタルになるといいという、ちょっと電波状況が改善される

というところもありますので、その辺を見極めながら進めております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 最後に、60 ページのふるさと納税の寄附金なのですけれ

ども、今年、令和４年度は１億 3,000 万でしょうか、金額伸びていますけれ

ども、損益分岐点を超えるというのは、超えるかどうかというのはどこで見

れば、大体目安はありますか。 

            （「すみません」の声あり） 

〇委員（内藤法子） 損益分岐点を超えると。要するにふるさと納税入ってき

ますと、少し伸びているのですけれども、損益分岐点はどのくらいで超える

と考えていらっしゃる。 

〇委員長（三富美代子） 企画部長。 

〇企画部長 損益分岐点の話は非常に難しくて、皆さんが外に税金を出さなけ

れば、それは、損益分岐点すぐ来るのですけれども、そうではない状況でご

ざいますので、一概にこの時点で損益分岐点来ますよという話はできないで

す。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） お願いいたします。今のふるさと納税の件ですけれども、

令和４年度１億 3,000 万円を計上しています。その１億 3,000 万円を計上し

た理由をお聞きしたいと思います。例年このふるさと納税、年々返礼品も増

え、寄附額も非常に増えています。来年度１億 3,000 万円とした理由をお願

いします。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 暫時休憩お願いします。 
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〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 予算要求時点で、今年度の動向等を見極めた上で設定をさせ

ていただきました。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 非常に期待していますので、ぜひ、課が替わっても業務

を引き継いでいただきたいと思います。 

  そして、ページないですけれども、行革であったゆるキャラの件です。第

２期の行財政構造改革の中では廃止ということになっていまして、民間で考

えているというお話がありました。ちょっと課長からもお話ありましたけれ

ども、このゆるキャラの事業を廃止するということに関しては著作権を含め

て民間へ、著作権、著作権含めて民間に移行をするという、そういうことで

すか、それとも管理だけは市が持って、実質のいわゆる着ぐるみの管理だけ

をお願いするという、どういうふうな民間に移行しようという考えですか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 基本的にはやはり著作権といいますか、権利としては市が持

つ必要があるのかなというふうに考えております。その辺の具体的な方法に

つきましては、また話合いの中でどういう方法が一番ベストなのかというこ

とは、今後やっぱり検討していかなければならないというふうに思っており

ます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 課長も先ほどおっしゃったように、昨日行われたすその

んのファンミーティングなんかも非常に人気があって、市のシティプロモー

ションに関しては非常に貢献をしている事業かなというふうに思っています

が、このゆるキャラの事業自体は、まだ民間との交渉中のような形で受け止

めますけれども、いつ頃、来年度始まってすぐにその事業が滞ることなく進

めることができるのですか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 やはりゆるキャラの人形というか、着ぐるみのほうにつきま

しては、やはりある程度貸出しの制限というか、そういうのは必要になって

しまうのかなというふうには思っているのですけれども、それ以外の部分に

ついて、先ほどちょっと男女共同参画のところでもありましたけれども、お

金がかからないでできるような部分、あるいは民間さんのご協力がいただけ

るような、この間のファンミーティングのような形でいただけるような部分

を中心に活用をしていきたいというふうには思っております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 
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〇委員（賀茂博美） 権利関係含めて、市が管理をしていくという中では、着

ぐるみ自体の管理は市がしていくということですか。 

〇委員長（三富美代子） 企画部長。 

〇企画部長 予算があったのは、どちらかというと着ぐるみの洗濯代みたいな

ところの部分が大きいというか、それがメインだったのですけれども、そこ

の部分をカットされているというところが、一番今回の廃止のところには一

番の要因になっています。当然先ほど話をされました権利関係の部分も含め

て、そこはまだ協議をしていかなければいけない部分がありますし、洗濯を

しないで、貸出しをした中で洗濯をしないということはあり得ないかもしれ

ませんけれども、なかなかの洗濯をやっていただくところが逆にあればそこ

は続けることもできるでしょうし、そういったところを含めて検討している

最中でございます。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） その件は分かりました。 

  市政カレンダーの件です。今回のガバメントクラウドファンディングとい

うことで予算計上されています。今回は 80万という金額になりましたけれど

も、カレンダーの印刷費自体には来年度縮小とかありますか。暫時休憩して

ください。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 基本的には物につきましては、来年度またいろいろ考えたい

なと思っていますけれども、規模縮小するとかそういうふうには考えており

ません。ただ、レイアウトとかそういうのの変更はあるかもしれないかなと

いうふうには考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） では、これまでどおり全戸配布という形を取るというこ

とにも変わりはないですか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 一応変わらない予定でございます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 147 ページの個別受信機の件です。デジタル化に関して、

先ほど台数が現在の台数もご答弁ありましたけれども、デジタル化の計画と

いうのはどうなっていますか。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 一応現時点では、令和 10年度までに約１万 3,000台のほう更
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新したというふうな計画でおります。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 暫時休憩してください。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。ほかに質疑は。岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 95 ページ、広報広聴活動事業に係る経費がありますけれ

ども、情報発信、広報については取り組んでいるということですが、広聴に

ついての手法みたいなものというのは、今どのように考えられていますか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 現在広報事業につきましては、市役所の１階のエレベーター

のところと、生涯学習センターのところに声のポストというのを設置してお

りまして、そちらによるご意見の徴収、あとはウェブサイトのほうでＥメー

ルのほうによる問合せを、代表メールで受け付ける場合と各課で受け付ける

場合なんかもありまして、そのような形で主に広聴事業のほうはやっており

ます。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 市民のほうから意見を寄せられるというプラス、市のほ

うから広聴するというもうちょっと積極的なものというのが今求められてい

るのかなというふうに思うのですけれども、その辺のところはどうでしょう

か。今の現状が十分とは思えないという考えの下で質問しています。どのよ

うなことを考えられていらっしゃるのか、もしあるようでしたらお願いしま

す。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 うちの、戦略広報課のほうが行っている広聴事業というのは、

やはりメールでの受付ですとか、声のポストとか、そういう形になるかと思

います。あとは、各課においてやはり重要な課題等につきましては市民の皆

さんから成る委員会なんかで意見を聞いていただいたりとか、あるいは住民

に対する説明会をやって聞いていただいたりというような形でやっていただ

いているものというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） パブコメだとか、いろいろな諮問機関とかというのはや

っぱり限られた人の意見に、基準は残念ながらなっているのかなと思うもの

で、ぜひそれを超える、本当に自分たちの市民の声を聞くという理念を具体

的な手法で何か考えていっていただけたらいいかなと思います。それは要望

です。 
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  もう一点。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 次のページ、97 ページに市民憲章の看板の基礎を撤去と

いうことですけれども、もう新しくそこに新設をするという、そういう考え

は全くないのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 新設のほうは考えておりません。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、これから老朽化が進んできたらもう全て撤去

していってしまうという姿勢ですか。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 市民憲章につきましては、確かにやはり目に触れるようなと

ころにあるのが一番望ましいかとは思いますけれども、看板に限らずほかの

ものも使って、またＰＲしていきたいというふうには思っております。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 看板ではなくて、ほかの手法で市民憲章を皆さんが見え

るような形で何かをやるということですか。 

〇委員長（三富美代子） 企画部長。 

〇企画部長 見え方として、手段としていろいろとあると思います。先ほど話

が出た看板というのも多分１つの方法でしょうし、逆に言うと総合計画であ

ったり、いろんな計画のところに市民憲章つけたりもしていますし、お知ら

せ自体はそういう格好で目に触れるような努力はこちらではしているつもり

でおりますので、そういったところをまた続けていきたいというふうに考え

ております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） すみません。これ毎年聞いているのですけれども、今度

課名が情報発信課になるから、情報発信というのはこちら情報発信する側で

すから、記者会見、今現状年４回の定例会の告示日にやっているだけなのだ

けれども、もう少し頻度増やしたらどうですかということを毎回言っている

のですけれども、４年度はいかがでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 企画部長。 

〇企画部長 毎年ということで、昨年も議会のあるときに記者会見やっていま

すよという多分言い方をさせていただいていると思っております。現状はま

だそこの部分を超えていませんが、今回市長さん替わられまして、市長替わ

られまして、また考え方も違う部分も出てくるかもしれませんので、そこは
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柔軟に対応したいというふうに考えています。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） まさしく情報発信、市長が自ら情報発信するということ

は一番伝わると思っていますので、もちろんウェブサイトとかいろいろある

のですけれども、そういうことをやっぱり自分の口から言ってもらうのも必

要だろうと思っていますので、ぜひそれは柔軟に対応していただいたほうが

いいのかなと思います。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） すみません。97 ページ、少し金額の小さいことなのです

が、委託料の中に新春座談会反訳委託、これ昨年同様に３万 6,000 円の形状

があるのですけれども、この委託の中身お願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 こちら、いつも座談会というような形で、テーマに基づいて

市民の皆さん２人から３人、４人お招きして、市長と座談会というような形

で取り上げているのですけれども、なかなかやはり座談会自体は２時間近く、

大体話が盛り上がるといくものですから、それをテープ起こしというような

形で文書に起こしてもらうような作業のほうを委託しております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 内容は分かりました。この２時間の会話をテープ起こし

をするという作業を内製化でやるということは考えられなかったですか。 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 こちら以前は、職員のほうがやっておりましたけれども、や

はり今広報の職員も大分反訳していた当時とはちょっと減っておりますし、

また年末は年末年始の関係で編集期間等もちょっと短くなるのです。そうい

う関係もありまして、外部のほうに出させていただいております。 

〇委員長（三富美代子） ほかにご質疑はよろしいですか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより、第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。賛否に

関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で戦略広報課の質疑を終わります。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 
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〇委員長（三富美代子） 再開いたします。 

  以上で企画部関係の議案の質疑を終わります。 

 

 

戦略広報課（発言訂正） 

〇委員長（三富美代子） 戦略広報課より発言の訂正の申出がありましたので、

これを許します。戦略広報課長。 

〇戦略広報課長 冒頭の説明で、防衛省の防衛施設周辺民生安定施設整備事業

補助金、私のほう 700 万 5,000円というふうに発言しましたが、正しくは 709

万 5,000円でございます。訂正のほうよろしくお願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） 今の件はご了承願います。 

  以上で戦略広報課の質疑を終わります。 

  以上で企画部関係の議案の質疑を終わります。 

 

 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。 

以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  これをもって散会いたします。 

 

                       16時 07分 散会 

  



85 

 

裾野市議会予算決算委員会総務分科会 令和４年３月２日（水） 

 

                       ９時 00分 開会 

 

〇委員長（三富美代子） おはようございます。ただいまから本日の会議を開

きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりであります。 

  審査の方法は、昨日と同様に、当局の説明を求めてから質疑に入ります。 

発言の際には録音の関係上、必ずマイクをご使用願います。 

 

生活環境課（第１号） 

〇委員長（三富美代子） 説明は終わりました。質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。木村委員。 

〇委員（木村典由） よろしくお願いします。190ページの斎場管理運営費です

けれども、先ほど説明の中で長泉と裾野市の運営費が按分されているという

ことをお聞きしたのですけれども、こちらの負担割合というのはどのように

なっているでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長代理。 

〇生活環境課課長代理 こちらにつきましては、令和２年に行いました国勢調

査の人口割に基づいて算出しまして、裾野市が 54.02％、長泉町が 45.98％に

なります。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。この斎場の管理運営費の中から職員の給

料なども出ているということでよろしいでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 斎場の運営管理費は来年度に関しましては、委託のほうに任

せることになっていますので、入っておりません。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） それでは、ここの職員さんの給料というのはどこから出

ているのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 し尿処理のほうから入っています。 

〇委員長（三富美代子） ほかに質疑はありませんか。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） お願いします。ちょっと主管課はみらい政策ということ

でちょっと違うのですけれども、環境に対してということの話の中で、地域

活性化起業人派遣事業が行われると思うのですが、御課でカーボンニュート
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ラルの関係に取組を進めていくのだと思うのですけれども、どのような形で

その人材活用をして進めていくつもりかのところにつきまして、次年度どう

なっているかお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 今、ちょっと暫時休憩でお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 16分 休憩 

 

                       ９時 17分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。生活環境課長。 

〇生活環境課長 みらい政策課とロードマップなども含めた中で今後考えてい

く予定でおります。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。今後調整ということなのですけれども、

主に主とするのはカーボンニュートラルのところプラスアルファということ

の中で、みらい政策が主管課になっていると伺っております。ですので、多

分主体的と一番主になるのは生活環境の部分になろうかと思いますので、そ

こはちょっと調整をしながらというか、どちらかというと主体的に動いてい

ただくようなイメージを持っているのですけれども、そのような考え方で動

くということでよろしいでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 そのように考えてもらって構わないと思います。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。そうなってくると、当市ではカーボンニ

ュートラルの宣言というものが行われている中で、その派遣される方が市の

事業として行うところ以外の部分、いわゆる住民あるいは企業にどのように

理解いただき、取り組んでしてもらうかということも必要なのですけれども、

その点につきましての考え方はありますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 企業の方ですので、企業の考え方をちょっと取り入れさせて

もらいながら、その住民に対しての広報とか何かも勉強させてもらいたいな

という思いではおります。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） ということは、これからしっかりとその部分も含めて検

討しながら取り組んでいくということでよろしいでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 
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〇生活環境課長 すみません、もう一度お願いできますか。暫時休憩してもら

って。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 18分 休憩 

 

                       ９時 19分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。生活環境課長。 

〇生活環境課長 そのように考えていきます。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） ちょっと方向性的にあれなのかもしれないのですけれど

も、総合計画の３の１の６ということで、地域循環共生圏という考え方の構

築ということがありまして、エネルギーだけではなく、人、物、金、資源が

循環する仕組みがあるのですけれども、資源というところの観点の中で御課

が次年度そういったところに対して取り組んでいくところ、あるいは考え方

等ありましたらお願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 ちょっとまだそこまで具体的なものは思っているところは今

はないので、その辺もちょっと取り入れながら考えていくようにいたします。 

〇委員長（三富美代子） よろしいですか。ほかには。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） では、お願いします。暫時休憩願います。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 20分 休憩 

 

                       ９時 20分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 26ページの畜犬登録手数料というのがあります。これは、

毎年新規に飼う人の分なのでしょうか。何頭分ということを予想して予算が

上がっているのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 これは新規の分になります。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そうすると、毎年新規に飼う方が、だから頭数ですけれ

ども、何頭という計算をしているのですか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 3,000円で 400人の計算になっております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 



88 

 

〇委員（内藤法子） 動物病院とかでよく聞くのですけれども、必ずしも登録

していないわんちゃんは結構いるというのですけれども、その辺の把握は、

市はどうなさっているのですか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 基本的に登録するようなはがきとか何かを出して確認をする

ようにしております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それにも関連しますけれども、狂犬病の予防接種の手数

料があります。この狂犬病の予防接種は、何頭分というか、新規と今飼って

いる全体になると思うのですけれども、何頭分。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課課長代理。 

〇生活環境課課長代理 接種のほうにつきましては、単年で 2,500 件を見込ん

でおります。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 登録と狂犬病併せてなのですけれども、適切に飼って狂

犬病とかは、やっぱり人間にも被害があるので、100％きっちりと、100％は

無理でもこの推進するためには何か施策をしていますか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 ちょっと暫時休憩をお願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 23分 休憩 

 

                       ９時 24分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。生活環境課長。 

〇生活環境課長 実態に合わせて今亡くなっている犬とか何かを洗い出しをし

て分母、全体の数を減らしているのと、あとは接種のほうに関しましては、

するように通知や電話などで呼びかけを行っております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 犬の登録の新しい流れなのですけれども、首にチップを

埋め込むというのが国のほうで法律が施行されます。まだ一般まではいかな

いのですけれども、こういう流れがあったとき、流れを見込んで、例えばチ

ップを埋め込んだら、そうしたらそれを読み込むリードとか必要になってく

るのですよね。迷子の犬とか、そういうことに対する施策は、これは令和４

年から始まるのですけれども、この予算のときに何か検討とかはしているの

ですか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 
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〇生活環境課長 リードのほうは、以前から持っているという話の中で、それ

はあります。ちょっとマイクロチップのほうの関係とその予防接種の関係と

うまく政策がかみ合っていない部分がありますので、その辺については、ち

ょっと今精査しながらつながるようなもので検討しているところでございま

す。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 防災のときにも例えばペット同行避難とか、やっぱり災

害のときにもペットの管理は大変になるものですから、そういうものも含め

て、大変でしょうけれども、よろしくお願いします。以上、終わります。 

〇委員長（三富美代子） ほかにご質疑はありますか。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） お願いします。今の委員の少し質疑関連してなのですけ

れども、何年か前に市内のブリーダーさんの登録が失念されていた件があり

ましたけれども、その辺りはしっかりと今確認はされていらっしゃるのです

か。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 26分 休憩 

 

                       ９時 26分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。生活環境課長。 

〇生活環境課長 そのとおりです。ブリーダーのほうは今確認しながらやって

いるところです。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） その件、了解いたしました。先ほどまた同じく委員が質

疑ありましたけれども、カーボンニュートラル宣言をしたことで、それを活

用して来年度何か事業を進めようとか、そういった何か予定はありますか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 今回の人材活用の企業の方を呼んで、その中でまたちょっと

考えていきたいというふうに思っているところでございます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 生活環境課の中でも様々な事業を展開されていらっしゃ

るのも、カーボンニュートラル宣言と関連づけて取り組むということは、特

に考えていらっしゃらないですか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 温暖化の取組という形で実施計画みたいなものをつくって行

っております。ただ、ちょっとそれは数字的なものがどういうふうに下がっ

てくるかというのは、見えているところがないのですけれども、一応ほかの
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各課を含めた中での考え方は持っております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 今回新しく新エネルギー機器補助金を自動車の部分で新

しく設けますけれども、そこはまたカーボンニュートラルとは関連づけてや

っていくというわけではないということですか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 排ガスを減らすために要は電気自動車系のものを入れている

ということですので、つながりはあると考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） そういった事業を積極的にカーボンニュートラルとつな

げて宣言をしているという部分を活用できたらというふうに思いました。 

  それと、今言いましたクリーンエネルギー自動車購入補助金の件について

お伺いいたします。新しい補助制度ということですけれども、これは始める

ことになった経緯をご説明いただけますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 近隣でやり始めているところがあるという形の中で、職員の

ほうでどうでしょうかという話があったものですから、取り入れることを考

えるようにしました。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 今回一般財源を使っての補助だと思いますが、それで間

違いないですか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 そのとおりです。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 基本的に第２期の今行革が始まった中で、新規事業とい

うのは進めないということと、補助制度についての見直しもあったと思いま

す。その中で一般財源を使っての補助制度の創立に当たっては、財政側とど

のような協議をされたということでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 先ほど賀茂委員がおっしゃったとおり、カーボンニュートラ

ルのことも含めて、エネルギー政策に力を入れてくださいという話で増やし

ていただいたところでございます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） カーボンニュートラル宣言をした中で、ぜひそういった

取組を進めてほしいという気持ちはあります。今回一般財源なのですけれど

も、経産省などの補助制度というのは、特に何か対象になるものはないので
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しょうか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 このエネルギー系の補助金に対しての国庫の補助金は、国で

はちょっと持っていないという話だったので、一般財源となっております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 一般財源以外で何か財源が確保できないかという検討は

されていらっしゃるのですか。された結果がこの予算計上になっているとい

うことですか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 そのとおりです。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 205ページをお願いいたします。斎場処分場の件です。第

１期の処分場の埋立て終了計画というのが令和……ごめんなさい、そっちま

で行かなかった。すみません。では、以上です。今の質疑は取消します。 

〇委員長（三富美代子） ほかに質疑はありませんか。岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 202ページ、し尿処理指導費のところでお尋ねします。 

  負担金補助金として浄化槽の設置整備事業補助金が出ていますけれども、

これは毎年補助金の上限というのがあるのでしょうか。額とか件数が決まっ

ているとか、そういうことになっているのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 市のほうでどのくらい欲しいという話を……ごめんなさい、

ちょっと暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 31分 休憩 

 

                       ９時 32分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。生活環境課長。 

〇生活環境課長 この件数につきましては、市のほうで要望を行いまして、大

体その件数に関しては通っているところでございます。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 令和４年度の事業調書のほうで、課題として住宅団地に

おける老朽化した集中浄化槽の更新方法の検討が必要ということが入ってい

ますけれども、これらについて、令和４年度はどのような取組を考えられて

いるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 集中浄化槽を持っているところとは、１団体とは話をしなが
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らどのように変えていくかという話はさせてもらっているところでございま

す。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） この団地の集中合併浄化槽から例えば個別の浄化槽、合

併浄化槽にするとか、何か手法というのは幾つかあるのですか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 これにつきましては、補助制度を確認しましたけれども、国

とか県の補助は、ちょっと今のところはないということだけの確認はできて

います。ですので、あとは市でどういうふうに考えていくかという話にはな

るのかなと思います。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、よく市町村型の合併浄化槽の設置事業とかと

いう市の財源等を使ってやるという、そういう方法なんかも考えるベースに

は、そういうものも含まれているのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 今のは市のコミュニティプラントかと思いますけれども、コ

ミュニティプラントになりますと、かなり市に負担がかかってくるものです

から、今はそのようなものは考えてございません。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） すみません、斎場の件です。令和３年７月から新たに麗

峰の丘が始まったわけで、令和４年度が丸々１年新たな予算組みをされた年

になったと思います。これまでの単独で事業を推進していた部分と、広域に

よって事業を行う部分、経常経費の比較としたらどのような形になられたか

というのを、もし分かれば教えてください。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 35分 休憩 

 

                       ９時 37分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。生活環境課長。 

〇生活環境課長 現段階でしっかり比較していないので、今後その辺は確認さ

せていただくようにいたします。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 了解いたしました。議会のほうでも確認させていただく

ようにします。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 同じく斎場管理運営費のところで、今年度 7,960 万円の
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減額になっています。これは単純に人口比率が変わったからという結果なの

でしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 斎場管理運営費のところは、前回斎場取壊しで 8,000 万入っ

ていたものがなくなっているものになります。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） たしか昨年度の人口比率では 55.47％という数字があった

ような気がするのですが、それで今回 54.22 ということでは、単純にこうい

うところには影響してくるという、負担割合でという考え方でよろしいので

すか。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 38分 休憩 

 

                       ９時 38分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。生活環境課課長代理。 

〇生活環境課課長代理 岡本委員さんの質問なのですけれども、国勢調査が令

和２年で最新になりまして、先ほど申し上げた率については、平成 27年の国

勢調査になります。よって、最新になったのが先ほどの説明にもありました

新しい令和２年の国勢調査の数字、負担割合の変更後ということになります

ので、最新が反映されています。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 今負担割合が変われば減額にはなるということですね。

うれしいような悲しいような話ですけれども、そういうことでよろしいです

か。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課課長代理。 

〇生活環境課課長代理 事業費自体年度ごと変わってくるかと思いますが、令

和４年度に限っては、事業費ある数字に対して国勢調査の人口が少なくなっ

たということで、そういう視点では安くなったということになります。 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 
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生活環境課（第５号） 

〇委員長（三富美代子） 次に、第５号議案の審査になります。 

  生活環境課長の説明を求めます。暫時休憩いたします。 

                       ９時 40分 休憩 

 

                       ９時 40分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。生活環境課長の説明を求めます。 

 （生活環境課長 説明） 

〇委員長（三富美代子） 説明が終わりました。質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。木村委員。 

〇委員（木村典由） お願いします。先ほど４号墓域のスケジュールは、現時

点でないというお話があったのですけれども、今後墓域を増やしていくとい

う予定は検討はしていかないのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 増やしたいとは思っていますので、また今キャンセルもかな

りちょっと増えてきていますので、今 17件という話ですので、また財政課の

ほうと協議しながら考えたいと思っております。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 今の件、分かりました。この件について市民の方からと

かもっと増やしてほしいとかいう要望みたいなものというのはあるのでしょ

うか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 キャンセル待ち 17 件、先日電話入ってきたぐらいですので、

要望はある方はいらっしゃると思います。 

〇委員長（三富美代子） ほかに質疑はありませんか。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） すみません、１点だけ。 

  キャンセル待ちは例えば何件になったら、市債に頼ってもやるみたいな考

え方というのはあるのですか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 ちょっと暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 45分 休憩 

 

                       ９時 46分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。生活環境課長。 

〇生活環境課長 特に件数でやるという定めはありませんけれども、多くなる
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ことによっての交渉の余地はあるというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） ほかによろしいですか。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） お願いします。 

  昨年の予算審査のときに区画割設計を財政課で行うというお話がありまし

たが、それは実施はされたのですか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 行っております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） ということは、工事費も概算が出ているという段階です

か。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 今全体で出しているので、先ほどちょっと半分という話にし

ましたけれども、全体の金額は大まか出ております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 今基金の残高はどのくらいありますか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課課長代理。 

〇生活環境課課長代理 令和２年度末の基金の残高が 2,022万 5,363円です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） ある程度キャンセル待ちが 17件ということで、申込みの

方が増えればある程度の財源の確保ができるという中では、販売をする対象

者の枠を広げるという検討も併せてされていらっしゃるのですか。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 48分 休憩 

 

                       ９時 48分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。生活環境課長。 

〇生活環境課長 そこまでの検討はしてございません。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 歳入のほうでお聞きさせていただきます。 

  事業収入で全区画の使用料を毎年徴収をされていると思いますけれども、

実績的に滞納されるという方はいらっしゃらないということでよろしいです

か。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 そのとおりです。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 徴収業務に時間を割いているようなことは、特にはない
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のですか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 実際管理料の支払いをしにくい方はいらっしゃいますので、

その方については時間はかかるかとは思いますけれども、何とか年度内には

納めております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 来年度 483万 7,000円を計上されていますが、これも 100％

回収する予定でいらっしゃるということでよろしいですか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 そのとおりです。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） そして、公債費も減ってきておりますが、来年度公債費

が全て、令和５年度辺りには支払いが終わる見込みになっていますか。ごめ

んなさい、ちょっと先の……暫時休憩してください。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 50分 休憩 

 

                       ９時 50分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 先ほどの質疑を取り消しまして、公債費の支払い計画と

いうのはどのようになっていますか。市債の返済計画というのですか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 今年度で２件を、全部で残りのあと６件残っておりまして、

本年度が２件、令和４年度で１件、令和５年度で２件、令和６年度が９件で、

毎年１件ずつ償還が終わっていくようになります。全部で７件です。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 51分 休憩 

 

                       ９時 51分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。生活環境課長。 

〇生活環境課長 全部で９件ありまして、今年度２件、来年度は１件終了する

予定でございます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 先ほどの冒頭の説明でも来年度の４号墓域の予算化がで

きなかったというお話がありましたけれども、来年度中に予算化を目指して

の検討は継続されて、５年度に向けてになるのですか、そうなると。検討は
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継続されていくということでよろしいですか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 そのように考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） それに合わせて申込みを、募集をかけるような事業は来

年度行いますか。事業というのかな、申込みを取りますかというのかな。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 52分 休憩 

 

                       ９時 52分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。生活環境課長。 

〇生活環境課長 以前にも申しましたけれども、販売予定の見込みがないもの

の申込みのこちらからのことはできませんのです、申込みの受付をするとい

うことはいたしません。 

          （「暫時休憩してください」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 53分 休憩 

 

                       ９時 53分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。ほかに質疑はありますか。内藤委

員。 

〇委員（内藤法子） 昨年度の予算のときは、とにかく 70集めて着手するとい

うすごく前向きなのがあったのですけれども、現状を考えるとないものに対

する募集とかＰＲができないということを考えると、これがあと 20増えると

いうことは、なかなか考えづらいなと私は思うのです。そうしたときに、ち

ょっともう一度この先のやり方が今までどおりでいいのかということに対し

て再検討という機会は、この令和４年度に設けないでしょうか。このまま引

きずっていくのかなという感じがするのですけれども。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 おっしゃるとおりに進めなければいけないと思っていますの

で、先ほども申しましたけれども、全域というのではなくて、半分やるよう

な形も考えまして、予算を縮減しながらの中で取り組みを考えたいというこ

とで財政課と協議していきたいというふうに思っているところでございます。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そうすると、半分やるという形にするにしても、やっぱ

り募集をかけないといけないので、ないものの募集はできないと、その辺の
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難しい点はクリアしたとしても、よくマンションなんかも内覧会、こんな形

でとか、何かとにかく募集して申し込んでいただくということをしないとい

けないと思うのですけれども、この辺は先ほどの答弁だと全く手だてがない

ように感じたのですけれども、この辺も何かクリアできそうですか。 

            （「暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 54分 休憩 

 

                       ９時 55分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。生活環境課長。 

〇生活環境課長 とにかくキャンセル待ちが増えることと工事費を縮減する話

の中で、今後財政課のほうと検討はしていくことを考えている予定でござい

ます。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） いろいろと質疑しましたけれども、申込み、キャンセル

待ちが自然に増えるということは、非常に考えづらいので、この令和４年度

中にまず半分でも造るという方向に向けて積極的に問題解決に当たるという

気持ちはありますか。 

〇委員長（三富美代子） 生活環境課長。 

〇生活環境課長 考えなければならないという思いはあります。 

〇委員長（三富美代子） 以上で第５号議案に関する質疑を終わります。 

  これより第５号議案について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第５号議案に関する意見を終わります。 

  以上で生活環境課の質疑を終わります。 

  それでは、休憩いたします。再開は 10 時 10 分。美化センターから始めま

す。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       ９時 59分 休憩 

 

                        

  



99 

 

10時 07分 再開 

 

美化センター 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。次に、美化センターの審査に入り

ます。第１号議案のうちの関係部分の審査になります。美化センター所長の

説明を求めます。 

 （美化センター所長 説明） 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長の説明は終わりました。 

  質疑に入ります。質疑はありませんか。木村委員。 

〇委員（木村典由） お願いします。 

  先ほど説明の中で、72 ページ、資源ごみの売却の件ですが、先ほど資源ご

みの中で残ったものを最終的に金属を売却するということで、この金額が増

額になったというような話でしたけれども、こちらの残った金属とかいうの

は、最近、鉄が値上がりしているのですけれども、そういうのは影響されて

いるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 単価も上がってございます。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） ちなみにその売却された数量というか、何トンとか、そ

ういうものというのは分かりますでしょうか。 

       （「ちょっと暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       10時 14分 休憩 

 

                       10時 15分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。木村委員。 

〇委員（木村典由） すみません、今の質問は取り消します。 

  それでは次、203ページになります。委託料の焼却委託の件なのですけれど

も、令和３年で長期継続契約が切れるということで、先ほど説明の中で令和

４年度からまた契約をするというような内容だったと思うのですけれども、

令和４年度からはまた長期契約にて入札にての契約になるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 そのとおりです。 

〇委員長（三富美代子） ほかに質疑はありませんか。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 先ほど木村委員のほうからありました焼却委託のところ、

単価的に大きな変化があるように見えるのですが、ちょっと説明をお願いし
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ます。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長 

〇美化センター所長 ここに計上しているのは、見積りの金額になっておりま

す。以前今年度までやっている金額は約 4,000 万弱であったものですから、

金額に大きな変化は見られております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） ということは、入札におきまして実態的にはその辺まで

現状、今、今年の本年度 4,000 万弱のところまで下がることを想定している

という考え方でよろしいでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 そこまで下がることは見込んでいません。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） ということは、このそもそもこの単価自身、ごめんなさ

い、前年度をちょっと確認できていないですけれども、大幅な値上がりの要

因は何になりますか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長 

〇美化センター所長 人件費の高騰が考えられます。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） ちょっと答弁が曖昧で、考えられるというのは、先方か

らの相見積というか、見積りの段階での試算がその形だったというふうな解

釈でよろしいでしょうか。中身は見ていないということでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 ちょっと暫時休憩いいですか。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       10時 17分 休憩 

 

                       10時 18分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。美化センター所長。 

〇美化センター所長 見積りを取った段階……ちょっと暫時休憩でお願いしま

す。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       10時 18分 休憩 

 

                       10時 19分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。美化センター所長。 

〇美化センター所長 前回は５年間でやっていたところが大きな要因になって
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いるかと思います。人件費も確かに上がってはいるのですけれども、その辺

も含めてこの金額になっております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。今回は５年の計画ではなくて３年にした

理由をお聞かせください。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 令和６年度で美化センターのほうの延命化工事の定期整

備までの含めた工事が終わりますので、その後ちょっと大きな工事を考えた

いなというところを思っているところでございます。その関係ですと、大き

な工事をやるときには、連続運転がかなり重なってきまして、委託の人数の

算出の根拠ができなくなりますので、今回は３年で切っているところでござ

います。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。 

  昨年の審査の中で、今回説明ありましたけれども、ごみ細分化することで

高く売れましたよというふうなお話があって、すごいいいことかなと思うの

ですけれども、その分別に係るコストというのを考えた場合、ちゃんとプラ

スになっていると考え方でよろしいでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 そのように考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） となりますと、今後は多分市民に対して協力を求めてい

くことについての検討なんかを行っていく必要があるとは思うのですけれど

も、次年度そういった検討については、行う考えはありますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 なかなか周知させていくものも難しいですし、結局やっ

ていただいたとしても、もう一回作業が重なってくると思いますので、そう

いうこともやっていく必要性はあるかと思いますけれども、あまり作業は変

わらないのかなというふうに思っているところでございます。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。次年度、紙の関係について、古紙回収、

歳入等に向けて協議というか検討が行われるよというふうな話がありました。

次年度はどのような形で古紙の回収を行っていくか、協議の結果に基づいて

どんな形で進めるのかをお聞かせいただきたいと思います。 

          （「暫時休憩をお願いしますの声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 
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                       10時 21分 休憩 

 

                       10時 22分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。美化センター所長。 

〇美化センター所長 そちらに関しては、ちょっと行ってございませんでした。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 書面の現地審査で伺ったのですけれども、今回焼却炉の

予防保全ということで工事を行う説明を受けました。１日のごみの量という

ものが、工事を行わない場合……修繕を行っている間、炉が１つしか稼働し

ていないことによりごみの回収量に対しての処理量がキャパオーバーになる、

その間の対応についてどのように行うのか、ご説明をお願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 土日の連続運転などでカバーしていく予定でございます。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 考え方は分かりました。その間の保管場所については、

問題なく一時保管できるよということでよろしいでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 そのように考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） これに関しまして、市民への影響はないという理解でよ

ろしいでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 そのように考えております。 

〇委員長（三富美代子） ほかに質疑はありませんか。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       10時 23分 休憩 

 

                       10時 25分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） すみません。 

        （「ちょっと今のでいいですか」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       10時 25分 休憩 

 

                       10時 25分 再開 



103 

 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） では、美化センターについてお伺いします。 

  一般廃棄物処理基本計画ができました。それで、令和４年から 10年間の処

理方針ができたのですけれども、美化センターはもう何年も前から待ったな

しと言われています。令和４年度に具体的に美化センターを更新するという

ことに関して動きというのは、具体的な動きはこの予算の中では何がありま

すか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 この令和４年度の中には入ってございません。ただ、県

との会議とか何かで、今広域の中の調整会議を来年度から行うように考えて

おります。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 令和４年度から県との調整の中で広域化計画をつくると

いうことで、令和４年度にはできるというふうに理解してもいいのでしょう

か。 

        （「ちょっと暫時休憩でいいですか」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       10時 26分 休憩 

 

                       10時 27分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） ただいまの広域化計画はできますかという話は取り下げ

ます。広域化に向けて裾野市はどのような方向で段取りで進んでいるのでし

ょうか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 どちらにしても、10 年以上かかる話になりますので、６

年度以降にちょっと大きな工事を行ってもたせるようなことを考えていく予

定でございます。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 延命処理をずっと続けてきているのですけれども、この

状況の中で毎年毎年延命して、最大どれくらいまでもつというお考えがある

のかなと思います。伺います。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 一応 10年を考えております。令和７、８で大きい工事が

できればいいなというところではちょっと思っているところです。そこから

10 年間ぐらいもたせたいと、ちょっと今は思っているのですけれども、補助
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金の関係とかもろもろの関係でちょっとそれができるかどうかというのは、

今検討しているところの段階でございます。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 確認しますけれども、候補地の検討はもう決まっている

のですか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 まだそこまでは決まってございません。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） なかなか用地の選定とか余熱利用とか広域化とかは課題

がたくさんあると思います。待ったなしというのは、もう何年も前から言わ

れているので、しっかりと令和４年の中で執行していただきたいと思います。

以上です。 

〇委員長（三富美代子） ほかに質疑ありますか。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 今の件に関連しますけれども、来年度から県の調整会議

に参加されるということですが、裾野市として広域化で進めるというのは、

方向として決められたことということになりますか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 ちょっと暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       10時 29分 休憩 

 

                       10時 30分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。美化センター所長。 

〇美化センター所長 絶対的に広域でやるという話の中で動いているものでは

なく、手段の一つとして参加させてもらっているということなります。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） その来年参加される県の調整会議というのは、県が主体

となって自治体に声をかけてくださっているような会議になりますか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 ３市２町で……ちょっと暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       10時 31分 休憩 

 

                       10時 31分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。美化センター所長。 

〇美化センター所長 県に頼ませてもらってやっていただいているというもの
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になります。 

            （「ちょっと暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       10時 31分 休憩 

 

                       10時 32分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。ほかに質疑はありませんか。岡本

委員。 

〇委員（岡本和枝） 昨年度最終処分場に係る埋立て終了計画委託というのが

行われましたけれども、それは今年度への計画の影響というか、これはどん

なふうに実施されるものなのでしょうか。 

        （「ちょっと暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       10時 32分 休憩 

 

                       10時 33分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。美化センター所長。 

〇美化センター所長 本年度基本計画を行いました。その基本計画の中で調整

池の造る形の中、ちょっと新たに調整池を造らなければならないという問題

が起きまして、あとそういう中で……ちょっと暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       10時 33分 休憩 

 

                       10時 34分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。美化センター所長。 

〇美化センター所長 埋立地の関係の計画を来年度実施計画をやる予定でいま

したけれども、地権者との交渉を行わなければならないところがありますの

で、来年度は見送ることとしております。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） その調整池を造らなければならないという理由は何なの

でしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 全体的なもので再度降雨量の見直しとか何かがあった関

係で、少し設けなければならないことが出てきましたので、その辺の検討が

必要になったということになります。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 
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〇委員（岡本和枝） 土壌汚染の程度というものもこの計画の中では示された

のでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 土壌汚染の関係は、この計画の中には入ってございませ

ん。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） もう一点、プラスチックのことで、22 年の４月から脱プ

ラということで地方自治体も今までのプラの回収プラスおもちゃとかなんと

か、そういうものも回収するように、努力義務だということなのですが、そ

ういうふうに法律が変わりましたけれども、そのことについてはどのように

お考えなのでしょうか。 

         （「暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       10時 36分 休憩 

 

                       10時 36分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。美化センター所長。 

〇美化センター所長 分別の内容とか何かはつい最近出たばかりですので、あ

とまた収集の仕方とか分別の仕方とかまた考えていかなければならないので、

令和４年度からその辺の検討を行う予定でおります。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） すみません、201ページです。委託料が何件かありますけ

れども、コロナ禍で複数年にわたって同じ金額で委託に出しているものが

多々見られます。その契約等の方法について伺いたいと思います。例えばで

すけれども、プラスチック製容器包装リサイクル処理委託、こちらも複数年

にわたって同じ金額で委託を出していますけれども、まずこの委託に出すと

きの業者の選考の方法というのはどのようにされていますか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター主査。 

〇美化センター主査 プラスチック製容器包装の処理委託につきましては、単

価契約により一社随意契約となっております。 

         （「暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       10時 37分 休憩 

 

                       10時 38分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。賀茂委員。 



107 

 

〇委員（賀茂博美） 金額的には 2,328 万ですので、普通でしたら入札で決め

る金額になると思いますが、あえて随意契約をされている、何号随意契約と

かというのがあるかと思いますが、これはどういった理由で随意契約になっ

ていますか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 これにつきましては、年度の当初から行わなければなら

ないものですから、来年度の契約は、来年度のものは今年度中にこれは入札

…… 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       10時 38分 休憩 

 

                       10時 39分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。美化センター所長。 

〇美化センター所長 １社しかないものですから、そのようになっております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） その他はペットボトル関係です。収集運搬委託、それか

らリサイクル処理委託に関しても複数年同じ金額になっておりますけれども、

この業者の選定の仕方というのも教えてください。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       10時 39分 休憩 

 

                       10時 39分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。美化センター主査。 

〇美化センター主査 ペットボトルのほうもプラスチック製容器包装と同様に

港のほうで処理委託のほうを１社で行っております。収集運搬委託のほうに

つきましては、市内３業者できるところ、これは事前準備行為のほうで行い

まして、４月１日から収集運搬を行わなければならないものですから、見積

り合わせによって行っております。 

〇委員長（三富美代子） よろしいですか。 

〇委員（賀茂博美） はい。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 205ページの処分場の借地料の関係なのですけれども、借

地をなるべく減らしていこうという動きの中で、従来から取り組んでいると

は思うのですけれども、令和４年度で何か新たな動き、どういう取組をして

いくのか教えてください。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 
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〇美化センター所長 買取りを行いたい方向の話を地主の方としていきたいと

いうふうには思ってございます。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 全体を買取りしたいということで話を進めていくという

ことですか。 

〇委員長（三富美代子） 美化センター所長。 

〇美化センター所長 その予定でございます。 

〇委員長（三富美代子） 環境市民部長。 

〇環境市民部長 単価、借地の解消というのは大きなテーマでございます。今

課長が言ったのは、選択肢の一つとして借地の解消として買取り、それなら

ばどういう条件になるか、そういうことを今先方のほうに話をしているとこ

ろでございます。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 買取りについて協議をしているという、そういう解釈で

いいのですか。 

〇委員長（三富美代子） 環境市民部長。 

〇環境市民部長 買取りに応じていただけるか、そういうところの意思確認か

ら始めております。 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で美化センターの質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

                       10時 42分 休憩 
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10時 45分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。 

 

深良支所 富岡支所 須山支所 

〇委員長（三富美代子） 深良支所、富岡支所及び須山支所は関連があります

ので、一括して審査いたします。第１号議案のうちの関係部分の審査になり

ます。初めに、深良支所長の説明を求めます。 

 （深良支所長 説明） 

〇委員長（三富美代子） 続いて、富岡支所長の説明を求めます。 

 （富岡支所長 説明） 

〇委員長（三富美代子） 続いて、須山支所長の説明を求めます。 

 （須山支所長 説明） 

〇委員長（三富美代子） 説明は終わりました。質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。木村委員。 

〇委員（木村典由） お願いします。107ページ、委託料の防犯サービス等委託

料について３支所に伺いたいと思います。 

  こちらのサービス等はどのようなものなのかをお聞きしたいです。暫時休

憩をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩します。 

                       10時 57分 休憩 

 

                       10時 58分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。順番でよろしいですか。深良支所

長。 

〇深良支所長 深良支所ですけれども、外部の方が侵入をするということの長

期契約になっております。それ以外にはございません。 

〇委員長（三富美代子） 続けて、富岡支所長。 

〇富岡支所長 富岡支所につきましても、深良支所と同様の防犯サービスでご

ざいます。セキュリティー業務を執り行っております。 

〇委員長（三富美代子） 須山支所長。 

〇須山支所長 須山支所につきましてもほかの支所と同様でございます。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。ありがとうございます。皆さんその単独

のセキュリティーが入っている、プラスアルファはないということで、分か

りました。こちらの防犯サービスに関してなのですけれども、去年の答弁の

中で、深良支所は５年の長期契約ということになっているので、いいと思う
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のですけれども、令和４年度に関しまして、富岡支所、須山支所に関しまし

て、先ほど富岡支所は長期契約を考えたいみたいな形の説明がありましたけ

れども、去年の答弁の中で、令和３年度以降の長期契約をすることで経費を

含んだ警備業務委託のほうを考えておりますという答弁があったのですけれ

ども、今年に関しては、入札して長期契約というような形を取っていますで

しょうか。 

〇委員長（三富美代子） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 こちらにつきましては、令和４年度当初に入札による長期継続

契約を結べるように準備を進めております。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） そうしますと、例えば予算書を見ますと、深良支所の金

額に対して、先ほど同じようなシステムが入っているという中でいいますと、

その長期契約を結ぶことによって、恐らくその金額が下がると思うのですけ

れども、ここに掲載されている金額が深良支所に比べて結構高いとなってい

るのですけれども、これはどういうことでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 こちらにつきましては、予算計上の際に事業者から見積りのほ

うを取得をいたしまして、その金額を基に取得をしております。入札をかけ

ますと、一般的にこれよりも金額は下がる形になろうかと思っております。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） では、一応予算は組んでいますけれども、実質はもうち

ょっと安くなるという見込みでよろしいでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 そのように考えております。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） ありがとうございます。須山支所も同様な質問をしたい

と思うのですけれども、須山支所はどのように考えていますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 須山支所長。 

〇須山支所長 支所の防犯サービス等の委託でございますが、須山支所につき

ましても５年の長期契約をしております。今年度に契約をしました。須山支

所の場合は、須山という地域柄、光回線が通っていないということで、独自

のインターネットの配線を業者が引っ張ったりとかしまして、随意契約で仕

方がなく契約を結んでおります。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） その件に関して、去年そのような答弁があったので、私

ちょっと警備会社のほうに知り合いがいましたので、確認させてもらいまし
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た。その光回線とかそういうことは、はっきり言ってもう今は関係なくて、

要はその警備会社自体が大手の携帯会社の電波を使ってもう情報を取るとい

う話だったので、あまりその光回線がどうとかいうことは、恐らく関係ない

ということを確認しております。それで、それによって随意契約しかできな

いというのは、ちょっとどうなのかなというふうには私は思っているのです

けれども、単価的にはやっぱり高いと思っているので、今年その長期契約を

したと言いましたけれども、令和３年度、令和４年度もその長期契約の割に

は高い…… 

〇委員長（三富美代子） 質疑を簡潔に。 

〇委員（木村典由） すみません。高いと思いますけれども、それについては

いかがでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 須山支所長。 

〇須山支所長 暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       11時 03分 休憩 

 

                       11時 04分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。須山支所長。 

〇須山支所長 令和３年度今年度に５年の長期契約をしておりますので、金額

的には５年間同額でございます。 

〇委員長（三富美代子） ほかに質疑はありませんか。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） お願いいたします。支所の運営に関してということで、

今まで担ってきた業務があるかと思うのですが、機構改革によってコミュニ

ティ課内の支所ということに変わってまいります。それによって市民が影響

を受ける部分とかというのはあるのかどうかの確認をさせてください。 

〇委員長（三富美代子） そうすると…… 

〇委員（杉山茂規） ３支所。代表でもいいのですけれども、特徴もあると思

うので。 

〇委員長（三富美代子） では、深良支所長。 

〇深良支所長 現在考えておりますけれども、特に支障はないと思われます。 

〇委員長（三富美代子） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 同様に支所の業務、役割に変更はないものと考えております。 

〇委員長（三富美代子） それでは、須山支所長。 

〇須山支所長 須山支所においても他の支所同様でございます。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。そうなりますと、次年度コミュニティ課
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ということの中では、様々な新しい役割というか、もともと地域との連携も

含まれてはいるのですけれども、新しい役割が加わってくるところ、そんな

部分につきまして次年度どのような形で取り組んでいくかにつきましてお考

えをお願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） それぞれ３支所でよろしいですか。 

〇委員（杉山茂規） そうですね、一応地域性もあると思うので。 

〇委員長（三富美代子） では、深良支所長。 

〇深良支所長 現在と変わらず団体、地域との共有という形で考えております。 

〇委員長（三富美代子） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 富岡地区につきましては、地域行事、地域事業が非常に多い土

地柄でございましたが、コロナ禍でほとんど中止あるいは延期を余儀なくさ

れております。まずはそれらを復活させ、以前のような活力のある地域をつ

くり出していくということが支所に与えられている業務だというふうに考え

ております。 

〇委員長（三富美代子） 次に、須山支所長。 

〇須山支所長 須山地区につきましても富岡の支所長が言ってくれましたけれ

ども、同様に考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 考え方のほうは分かりました。今回新たに入る部分、例

えば人権とか市民 110番、110番はあれですけれども、男女共同参画・国際交

流とか、その辺につきましての取組というもので新たに考えられているもの、

あるいは検討していきたいなというものがありましたらお願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） 深良支所長。 

〇深良支所長 特には今のところ新しくそういうことは、現在の仕事を継続す

るという形で考えております。 

〇委員長（三富美代子） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 富岡支所も同様でございます。 

〇委員長（三富美代子） 須山支所長。 

〇須山支所長 須山支所も同様でございます。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。では、最後です。生活困窮者の支援事業

ということで、総合福祉課で今度実施されます。支所として注視すべき部分、

例えば区長さんが関与していろんな相談等もあろうかと思うのですけれども、

支所としてそういった部分について今後関わっていこうとか、関わろうとし

ている部分あるのか、あるのでしたらちょっと考え方をお伺いできればと思

います。 
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〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       11時 08分 休憩 

 

                       11時 09分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。深良支所長。 

〇深良支所長 区長さんとか、あと本庁とのパイプ役になり、もしくは民生委

員さん等に声をかけたりパイプ役としてつなぎ役としていきたいと思ってお

ります。 

〇委員長（三富美代子） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 富岡支所についても同様でございます。民生委員さんですとか

区長さん方、定期的にお集まりをいただいております。人、情報が共有でき

る形が整っておりますので、そういった中で必要な情報の伝達をしていきた

いと思っております。 

〇委員長（三富美代子） 須山支所長。 

〇須山支所長 須山地区につきましても本庁から遠いという地理的な条件があ

りますので、常日頃支所に多種多様な相談者が見えられますので、今まで同

様に対応していきたいと考えております。 

〇委員長（三富美代子） ほかに質疑はありませんか。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） お願いします。本庁の庁舎管理でお伺いしたのですけれ

ども、各支所には自販機を置くとかいう計画はないのでしょうか。利便性と

かそれとも防災のときとか、いろんな意味で現在は自販機はあるのでしょう

か。歳入も増やすというのもありますけれども。 

〇委員長（三富美代子） 深良支所長。 

〇深良支所長 深良支所では自動販売機はございません。ただし、令和２年度

から婦人会さんなのですけれども、コーヒーメーカーを置いて有償提供とい

うことで置いております。 

〇委員長（三富美代子） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 富岡支所においては、現在のところ自販機を置く計画等はござ

いません。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 須山支所長。 

〇須山支所長 須山支所につきましても、自販機を設置をしておりません。人

口の関係とかもございますが、支所の近くに自販機が設置をしてありますの

で、それで十分なのかなというふうに判断をしております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 須山の件は分かりました。確かに近くにあるということ

で。深良と富岡なのですけれども、本庁舎のほうも地下に３台あって、毎年
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歳入があります。少しでももし歳入になると、最近はやっぱり熱中症とか水

分補給とかあるので、これは検討すべきだと思うのですが、いかがでしょう

か。 

〇委員長（三富美代子） 環境市民部長。 

〇環境市民部長 こちらのほうは、自動販売機はやはりスペースを取りますの

で、そういったところも含めて研究してまいります。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） ほかに富岡支所に伺います。新しい地区としてミライエ

ートとか入居が始まります。今里にも新しい地域ができましたけれども、新

しい区が発生したときの、そことの関係はどのようにしてやっていらっしゃ

るのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 今里に新しくできたところにつきましては、１つ今里上区とい

う区を新しくできまして、そこに他の区と同様対応させていただいている状

況でございます。また、ミライエートにつきましては、御宿新田区の一部に

なるということですので、まずは御宿新田の中で区内の区民として活動して

いただく。そういった活動について支所が必要があれば支援をしていきたい

というふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 今里は１つ上区ということで、今里が１つの事例になる

と思うのですけれども、その自治会の加入率というのは、既存の区に比べて

はどうでしょう。 

〇委員長（三富美代子） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 今里上区につきましても加入率といたしましては他の区と同様

あるいはもう少しいいぐらいの形で加入はしていただいているものと認識し

ております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） ミライエートもその調子で頑張っていただきたいのです

が、全体にやっぱり集合住宅とかで区に入る人が少なくなって、加入率は各

地区どうなのでしょう。全体を見て下がっていると私は思っているのですけ

れども、今上がっているところもあるという、各地域、須山はもう全員とい

うことは伺いましたので、深良と富岡をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 深良支所長。 

〇深良支所長 ちょっと暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       11時 14分 休憩 
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                       11時 15分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 今の質問は取り消します。以上で終わります。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 今の内藤委員の質疑の関係でちょっと確認なのですけれ

ども、深良支所に対しての行政財団さんの貸付けということで、コーヒーサ

ーバーは、これ 22 款４項２目の 32 番に書いてある、これがコーヒーメーカ

ーの貸付けの使用料ということの収入はあるということでよろしいのでしょ

うか、確認です。 

〇委員長（三富美代子） 深良支所長。 

〇深良支所長 収入はございます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） お願いいたします。来年度ですけれども、支所の中でリ

モート環境を整備を考えていくことがあるかということでお伺いします。暫

時休憩をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       11時 16分 休憩 

 

                       11時 17分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。深良支所長。 

〇深良支所長 令和３年度今年度から深良支所は深良財産区のほうでＷi―Ｆi

を入れていただきまして、設備のほうはそろっております。 

〇委員長（三富美代子） 富岡支所長。 

〇富岡支所長 富岡支所におきましてもリニューアル工事に伴いましてＷi―

Ｆiルーターを置ける配線工事は既に完了しております。実際にこれをルータ

ーを入れて運用し始めるかどうかにつきましては、先行している深良支所の

事例を基にただいま検討しているところでございます。また、地域からの要

望、あるいは必要があるというふうに思われたときには予算化に向けて検討

してまいりたいと思います。 

〇委員長（三富美代子） 須山支所長。 

〇須山支所長 須山支所におきましても深良支所でＷi―Ｆi を整備したという

ことで、見学をしたりとか検討をしました。設置をするのであれば、須山振

興会の予算でというふうに考えておりますけれども、支所なのか須山の研修

センターなのか、逆に研修センターのほうが一般の若い方とかご婦人とかで

利便性が高いのかなというようなことをいろいろ検討をしている段階でござ
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います。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 分かりました。それぞれに考えていただいているという

ことで、ぜひよろしくお願いいたします。 

  深良支所のほうに伺わせていただきます。予算書 107 ページに深良郷土資

料館運営委員会への研修の負担金を支出されております。この資料館の管理

というのは支所のほうで行っているものでよろしいですか。 

〇委員長（三富美代子） 深良支所長。 

〇深良支所長 運営委員会と支所のほうで管理のほうをしております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 資料館に対する予算措置というのは、来年度何かありま

すか。この研修負担金以外で。 

〇委員長（三富美代子） 深良支所長。 

〇深良支所長 特にはございません。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） この資料館の活用というのは、何か来年度使っていこう

とかという計画みたいなものというのはあるのですか。 

〇委員長（三富美代子） 深良支所長。 

〇深良支所長 この資料館には深良用水とか深良の農機具とかものが展示され

ておりまして、特に小学校、中学校とかが見学に来たり、あとは来所者が見

学に来ることがございます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 貴重な資料もたくさんあると思うので、多くの方に見て

いただきたいと思いますが、それらに対して何か工夫をしていくような考え

はありますか。 

〇委員長（三富美代子） 深良支所長。 

〇深良支所長 場所自体がちょっと奥まっているところもございますが、現在

文化センターのほうで深良用水の特別展示展を行っております。 

〇委員長（三富美代子） ほかはよろしいですか。 

  以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で、第１号議案のうちの関係部分に関する意見

を終わります。 

  以上で、深良支所、富岡支所及び須山支所の質疑を終わります。 
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  暫時休憩いたします。 

                       11時 21分 休憩 

 

                       11時 22分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。 

  休憩いたします。 

                       11時 22分 休憩 

 

                       11時 24分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。 

 

 

答弁訂正 

〇委員長（三富美代子） 初めに、須山支所長より発言の申出がありますので、

これを許します。 

  須山支所長。 

〇須山支所長 先ほどの須山支所のＷi―Ｆi の整備についての発言でございま

すが、削除をよろしくお願いします。令和４年度において須山支所としてＷi

―Ｆiの整備について検討をしてまいります。よろしくお願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） よろしいでしょうか。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） では、ご了承願います。 

 暫時休憩いたします。 

                       11時 25分 休憩 
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11時 26分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。 

 

市民課 

〇委員長（三富美代子） 市民課の審査に入ります。第１号議案のうちの関係

部分の審査になります。市民課長の説明を求めます。 

 （市民課長 説明） 

〇委員長（三富美代子） 説明は終わりました。質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） よろしくお願いします。次年度、課が２つに分かれると

いうか、恰好になります。住基の部分と地区振興ということなのですけれど

も、先ほど支所でもお伺いしたのですが、この変更というか、これによりま

して市民が影響を受ける部分というのはありますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 市民課長。 

〇市民課長 現在地区振興係として活動している東地区、西地区及び区長会全

体ということの運営の支援を行っておりますが、今度ほかにそれに絡む地域

コミュニティーあるいはもろもろのが発信できる内容が備わったコミュニテ

ィ課になりますので、今以上に連携がよくなるのではないかと考えておりま

す。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） よくなるということで、よかったです。ということは、

もう次に行きます。令和４年度の実施計画の中で、コミュニティ課、各支所

の課題の中では具体的なこういう課題に取り組んでいきますというものが記

載されておりますが、要はコミュニティ課、東地区と西地区の部分につきま

しては、これこれこういう課題に取り組んでいくというものが記載がありま

せん。その点に関しまして、次年度こういったものについて取り組んでいく、

あるいは取り組んでいきたい、検討していきたいとお考えがあれば、東地区、

西地区の部分につきましてお伺いできればと思います。 

〇委員長（三富美代子） 市民課課長代理。 

〇市民課課長代理 西地区と東地区におきましても富岡、須山、深良地区と同

様でございますが、コロナ禍においてもコミュニティまつりとかここ何年か

できていない状況でございます。そういったものの復活のようなことも考え

つつ、地域コミュニティの活性化に向けて頑張っていきたいと、このように

計画してございます。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。次です。関連するのですけれども、富岡、
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深良、須山につきましては支所があるということの中で、支所長が中心とな

った調整をされているということがあります。東、西におきましても同様な

ことをやっていただいてはいるのですけれども、区長さんの中からは、そう

いうふうなものをもっとやってほしいよというふうな声も聞こえております。

その部分につきまして次年度力を入れて取り組んでいこうというふうな部分

につきましては、何かありますでしょうか。 

            （「暫時休憩」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       11時 46分 休憩 

 

                       11時 47分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。市民課長。 

〇市民課長 区長をはじめ地域の方たちとの連携を深めながらそういうところ

をより太く進めていきたいと思います。 

〇委員長（三富美代子） ほかには質疑はありませんか。岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 市民課窓口委託がのっていますけれども、マイナンバー

カードの事業がすごく膨大になってきていて、国からも補助金はしっかり来

ている。だけれども、市のほうで人材派遣とか人員を増員をしていかなけれ

ばいけないというのは、今年度もそうですし、また来年度もそうだというこ

との中で、窓口を委託をしていること、そのこととの問題みたいなものとか、

その辺は何かあるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 市民課長。 

〇市民課長 確かにおっしゃるとおりマイナンバーカードの交付、申請が非常

に伸びてきておりまして、将来の社会基盤となるカードになるかと思うので

すが、それに伴う人員は、令和５年度から実際４人という、会計年度任用職

員の増員を含めて出張申請まで行けていますので、来年度に向けて問題はな

いとは思うのですが、委託さんは交付のときに最初の本人確認のところで、

その後は後ろのバックヤードのほうの人間がやりますので、そこについては

問題は今のところありません。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩します。 

                       11時 50分 休憩 

 

                       11時 50分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。市民課長。 

〇市民課長 すみません、先ほどの説明で令和５年度からという話がありまし

たが、今年度令和３年度からです。失礼しました。 
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〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは、この行革の中で市民課窓口を民間に委託する

ことについての課題のようなものというのはどのように捉えられているので

しょうか。 

〇委員長（三富美代子） 環境市民部長。 

〇環境市民部長 行革の中で、資料にもありますとおり、見直しをしていくと、

そういったところが強く与えられておりますので、今現在経過年で来年度２

年目になります。単年、単年でしっかり研修していきたいと考えております。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、もう一点。27 ページ、昨年度マイナンバーカード

と通知カードの再発行の手数料がのっていて、それは制度が変わって今年度

はのっていないのですけれども、例えば個人番号カードの再発行ということ

で、その盗難とか紛失とかの場合にも無料で再発行されるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 市民課長。 

〇市民課長 盗難等残念な部分ではあるのですが、手数料に関しましては、先

ほど言った団体の政策手数料になりますので、再発行手数料というのは、や

っぱり 1,000円いただきます。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、その場合、市の収入という形でこの予算書にはの

せる必要は全くないということですか。 

〇委員長（三富美代子） 市民課長。 

〇市民課長 今年度よりその団体から委託を結びまして、歳計外というところ

でお預かりをしながら、最終的にその団体に送金するということで、当一般

会計への収入にはなりません。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 分かりました。では、そのことが市民が紛失の場合は 1,000

円、800円と 200円で 1,000円ということとか、その辺。それと、予算上はど

こにものっていないけれどもというような、そのようなことの市民が知る周

知はどのようにされるのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 市民課長。 

〇市民課長 再発行に関して件数が少ないので、ＰＲ等は今のところしていな

かったのですが、マイナンバーカードの普及がかなり 50％を超えてきました

ので、そういう部分につきましても広報等紙面、丁寧な広報をしていきたい

と考えております。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 昨年度の決算の中で 60件の再発行という数字があるので
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すが、その中でそれでは紛失とか盗難、そういうケースというのは全くなか

ったのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 市民課長。 

〇市民課長 すみません、今件数の割合は、すみません、手元にないのですが、

その中に警察による盗難によって届出をした上での再発行という件数は確実

にあります。もう一方で、ちょっと写真が気に要らないとかというような再

発行もあります。どちらもあります。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） すみません、市民課窓口委託の関係で、行革のほうで計

画書には次期更新年度までに手法の再検討とあるのですけれども、具体的に

今考えていること、４年度で考えることがあれば。言えなければ言えないで

いいです。 

〇委員長（三富美代子） 市民課長。 

〇市民課長 以前も行っていたと思うのですが、３年間の委託の中で初年度来

年令和４年度が２年目真ん中になるのですが、そこにおいて今の現状の分析

とその後について委託をどう改善していくか、あるいは手法的に取っていく

か、別の方向にするかというのは１年かけて検討していきたいと思っており

ます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） お願いいたします。第２期行財政構造改革の中で、ペー

ジとして 113 ページですけれども、区長活動費交付金、それから区運営費交

付金、例年どおりの予算計上になっています。令和５年度に向けての協議を

来年度からしていかなければいけないと思いますけれども、地域の中とどの

ような話合いを重ねていって進めていくのかについてお伺いします。暫時休

憩をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       11時 55分 休憩 

 

                       11時 58分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。市民課長。 

〇市民課長 現在、区長さんが市のほうに来て行っている窓口、それぞれ分か

れているものを１つにまとめたような形で取扱いができればということで検

討していきたいと思っております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） ぜひ丁寧に、お互い協議できるように、説明できるよう

に意見を聞いていただきたいと思いますので、お願いいたします。 
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〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を

終わります。 

これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で第１号議案のうちの関係部分に関する意見を

終わります。 

  以上で市民課の質疑を終わります。 

休憩いたします。 

                       11時 58分 休憩 
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                       12時 57分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。 

 

 

危機管理課 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課の審査に入ります。第１号議案のうちの

関係部分の審査になります。危機管理課長の説明を求めます。 

 （危機管理課長 説明） 

〇委員長（三富美代子） 説明は終わりました。質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。木村委員。 

〇委員（木村典由） お願いします。136ページなのですけれども、交通安全対

策の委託料のところで、駐車管理委託なのですが、こらちの内容、委託先だ

ったりとか駅に対する配置人数を教えていただけますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 この駐輪場の管理委託ですけれども、シルバー人材センター

に委託している内容になります。主な業務ですけれども、駐輪場の自転車等

の整備というか並べ換えるとか、あとは防犯のパトロール、あとは放置自転

車があった場合にこの撤去、この作業をしていただいているということで、

ほぼ毎日、朝はやっていただいていると。あと、夕方も週に何日かという形

で、そういうような作業をお願いしているという内容になります。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 土日もということでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 平日のみということです。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 配置人数は、岩波と裾野で何人ぐらいとかは分かります

でしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 ちょっと今その配置の人数の数字は持っておりません。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 令和元年、２年のところを見ると、随意契約されていて、

委託をしていないようですが、こちらは入札などは検討されていないのでし

ょうか。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 シルバーへの委託は、随意契約の中で規定がありまして、そ



124 

 

ちらに基づいて実施しているということになっております。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。今後裾野駅西側に駐輪場が設置される予

定ですが、財政が逼迫している中、受益者負担の考えから、駐輪場料金を徴

収するといったことは検討されなかったでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 料金徴収のほうは検討しておりません。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 各自治体における受益者割合の設定状況というものを調

べてみたのですけれども、駐輪場とか駐車場が大体位置づけとしては市場的

かつ選択的な施設ということで、割とどこの自治体も有料というところが多

かったです。今後は裾野市の財政状況を考えた中で有料にしていくといった

ような考えはありますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 環境市民部長。 

〇環境市民部長 検討してまいります。有料という部分でありますけれども、

ほかの自治体、有料箇所もある、無料の箇所もあるとか、そういう併用とか

そういうところもあるようですので、研究の余地があると思います。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。 

では、続いて 272ページになります。非常備消防費について伺います。報酬

が令和３年と同様で、定数 240人分計上されております。現在の消防団員の人

数を確認させてください。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 現時点ですけれども、192名ということになっています。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） 分かりました。192名、結構減っていると思います。この

コロナ禍において団員確保の勧誘等大変厳しい状況が続いていると思うので

すけれども、市として消防団員増加に効果的な取組は何か検討されています

でしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 個別にこれというものはないのですけれども、団本部の方と

協議して、団員確保に向けて事業所の制度もあると思いますので、そういう

のは積極的にＰＲしていくということ。あとは、東分団なんかまた別な意味

でスポーツを通じてなんていう形での取組もあるようですから、そんなよう

なものを参考にしながら今後進めていければなと考えております。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 
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〇委員（木村典由） ありがとうございます。消防団員の勧誘の材料として、

例えばなのですけれども、子供がいる団員が市営の保育園であったり幼稚園、

優先的に入らせてもらえるとか、お金がそういうことで絡まないような市の

サービスを優先的に受けられるような取組があったらいいのではないかとい

うような声とかありますが、そういうような優遇措置、お金かけなくても優

遇できるような措置みたいなことは考えているでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 具体的な部分はまだというところですけれども、そういうも

のの状況があれば参考にして、今後調査というか進めていければなと考えま

す。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） ありがとうございます。先ほどもちょっと出たのですけ

れども、現在消防団協力事業所表示制度がある中で、市のホームページで紹

介されていますけれども、現在その市のほうで登録されているのはこのホー

ムページで紹介されている２社で増減はなかったでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 現在のところはそういう形です。 

〇委員長（三富美代子） 木村委員。 

〇委員（木村典由） こちらの制度で認定された際のメリットみたいなことを

調べてみたのですけれども、静岡県は先ほど出たように、事業税の控除、こ

れちょっと間違っていたらごめんなさい。もしかしたら令和４年の３月 31日

で終わりではないかと…… 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       13時 17分 休憩 

 

                       13時 17分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。木村委員。 

〇委員（木村典由） メリットを調べてみたのですけれども、静岡県の事業税

の控除があったりとか、熊本県では工事入札の優遇であったりとか事業所の

表彰、企業名の公表などいろいろメリットがあるかと思うのですけれども、

裾野市独自のメリットみたいなものは検討されているでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 個別に裾野市独自というのは、今のところ検討はまだしてい

ないという状況です。 

〇委員長（三富美代子） ほかに質疑はありませんか。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） よろしくお願いします。まず、駅西の駐輪場の整備の件
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です。先日現地視察というか書面審査の中で概要について説明をいただきま

した。その中でちょっと意見が様々出ていたと思うのですが、駅前の広場、

あのエリアが完成に近づくにつれて道路が供用開始されていくところが多々

あろうかと思います。次年度の整備に関しまして、その部分の内容を含めた

検討というものは、行っていくのか伺います。 

         （「暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       13時 19分 休憩 

 

                       13時 19分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。危機管理課長。 

〇危機管理課長 区画整理課で計画されている平成５年度、平成６年度、こち

らに対しての歩道等の整備、このような状況を踏まえて今回の駐輪場の整備

というものを考えているということになります。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。今平成と言いましたけれども、多分令和

だと思います。 

            （「令和です。すみません」の声あり） 

〇委員（杉山茂規） その部分についてちゃんと確認をした上でということは

理解しました。 

  次です。ちょっと大きな話というか、全体的な話なのですけれども、行財

政構造改革を踏まえてということの年度になるわけなのですが、課として全

体的な部分で、どんな事柄に力を入れるのか、どこに重点的に取り組んでい

きたいのかについて考え方をお聞かせください。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 行財政構造改革の取組ですけれども、３年度の事業の見直し

につきましては、当課大きく廃止とか減額というものはありません。ただし、

交通防犯防災もそうなのですけれども、事業手法、この見直しについては、

検討する余地があるということで考えております。一部は減額という形もあ

りますけれども、その辺の部分で効果的な事業を進めるということで、検討

していきたいということで考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。構造改革の考え方の中での取組というこ

とで理解いたしました。課全体としてそこの部分を抜いた中で、そこは取り

組むのですけれども、特に力を入れていくジャンル、事柄、そういったもの

があればお願いいたします。 
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〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 全ての事業につきまして安全安心という意味では、どれも大

事かなというところで考えております。交通につきましては、本年度交通安

全計画を作成して、これに伴って事業を進めていく。防災とか消防に関しま

しては、こういう自然災害の甚大な被害とか全国でありますので、それに対

応するためには効果的な訓練、そういうものを進めていく。あとは、自助、

共助、こういうところの力を強くしていきたいということで、そういうもの

は引き続きやっていくということを考えています。また、新しい情報とか機

器とかそういうものがあれば積極的にそれをＰＲしていきたいというふうに

考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。先ほどの答弁の中で、効果的な訓練とい

うことでありました。行革の資料の中にも防災訓練の見直しを検討とあるの

ですけれども、具体的にはどんな形で見直しの検討を行っていくか、行うそ

の方法、やり方についてお答えください。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 ここ何年か続けている、例えばモデル地区訓練とか総合防災

訓練、あと地域防災訓練、これは継続的に実施していくというふうに考えて

います。ただ、裾野につきましては 86の自主防災会があります。今一律に防

災訓練をお願いしているという状況にありますけれども、補助金の要綱も含

めまして、やり方、そういうものをちょっと研究していく必要があるかなと

いうように考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 補助金の交付の仕方を検討することで理解はいたしまし

た。今度は細かい話にちょっとなってしまうのですが、１点だけ確認させて

ください。143 ページです。防犯カメラのところなのですけれども、33 台の

保守点検ということで、昨年台数についてお話、配置についてもお話しいた

だいております。61 万 6,000 円ということなのですが、１台当たり約 5,000

円ということで、具体的にはどんな保守点検をされているのか、内容につい

てお願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 防犯カメラにつきましては、常時作動しているということが

条件なものですから、基本的な機器の動作確認等、あと何か不具合があれば

すぐに連絡して、それに対応するというような形で実施しております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） ということは、保守点検というよりも、いわゆる保守契
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約を結んでおいて何かあったら対応できるための予算という考え方でよろし

いのですか。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 その部分も一部は含めて点検というか委託のほうをしており

ます。 

            （「暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       13時 25分 休憩 

 

                       13時 25分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。補足で先ほどの答弁に追加して、

今の部分を入れてください。危機管理課長。 

〇危機管理課長 保守点検につきましては、基本予防という観点も含めまして、

機器の内容、中身の点検は実施しているということでございます。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。 

別のところです。全体的な取組の次年度の方針というか考え方なのですけれ

ども、国土強靱化計画ということで、その基盤ができまして、危機管理課に直

接関わる部分が非常に多くあります。昨年の話で言えば、例えば廃棄物の処理

とか観光客とか避難の形とか、あと要支援者の対応、そこの部分ができていな

いので、見直しをしていくというふうな話がありました。今年度は多分検討さ

れていたと思うのですけれども、それを踏まえて次年度はどのような取組をさ

れていくか伺いたいと思います。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 防災は広い分野があるのですけれども、今そういうものの計

画の見直し等に取り組んでいるというところであります。ただ、この計画に

つきましては、訓練等を通じて内容の検証、こういうものは必要かなという

ところで、できた計画に対してのそういうような検証、そういうものは進め

ていく必要があると考えております。 

〇委員長（三富美代子） 杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） 分かりました。多分取組の進み具合がまだまだのものも

あろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

〇委員長（三富美代子） ほかに質疑は。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 137ページの駿東地区交通災害共済加入の件について伺い

ます。 

  被害者等の救済に係る経費として交通事故相談事業と交通災害共済事業と
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いうのがあります。先日配られたこの行革の中の一覧表で見直しの中で、危

機管理課で駿東交通共済の脱退を検討ということが明記されています。これ

との関係を教えてください。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 この制度自体は、掛金も一口 500 円で、補償も一定の額があ

るということでいい制度だと思うのですけれども、実際今人口の減少とか民

間の障害の保険、こういうものの普及とか充実によって加入率が以前に比べ

てかなり落ちているという状況はあります。組合の全体としての加入率も落

ちているということで、今後その加入者の増加というものも難しいのかなと

いうふうに考える中で、その事業継続について、いろんな意味での検討も必

要かなということで考えているところであります。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 加入率が悪いので検討と書いてありますけれども、この

資料には脱退を検討とあります。組合の各自治体の加入率はどうなっている

のでしょうか。裾野市何％で、今全体が低いとおっしゃったのですけれども、

どういう状況か教えてください。 

         （「暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       13時 29分 休憩 

 

                       13時 30分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。危機管理課長。 

〇危機管理課長 ２市３町の合計では 20％です。御殿場が 25.8％、裾野市は

12.7％、小山町は 52.1％、あとは長泉町が 12.2、清水町が 8.2％ということ

になっております。以前はどの市町も 50％前後あった数値ですけれども、直

近の状況でいきますとそういうような形で加入率はかなり落ちているという

ことになっております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そうしますと、この組合全体でこの脱退というか、組合

全体がやめるという協議ではなくて、組合として共済がやめるということで

はなくて、裾野市単独として脱退を考えているということですか。 

〇委員長（三富美代子） 環境市民部長。 

〇環境市民部長 こちらのほうは、本部会議での話合いによりこのような記述

になっております。暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       13時 31分 休憩 
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                       13時 32分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 見直しの中で上がったということで、ほかの市町と共催

をしているというところで、なかなか難しい状態があると思います。今のご

答弁を聞くと、現在加入している自治体にはそれを伝えていないというふう

に私は理解しました。そういうことですか。 

〇委員長（三富美代子） 環境市民部長。 

〇環境市民部長 まだ組合の加盟の中での調整は全くしておりません。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） そうしますと、やっぱり今の段階では加入した状況の中

では裾野市の 12.7％を小山町の 52.1％にはいかないにしても、御殿場の

25.8％みたいに上げるという考えにはならないでしょうか。今年予算を上げ

ているものですから。 

〇委員長（三富美代子） 環境市民部長。 

〇環境市民部長 矛盾したことにはなりますけれども、ＰＲ、そういうところ

は継続してやるというか、加入しやすさ、またそういうところを増やすとい

うところは継続してやってまいります。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 同時に、もし脱退するのであればその効果的な手法、こ

れに代替できるものを考えないといけないと思うのですけれども、その件は

どうでしょう。 

〇委員長（三富美代子） 環境市民部長。 

〇環境市民部長 脱退となりますと、かなり大きなことになります。そういう

前後策を含めて判断になると思います。していきます。 

            （「暫時休憩をお願いします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       13時 34分 休憩 

 

                       13時 35分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。ほかにご質疑はありますか。賀茂

委員。 

〇委員（賀茂博美） 委員長、お願いいたします。予算書 139 ページです。新

規事業ですけれども、免許返納者バス・タクシーチケット助成です。対象人

数は何名を見込んでいますでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 
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〇危機管理課長 これまでの免許返納者の実績も踏まえて、今回は 300 人超を

見込んでいます。330人程度。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） この方たちがこの助成チケットを手にするまでの流れを、

大まかでいいので、お伝えいただけますか。暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       13時 36分 休憩 

 

                       13時 37分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。危機管理課長。 

〇危機管理課長 現在実施している運転免許の返納に関する手数料、こちらに

合わせて実施する事業でありまして、申請される方は裾野警察署でその手続

をして、その後市役所の窓口のほうでその証明を提示していただいてバス・

タクシーチケットを交付するというような事業方法ということで考えており

ます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 予算補足説明書のほうで事業の説明をしていただいてお

ります。内容としてすそのーる廃止後の市民の移動の補完という形になって

います。この助成チケットに関しては、みらい政策との協議というのはどの

ようにされていらっしゃいますか。暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       13時 38分 休憩 

 

                       13時 39分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。危機管理課長。 

〇危機管理課長 本事業につきましては、次年度４月１日からということにな

りますので、ちょっとその間で対象の方の利便性を考えた、どういう形で方

法を取れるかということをちょっと担当課と協議していきたいと考えており

ます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） その件、ぜひよろしくお願いいたします。 

  143ページになります。自主防災会に対する補助等が記載されています。今

年度自主防災会で地区防災計画の策定をする予定になっていると思いますが、

そちらは完了されていますか。各自治会。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 ちょっと今数字がないのですけれども、全ての地区が完了し
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たという状況ではありません。引き続きそういう形で計画のほうを作成を継

続的にお願いするという形で考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 自主防災会で計画を立てた中で、いろんな資機材の準備

とかという部分が必要になってくるというのも想定されると思うのですが、

来年度予算はほぼ同額の計上になっていますが、そういったことは特には想

定はされていらっしゃらないですか。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 現段階では現補助制度の形で進めていくということを考えて

います。ただし、その地区によっては、そういうような資機材がもっと欲し

いよとかというところもあると思いますので、その辺はちょっと今後の研究

課題かなというふうに考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 自主防災会が使える市からの交付金補助金以外でも外部

の補助金制度なんかを自治会に紹介するようなことというのは、何か考えて

いらっしゃいますか。暫時休憩してください。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       13時 42分 休憩 

 

                       13時 43分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。危機管理課長。 

〇危機管理課長 そのような制度につきましては、毎年自治会長さんにご紹介

のほうをしているというところであります。 

〇委員長（三富美代子） ほかに質疑は。岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） 137ページに裾野駅西側の駐輪場の整備工事費がのってい

ます。資料として図をもらったのですが、そもそも駅西の計画の中でこれの

向こうにプロムナード線の計画があって、そのときに自転車に対して、自転

車と歩行者の専用道路、安全を守るために分離という、そういう考え方があ

ったと思うのですけれども、自転車と歩行者の安全を取るための何か対策は

どのように考えられた計画なのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       13時 44分 休憩 

 

                       13時 46分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。危機管理課長。 

〇危機管理課長 一定の条件の中で取り得る安全性というものを考えて、今回
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駐輪場の設置の計画を立てたということになります。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それでは自転車の通行帯みたいなものを設けるという可

能性はないのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       13時 47分 休憩 

 

                       13時 48分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。危機管理課長。 

〇危機管理課長 現在の設計では自転車と歩行者を分けるような形での状況で

はないということで確認しております。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） では、その可能性として何かそういう表示を視覚で強化

するとか、何かその辺のところで対策を取れる可能性というのはないのでし

ょうか。もう一つ言いたいのが、ＪＲの、今は本当に電車に乗る人のための

駐輪場だと思うのです。それだとＪＲに対してもやっぱりその辺もっと互い

に協議をするみたいな部分も必要になってくるのかなと思うのですけれども、

その辺ひっくるめてもうちょっと何か対策をお願いしたいなと思うのですが、

いかがでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 環境市民部長。 

〇環境市民部長 駅の周りの駐輪場を含めたレイアウト等は換地等で決まって

いるものですから、これについては今後できる対策というのを担当課と協議

してまいります。暫時休憩願います。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       13時 50分 休憩 

 

                       13時 51分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それはよろしくお願いします。 

  次に、143ページの防犯対策費に関連してお尋ねします。昨年もお聞きしま

したけれども、特殊詐欺対策ということで、今でも本当に週に１回ぐらいは

必ず防犯というか詐欺対策みたいな形で広報無線等であるのですけれども、

令和４年度の特殊詐欺対策みたいなものは何かお考えのものはありますか。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 具体の部分は、これというものはないのですけれども、基本

的に今防犯協会のほうと裾野警察署、協議する場がありますので、そういう
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中でそういう対策で効果的なものがあるかということは、情報交換等をしな

がら、これだけ今そういう件数があるということで、考えていかなければな

らないということで思っております。したがって、そういう対策を協議の中

で進めていきたいということで考えております。 

〇委員長（三富美代子） 岡本委員。 

〇委員（岡本和枝） それは分かりました。 

  次に、非常備消防のことに関して、昨年度も検討しているということでし

たけれども、機能別消防団の来年度についての取組はいかがでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 危機管理課長。 

〇危機管理課長 消防団員の減少という状況がありますので、既に裾野市の場

合には火防隊とか災害時支援隊、こういうような団体がありますので、そち

らとの調整を進めていくというように考えております。難しい部分はあると

思いますけれども、現状を踏まえればそういうような対策というか考え方も

必要と思っております。 

〇委員長（三富美代子） 以上で、第１号議案のうちの関係部分に関する質疑

を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で、第１号議案のうちの関係部分に関する意見

を終わります。 

  以上で危機管理課の質疑を終わります。 

  以上で環境市民部関係の議案の質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。 

                       13時 54分 休憩 
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                       13時 56分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。 

 

議会事務局 

〇委員長（三富美代子） 議会事務局の審査に入ります。第１号議案のうちの

関係部分の審査になります。議会事務局長の説明を求めます。 

 （議会事務局長 説明） 

〇委員長（三富美代子） 議会事務局長の説明は終わりました。質疑に入りま

す。質疑はありませんか。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） お願いいたします。令和４年度の実施計画の中からなの

ですけれども、政策討論会実施事業ということで、その課題に議論の活性化

や政策立案能力を高めるための支援や研修開催の支援等が必要ということと、

事務局職員も機能強化を図る必要があると記載がされております。次年度こ

の部分についてどのように取り組んでいくか伺います。 

〇委員長（三富美代子） 議会事務局長。 

〇議会事務局長 政策討論会につきましては、まず事務局は議員の皆様のバッ

クアップをしていくものというふうに認識しております。まず、ハードウェ

アの整備、それからソフトウェアの整備、それから政策討論会等のＰＲ等に

努めていきたいというふうに考えております。議会事務局の能力アップとい

いましょうか、それにつきましては、通常コロナ前におきましては、事務局

の研修等が県内でも何回か行われておりました。コロナ禍によりまして書面

開催ですとか開催が中止になりましたけれども、令和４年度以降はまた新た

に研修会等が開かれるものというふうに考えております。それら研修会等に

参加して事務局職員の能力アップのほうに努めていきたいというふうに考え

ております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） ほかはよろしいですか。勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） １点、細かくて申し訳ないですけれども、費用弁償の関

係ですけれども、本会議等による費用弁償 529万円が全てそうでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 議会事務局長。 

〇議会事務局長 費用弁償につきましては、費用弁償のほか旅費のほうに、費

用弁償 529 万円につきましては、本会議出席等のための費用弁償のみになっ

ております。以上です。 

  以上で、第１号議案のうちの関係部分に関する質疑を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 
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            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で、第１号議案のうちの関係部分に関する意見

を終わります。 

  以上で、議会事務局の質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。 

                       14時 04分 休憩 

 

                       14時 04分 再開 

 

 

議会事務局（答弁訂正） 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。 

  議会事務局長より発言の訂正の申出がありましたので、これを許します。 

議会事務局長。 

〇議会事務局長 すみません、先ほど本会議のみというふうに費用弁償のほう

の説明をさせていただきましたけれども、この費用弁償には視察等への費用

も入ってございます。訂正させていただきます。お願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） 以上で発言の訂正を終了とさせていただきます。 

  以上で、議会事務局の質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。 

                       14時 04分 休憩 

  



137 

 

 

                       14時 06分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。 

 

監査委員事務局 

〇委員長（三富美代子） 監査委員事務局の審査に入ります。第１号議案のう

ちの関係部分の審査になります。監査委員事務局長の説明を求めます。 

 （監査委員事務局長 説明） 

〇委員長（三富美代子） 監査委員事務局長の説明は終わりました。質疑に入

ります。質疑はありませんか。杉山委員。 

〇委員（杉山茂規） お願いいたします。監査ということで、正確性は担保さ

れているという大前提でお伺いしたいと思うのですけれども、実施計画の中

で全部局に対する定期監査の実施、監査報告書を市長に提出後３日以内にホ

ームページに掲載ということで、その辺のところは取り組むべき事項という

ことになっておりますが、次年度様々な状況の中で、新たに取り組んでいか

なければならないと考えている部分、あるいは検討していこうという部分に

つきましては、ありますでしょうか、お伺いします。 

〇委員長（三富美代子） 監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長 まず、監査委員が現在欠いております。当然新しい委員

が選任されることとなりますので、その補助をしていくということが一つは

ございます。また、10 月には市議が改選されるということで、議選の委員さ

んもやはり交代されるということで、新しい方がなるという想定の下、その

補助をしていくということがまず第一挙げられます。また、監査資料につき

ましても、引き続き担当課に負担をかけないような形で、しかも現在の水準

と同等程度のものの資料水準を保ちながら検討していかなければならないと

いうことで、その辺についても検討課題というふうに考えております。以上

です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 先ほど委員の質疑に対して委員の交代があるというお話

がありました。その監査委員の在り方について、来年度検討されていくかに

ついて伺います。ほかのまちでは外部監査を入れているところも見えるよう

になってきました。この先のその監査委員の在り方について、何か来年協議

されることがありましたらお願いいたします。 

〇委員長（三富美代子） 監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長 現在のところ議選、識見それぞれの調書が相まってそれ

なりの成果が挙げられているというふうに考えておりますので、引き続き今
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の枠組みで進めていきたいと事務局では思っておりますが、ただやっていく

中で、不都合な点があれば随時見直しは図っていくべきものだというふうに

考えております。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） その件は分かりました。そして、先ほどご説明の中で、

工事監査委託を見送っているというお話がありました。これをもう少し詳細

をお伝えいただけますか。 

〇委員長（三富美代子） 監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長 まず、前提としまして、検査監による検査がしっかりさ

れていること、あと契約についてもしっかり以前と比べて契約についても一

定の水準に達しているというふうにまず監査委員のほうの判断がございまし

た。その上で、工事の事業量が市全体として減少している中で、監査にふさ

わしい一定規模以上の工事というのが限られてきております。さらに、コロ

ナ等もあるものですから、実施ができるかどうかも不確定要素が増えている

ということで、当分の間、一旦見送るということで、監査委員のほうから８

月に指示を受けておるところでございます。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 来年度も特に大きな工事がもしあったときには対応はし

て、来年度自体もう工事監査はしていかないということになりますか。 

〇委員長（三富美代子） 監査委員事務局長。 

〇監査委員事務局長 検査監にも来年度の検査の見通し等も確認したところ、

今年度よりもさらに事業量が減っていくだろうという話もありまして、まだ

コロナがこういう状況ですので、また来年予算要求の時期になった時点で必

要性を判断していけばよいのではないかというふうに判断をされておるとこ

ろです。以上です。 

〇委員長（三富美代子） 以上で、第１号議案のうちの関係部分に関する質疑

を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で、第１号議案のうちの関係部分に関する意見

を終わります。 

  以上で、監査委員事務局の質疑を終わります。 

暫時休憩いたします。 

                       14時 13分 休憩 
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                       14時 14分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。 

 

出納課 

〇委員長（三富美代子） 出納課の審査に入ります。第１号議案のうちの関係

部分の審査になります。出納課長の説明を求めます。 

 （出納課長 説明） 

〇委員長（三富美代子） 出納課長の説明は終わりました。質疑に入ります。

質疑はありませんか。内藤委員。 

〇委員（内藤法子） 指定金融機関の派遣の経費についてなのですけれども、

昨年前々年度ぐらいから派遣のアップの要求があっていました。これは、４

年度に向けてはどういうふうになりましたか。 

〇委員長（三富美代子） 出納課長。 

〇出納課長 金融機関からのその金額に関しまして、今回予算のほうで増額と

させていただいております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それは、令和３年度のときは、１社からと言ったのです

けれども、そのほかとのバランスはどうなのでしょうか。 

〇委員長（三富美代子） 出納課長。 

〇出納課長 今回につきましては、２つの金融機関のほうから要望がありまし

たので、対応させております。こちらにつきましては、全県下で同じような

傾向が見られております。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） これまで３倍のアップだというふうに要求は聞いていた

のですけれども、それは３倍になったということですか。 

〇委員長（三富美代子） 出納課長。 

〇出納課長 いいえ、３倍まではいっていません。２倍弱です。 

〇委員長（三富美代子） 内藤委員。 

〇委員（内藤法子） それは、担当者が交渉した努力の結果ということでしょ

うか。 

〇委員長（三富美代子） 出納課長。 

〇出納課長 いいえ、全県下で同じ動きとなっております。 

〇委員長（三富美代子） ほかに質疑は。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） お願いいたします。毎年確認させていただいていますが、

来年度の組替え運用はどのくらいを予定していますか。 
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〇委員長（三富美代子） 出納課長。 

〇出納課長 今年度と同等と考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 暫時休憩してください。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       14時 20分 休憩 

 

                       14時 20分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） この支払い等に関して各課のほうに出納課からどのよう

な指示をしていきながらうまく回していこうというふうに考えていらっしゃ

いますか。 

〇委員長（三富美代子） 出納課長。 

〇出納課長 前月に次月の支払いと収入に関して調査をさせていただきまして、

そちらの金額を見ながら操作をさせていただいております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 一時借入れはしていく予定ですか。 

〇委員長（三富美代子） 出納課長。 

〇出納課長 暫時休憩をお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       14時 21分 休憩 

 

                       14時 23分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。答弁を出納課長。一時借入れでは

ありますかの。 

〇出納課長 一時借入れは行いません。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） その件は分かりました。あわせて、基金の運用について

は、どのような手法をとっていこうという考えがありましたらお願いします。 

〇委員長（三富美代子） 出納課長。 

〇出納課長 基金の運用なのですけれども、長期間にわたって要は貸付けみた

いな形をすると、非常に大きな利息が上がるのですが、今の市の財政的なも

のを考えると、回して、そんな長期間、要は 10年、20年という単位では回せ

ていけないので、短期間でその中で効率のいい回し方をしていこうというふ

うには考えております。 

〇委員長（三富美代子） 賀茂委員。 



141 

 

〇委員（賀茂博美） 具体的にどういうものというのがもしあればお伝えいた

だけますか。 

〇委員長（三富美代子） 出納課長。 

〇出納課長 例年どおり大口定期にしていきたいと考えております。 

            （「暫時休憩をお願いいたします」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       14時 24分 休憩 

 

                       14時 26分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。質疑はよろしいですか。もう答弁

いただいていますので、大口定期でという話。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） 預ける金額を大体どのくらいみたいな形で大口に分ける

感じですか。 

〇委員長（三富美代子） 出納課長。 

〇出納課長 その大体同じぐらいの金額になるように２つに分けて預けます。 

〇委員長（三富美代子） ほかにはよろしいですか。 

  勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 今のに関連してですけれども、要するに財調はしばらく

運用しないで特定目的基金を運用するという、そういう意味ですね。 

〇委員長（三富美代子） 出納課長。 

〇出納課長 そのとおりです。 

〇委員長（三富美代子） 以上で、第１号議案のうちの関係部分に関する質疑

を終わります。 

  これより第１号議案のうちの関係部分について意見を伺います。 

  賛否に関する意見はありませんか。 

            （「なし」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） 以上で、第１号議案のうちの関係部分に関する意見

を終わります。以上で、出納課の質疑を終わります。暫時休憩いたします。 

                       14時 27分 休憩 

 

                       14時 28分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。 

  以上で、予算決算委員会総務分科会に割り振られました議案の質疑を終了

いたします。 休憩いたします。再開は 14時 40分です。 

                       14時 28分 休憩 
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                       14時 39分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。 

 

自由討議 

〇委員長（三富美代子） 委員の皆様に申し上げます。 

  発言は１人ずつマイクを使用し、委員長の指名により発言をしてください

ますようお願いいたします。 

  ただいまより自由討議を開会いたします。 

  それでは、令和４年度の当初予算審査の質疑を終えまして、それぞれの委

員の方々の予算審査に関してのいろんな感じた点等あったと思いますので、

それをお一人ずつお話ししていただきたいと思います。 

  初めに、今回初めての木村委員から、最初でいいですか。 

  では、木村委員、お願いいたします。 

〇委員（木村典由） お疲れさまでした。今回初めてこういう形でやらせてい

ただいたわけですけれども、本当に至らない点もたくさんあったと思います

し、今回やらせてもらった中で、こういう聞き方をすればいいのだなとか、

こういうような内容を掘り下げていけばいいのかなというのが何となくです

けれども、分かったような気がします。今回は本当に浅いところ浅いところ

ばかりやっていたような感じはしましたけれども、これを今回の件を勉強さ

せてもらって、次回こういう場でもうちょっと深い、皆さんが聞いていたよ

うな深い内容に掘り下げていけるような形で勉強していきたいと思っており

ます。以上です。 

〇委員長（三富美代子） ありがとうございました。では、杉山委員、よろし

いですか。 

〇委員（杉山茂規） まずは、２日間ありがとうございました。お疲れさまで

した。今回の審査ですけれども、当局からの説明の中の予算減のところを絞

っているところに対して、例えば工夫や努力で補うのだよという部分があま

りちょっと感じられなかったように私は思っております。また、行政改革と

いうか構造、機構改革の部分、それによって新たに取り組むべきものが多く

増えるところもあったり、形が変わるということの中で、まさに本当にこれ

から細かいところは決まっていくのかなというふうなものはすごく感じまし

た。事業のところは、ほぼ決まっているということなのですけれども、そん

なところはこれからなのかなというふうに感じました。ただ、１つ思ったの

は、地区振興のところ、支所なんかではとても課題意識を持って、ここの課

題を何とかクリアしたいのだというふうな積極的な思いというものが伝わっ
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た審査でした。今回の審査の中では、大きな目線で、総合戦略であったり、

そういったものに対してしっかりとできるのかというふうな考え方とか、そ

ういうふうなものを聞くような形で質疑をするようにしたのですけれども、

逆にちょっとそれが大枠過ぎて答弁というか回答も大きな一般的な考え方の

話になってしまったのかなというところが非常に反省しているところです。

もう少しうまくどういう考え方かというものを引き出せるような質疑ができ

たらいいなと思っております。 

  あとは、全体的なところなのですけれども、継続的な課題、昨年からの課

題みたいなものについては、粛々と検討が進んでいるのだなということは感

じました。細かい部分での当然課題はあるのだと思うのですけれども、しっ

かり協議された中での予算がこういうふうな形で出てきたのかなと感じてお

ります。 

  また、最後なのですけれども、予算書の説明が一部昨年よりちょっと減っ

ていた点がありまして、そこだけはちょっと残念でした。以上です。 

〇委員長（三富美代子） ありがとうございました。それでは、賀茂委員、よ

ろしいですか。 

〇委員（賀茂博美） まずはお疲れさまでした。来年度予算第２期の行財政構

造改革スタートの年ということで、全体を通してみると、削減というところ

に主眼が置かれた予算で、歳入の確保という部分があまり見受けられなかっ

たのかなというふうに思いました。ちょっと印象的だったのは、財政の審査

のときに職員の意識について伺ったときには、やっぱり財政非常事態宣言を

出したことによって、職員の方の意識も変わりつつあるのだろうなというの

は、財政の答弁でもそうでしたし、ほかの課の審査の中でも感じることがで

きたかなと思いました。もっともっと今度は歳入確保に貪欲になってほしい

なという気持ちをちょっと持ったのと、大きな事業をこの先どうしていくか

というのが非常に不透明だったなというふうに感じました。例えば美化セン

ターであったり墓地事業であったりという、これから投資をしてやっていく

事業という部分を非常に不明確なところしか担当のほうもなかなか見えてき

ていないというか、伝えにくいところがあるのかちょっと分かりませんでし

たけれども、その辺は感じました。 

墓地のほうは、以前も総務委員会のほうで協議をされたという経緯がありま

すけれども、少し前向きに墓地事業は進めていただきたいなという気持ちがあ

りました。待っている方の気持ちとかも考えたら、非常に先行きが分からない

のにという部分が市民の不安には伝わるのかなというふうに思ったので、その

辺りは何か委員会としても意見が言えたらいいかなというふうに思っており

ます。以上です。 
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〇委員長（三富美代子） ありがとうございました。それでは、内藤委員、お

願いいたします。 

〇委員（内藤法子） お願いします。財政非常事態宣言が出てからこれを反映

するのは令和４年度の予算からだというのを強調されていました。そういう

意味で、令和４年度の今回が財政非常事態宣言に対するスタートを切った予

算審査だと思います。各課がやっぱり絞らないといけないところを一生懸命

絞ったということは、よく分かりますけれども、例えば今日最後に交通災害

共済なのですけれども、組合の共済のメンバーの自治体にもこういう課題が

ありますから、こういうことを話し合ってみましょうという問題提起もして

いなくて、何かとにかくどこか絞れと言われたらこれをこうだからという何

か目先の結論、取りあえずこれはやめようみたいなことで、その代替のどう

すれば効果的になるのか、今の制度を今の状態の中で生かす方法はあるのか

とか、あまり深く考えていないなと思いました。 

  それと、男女共同参画なんかは、とにかく計画をつくります、計画改定し

ます。中身は何なのだということで、何か中身が全然見えてこないというと

ころがありました。それから、今賀茂委員もおっしゃいましたけれども、美

化センターはもう本当に待ったなしだし、それから墓地の関係は何にも解決

策は、とにかく今を先送りするだけで、先送りするとやっぱり美化センター

にしても墓地事業にしても、傷口は大きくなってくると私は思うのです。だ

から、やっぱり年度年度にスタートのときにどうするべきかというのをしっ

かりとみんなで当局の職員の皆さんが話し合って、この方針でいくのですと

いうことを示してくれないともうとても不安な思いがしました。 

いろいろあるのですけれども、最後に予算書はやっぱり最初から税務課の説

明のところが省略されていたり、せっかく昨年度、これは丁寧だなと思うとこ

ろが削減されていたりというのがあったので、それは支障がなければ元どおり

に説明を加えていただけたほうがいいのかなと思いました。 

それから、当初から訂正というか、とても多かったというのは、ちょっと大

事なところが訂正されたとかいうことも、ちょっとやっぱり苦言を呈しておか

ないといけないのかなと思いました。以上です。 

〇委員長（三富美代子） ありがとうございました。それでは次に、岡本委員、

お願いします。 

〇委員（岡本和枝） 総務から集中してやったというのはよかったのかなとい

うふうに思います。予算書、それと実施計画、それと補足説明書が一体とな

って方向性みたいなものが見えたということでもよかったのかなというふう

に思います。１番は、木村委員の参加で、すごい緊張を私もしました。やっ

ぱり市長が替わったという中で、組織的な変化とかそういうこともあるので
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すけれども、これからの変革の方向の手応えみたいなものはとても感じまし

た。ただ、それがそのままどういくかというのがこれからの本当に市民や私

たち、それと職員の方たちでつくっていくことになると思うのですけれども、

特にＳＤＣＣ推進事業、あれだけ目玉的に年間を通してやっていたものに対

してもしっかり見ていくというようなこととか、あとマイナンバーカードと

市民課窓口の委託に対しても、事業評価という視点で考えられているという

のも見えたことはとてもよかったのかなというふうに思います。昨年も予算

に対して反対をしながらいろいろやってきたのですけれども、予算に対して

どういう姿勢で臨むのかなというのをやっぱり最終日まで考えたいと思って

います。以上です。 

〇委員長（三富美代子） ありがとうございました。では、勝又委員、お願い

します。 

〇委員（勝又利裕） 皆さん、お疲れさまでした。総務委員会が一番最初とい

うことで、なおかつその財政課が一番最初ということで、事業もそうなので

すけれども、どういう方針で予算組みをしたのかとか、そこがもう少し聞け

たらよかったかなと思います。それは反省です。ちょっと基本方針のところ

で触れましたけれども、もう少しそこを聞いてもよかったのかな。それと、

企画サイドだと事業をどういうふうにしていくのという話をもう少し聞けて

もよかったのかな。大枠になってしまいますけれども、総務委員会ですから

どうしても大枠の話しかできなくなることはやむを得ないのかもしれません

が、そういうところがちょっと反省点かなと。全体的には、細かいところは

あまり聞かないで、もともとコロナ禍によってどういう予算審査をするとい

うことで話合いができているはずですから、そこは皆さんよかったのかなと

思っています。個別にはいろいろ幾つかの事業の中で、一般質問なり前年度

の予算審査なりをやり取りした内容がそのまま３年度に生かされていないと

か、そういうところも多少あるのかなという気はしましたので、そこはやっ

ぱりやり取りの中でやりますとか検討しますというのは、それは当局側も次

のところのステップをどういうふうにしていくかというのは、やっぱり考え

るべきだし、当然のことですから、ちょっとそこがなかったのが寂しかった

かなという気はしています。 

  具体的な話をしてしまいますと、墓地事業、ほかの委員さんも言いました

けれども、そろそろ全体計画をしっかりもう一度立て直して、最終的に９号

墓域まであるのですけれども、４号、５号をどうするかと。全体の需要がど

のぐらいありそうなのかともう一度しっかりとやり直す必要があるのかな。

やるべきところまではやって、あとはどうするということをしっかりと検証

する必要があるのかなという気はしました。２年ぐらい前に総務委員会とし
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て附帯決議みたいのをしましたけれども、そこまでやるかどうかは別として、

そういうところは感じました。それで、もう一つ、美化センターの件も出ま

したけれども、一般質問のやり取り等々を聞いているよりは、何か後退して

しまったような気がしてしまって、しようがなかったという、その具体的な

話はちょっと置いておきますけれども、そんな感想です。以上です。 

〇委員長（三富美代子） どうもありがとうございました。 

  皆さんにご意見を伺いまして、ありがとうございました。本当に美化セン

ターのこと、また墓地事業に関しては前に進むというよりは、ちょっと後退

してしまっている感が私自身も皆さんの質疑の中でそういうことは感じまし

た。 

それで、23 日の予算決算委員会で、分科会長委員長報告をさせていただく

のですけれども、そのときに今日伺った皆さんの様々なご意見をどのように取

り扱ったらよろしいかなというところなのですが、今回は特に附帯決議という

ところまではなく、委員長報告の中での自由討議でこのような意見があったと

いうところの取りまとめで報告をさせていただくというような内容でよろし

いでしょうか。 

皆さん、何かありましたら。賀茂委員。 

〇委員（賀茂博美） それでもいいのですけれども、多分それだと予算決算委

員長の最終報告には入ってこないですよね、きっと。その辺りをちょっと皆

さんもどう思っているのかですけれども、どういう形がいいかな。 

〇委員長（三富美代子） 勝又委員。 

〇委員（勝又利裕） 附帯決議までは僕はいいと思っているのですけれども、

要は各委員会の中でこういう意見がありましたというのが分科会はやります

よね。それを今度予算決算委員長の報告の中には入るのか入らないかはあれ

だけれども、入れてもらえればというところなのです。意見として、そうい

うのは入れられるのかな。入れていない。 

〇委員長（三富美代子） 分科会長の報告の中で予算決算委員会の委員長報告

の中に入れてくださいという…… 

〇委員（内藤法子） 委員長報告で言っていただければ…… 

〇委員長（三富美代子） どういう入れ方でいいのかな。 

〇委員（内藤法子） 今までは。 

〇委員長（三富美代子） 今まではない。意見として。 

〇委員（勝又利裕） なし。そういうのは駄目。 

〇委員（内藤法子） そういうのは入れていない…… 

〇委員長（三富美代子） 入れていない。 

〇議会事務局長 今はない。 
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〇委員（内藤法子） 附帯的決議とかあればまた話は別だと思います。 

〇委員長（三富美代子） 附帯決議…… 

〇委員（勝又利裕） 墓地事業のときはどうしたのでしたっけ。総務委員会分

科会として何か…… 

〇委員長（三富美代子） 前にありましたよね。 

〇委員（内藤法子） 総務委員会分科会として…… 

〇委員（勝又利裕） 産建の中でやったのだよね。そのときに予算決算委員長

はどういう報告をしたか、ちょっと忘れました。 

〇委員（内藤法子） 産建のとき…… 

〇委員（勝又利裕） 一緒の時期があったから。 

〇委員長（三富美代子） あのときは中村さんのときですよね。 

〇委員（勝又利裕） 中村さんの委員長のとき。 

〇委員（勝又利裕） 賀茂さんだっけか。 

〇委員長（三富美代子） だから大分前ですね。 

〇委員（賀茂博美） 記憶にございません。 

〇委員長（三富美代子） 記憶にない。 

〇委員（勝又利裕） 令和２年度予算のとき。当初予算のとき。 

〇委員長（三富美代子） 暫時休憩いたします。 

                       14時 57分 休憩 

 

                       15時 01分 再開 

〇委員長（三富美代子） 再開いたします。 

  今日伺った皆さんからのご意見は、分科会委員長報告の中に自由討議でこ

のような意見がありましたという報告をさせていただくということにさせて

いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

            （「はい」の声あり） 

〇委員長（三富美代子） ありがとうございます。 

  以上で、本委員会に付託され、本分科会に割り振られた議案の審査は全て

終了いたしました。 

  来る３月 23日の予算決算委員会で分科会委員長報告をいたします。審査に

ご協力賜りましたことに感謝を申し上げまして、予算決算委員会総務分科会

を閉会いたします。ありがとうございました。お疲れさまでした。 

 

                       15時 02分 閉会 

 


